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日本レジャー・レクリエーション学会第35同学会大会発表論文集 原稿提出要領

1. 印刷・製本

発表論文は、提出された原稿をそのまま縮写し、論文一題につき B5版見聞き 2ペー

ジまたは 4ページにオフセット印刷され、「レジャー・レクリエーション研究(大会

発表論文集)Jとして製本される。

2.原稿用紙

提出原稿は、指定の原稿用紙 (A4版) 4枚以内に限る。なお、予備を含め合計 6

枚の原稿用紙が同封されている。

3.文字

本文文字は、邦文タイプ (4号活字)またはワードプロセッサー(12ポイント・ 24

ドット以上〉を用いて、横書き印字したものに限る。

4. 演題・氏名等

①演題は、原稿用紙上部第1行と 2行を用い、副題がある場合には行を改めて記載す

る。

②演題には、本文より大きな活字または倍角文字を用いること。

③氏名は、演者と共同研究者について行を改めて区別し、演者には氏名のすぐ前にO
印をつけること。

④所属機関名は、氏名に続いて( )付で記入する。また、複数の共同研究者が同

ーの機関に所属する場合には、まとめて( )付で記載すること。

5.本文

①本文は、目的、方法、結果、考察など、できるだけ分かりやすくまとめ、研究論文

として完結していること。

②本文各段は、最初の一字分をあけて書き始めること。

③原稿用紙の字数は、 40字x40行の1600字となっている。

④図表などを使用する場合にも、必ず本文枠内に収めること。

6.送付要領

①同封の厚紙にはさみ、原稿とそのコピー 2部を同封のこと。

②同封の提出用封筒を使用し、書留郵便(簡易書留可〉で郵送のこと。

③提出要領が守られていない場合には、原稿を受け付けない場合がある。

7.締切期日

2005年 9月30日(金) 当日消印有効

8. 送付先

干354-8510 埼玉県入間郡三芳町藤久保1150-1

淑徳大学 国際コミュニケーション学部

西田俊夫研究室内

日本レジャー・レクリエーション学会編集委員会

電話・ FAX 0492-74-1511 
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日本レジャー・レクリエーション学会

第35回学会大会の開催にあたって

日本レジャー・レクリエーション学会

会長油井正昭

今年は日本で国際的な大きなイベントが開催された。「自然、の叡智」をテーマに開催

された2005年日本国際博覧会「愛・地球博」である。 3月25日から9月25日までの開催

期間中に2，200万人を超える入場者があり、中には毎日のように入場した人もいたとい

うから魅力の大きなイベントであった。この国際博覧会の会場を決める頃から、会場

整備に関係する環境影響評価と開期中の開催地と周辺地域の環境保全について約10年

近く関わった。国際博覧会の開催期間は、半年間であったから準備期間がはるかに長

かった。

とんなイベントでも、会期に対して準備期間の方が長いのが普通だが、学会大会の

開催も同様であるO 平成17年度第35回学会大会を、国際基督教大学で開催させて頂く

ことが決まってから、 l年余りの準備を経て大会当日を迎えることができた。

国際基督教大学には、武蔵野の雰囲気が残る環境の良いキャンパスで、学会開催の

便宜を与えていただき、心から御礼を申し上げます。

この 1年余りの問、国際基督教大学に在職されている高橋伸理事を実行委員長とし

て、常任理事全員が実質的な実行委員会を組織して大会の準備を進めてきた。実行委

員会には、総務部会、研究部会、発表部会、広報部会、渉外部会を設け、それぞれの

部会で検討した内容は、実行委員会で検討を深めて内容の充実を図り、さらに常任理

事会でも討議を重ねるなど、学会の最も重要な行事として大会準備に努力した。

今年度は実行委員の連絡をE-mailで、行うことになり、高橋伸理事の手でメーリング

リストが作られ、委員間の交信と準備の進捗状況が他の方々にも確認できる方法が取

り入れられ、大会テーマの設定、大会のプログラムづくり、地域研究の計画などで委

員相互の意見交換がmail交信によって行われた。この方法は大会準備に対する新しい

試みだった。また、この第35回学会大会から新たにポスター発表が加えられることに

なり、研究発表形式の多様化で学会大会の充実が期待される。

こうした長い準備経過を経て開催される大会であるから、大会期間の 3日間を是非

大勢の学会員にご参加いただき、稔りのある大会になることを願っている。



日本レジャー・レクリ工ーション学会

第35回学会大会開催要項

大会テーマ「ダウンサイジングな剛"tlこ即応するレジャーレクリエーションj

1.主 催:日本レジャー-レクリ工ーション学会

2.主 管:日本レジャー・レクリ工ーション学会第34回学会大会実行委員会

3.期 日:平成17年12月9日(金)、 10日(土)、 11日(日)

4 .会 場:国際基督教大学(I C U) 

干181-8585 東京都三鷹市大沢3-10-2

5.日程

第 1日目 12月9日(金)

10・45-----11 : 00 受付 (JR中央線、武蔵境駅南口)

11 : 00-----11 : 1 0 開会挨拶坂口正治(学会副会長)

11 : 10-----15 : 30 地域研究 テーマ『歴史文化探訪J

1、地域の歴史文化探訪(調布市、深大寺)

2、日本の歴史文化探訪 (ICU内、湯浅八郎記念館)

3、世界の歴史文化探訪 (ICU隣接、中近東文化センター)

第 2日目 12月10日(土)

11 : 00-----12 : 00 理事会 (ディッフエンド、ルファー記念館2階2盟会議室)

12 : 00----- 受 付(ディッフエンドルファー記念館東棟)

13 :∞-----13 : 15 会長挨拶油井正昭(学会会長)

大会名誉銀側 鈴木典比古(国際基督教大学学長)

13 : 15-----14 : 15 基調講演 (ディッフエンドルファ-記念館東棟、オーディトリアム)

「レジャー・レクリ工ーション見聞記J

平野次郎(学習院女子大学特別専任教授、元NHK解説委員)
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14 : 30~ 15 : 50 シンポジウム

「ダウンサイジング芯時代に即応するレジャー・レクリ工ーション」

パネリスト

O青少年育成分野から

徳村光昭(慶鷹義塾大学保健管理センター助教授)

O高齢者分野から

鈴木隆雄(東京都老人総合研究所副所長)

O公園・緑地環境分野から

西川嘉輝(国土交通省公園緑地課緑地環境推進室長)

コーディネーター・西野 仁 (東海大学)

16 ・ 00~17 : 15 研究分科会

①セラビューティックレクリ工ーション専門分科会

企画責任者及び話題提供者鈴木秀雄(関東学院大学)

(デイツフエンドルフア一記念館西棟 1階、多目的ホール)

①景観・造園・環境分野

企画責任者麻生恵(東京農業大学)

(ディッフ工ンドjレフア一記念館西棟2階、 252会議室)

17 : 30~ 19 : 00 懇親会(アラムナイハウス)

第3日目 12月11日(日)

8 : 30~ 受付開始 (本館l階正面入り口)

9 : OO~ 9・40研究発表 A会場(本館 1階、 116教室) 2題

B会場(本館2階、 213教室) 2題

9 : 50~ 10: 50 研究発表 A会場(本館 1階、 116教室) 3題

B会場(本館2階、 213教室) 3題

11 : OO~ 11 : 40 研究発表 A会場(本館 1階、 116教室) 2題

B会場(本館2階、 213教室) 2題

11 : OO~ 15 : 00 ポスター発表会場オーブン(本館2階、 202教室)

11 : 4O~12 ・ 30 ポスター指定発表時間

11 : 4O~13 : 00昼食

13 : 00~14 : 00総 会 (本館2階、 262教室)

14 :∞~ 15 : 00研究発表 A会場(本館 1階、 116教室) 3題

14 : OO~ 14 : 40 B会場(本館2階、 213教室) 2題
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日本レジャー・レクリエーション学会

第 35回学会大会組織委員会

鈴木典比古〔国際基督教大学学長〕

油井正昭〔学会会長相蔭横浜大学〕

坂口正治〔学会副会長東洋大学〕

鈴木秀雄〔学会副会長関東学院大学〕

松浦三代子〔学会副会長前東京女子体育大学〕

大谷善博〔学会監事福岡大学〕

寺島善一〔学会監事明治大学〕

西国俊夫〔学会理事長淑徳大学〕

麻生 恵〔学会常任理事東京農業大学〕

小椋一也〔学会常任理事国際医療福祉大学大学院〕

片桐 義晴〔学会常任理事 (社福)新宿区障害者福祉協会〕

嵯峨 寿〔学会常任理事筑波大学〕

下村彰男〔学会常任理事東京大学大学院〕

田中 伸彦〔学会常任理事 (独法)森林総合研究所〕

西野 仁〔学会常任理事東海大学〕

沼津秀雄〔学会常任理事立教大学〕

松尾哲矢〔学会常任理事立教大学〕

山崎 律子〔学会常任理事(槻余暇問題研究所〕

横内靖典〔学会常任理事城西大学〕

荒井啓子〔学会理事学習院女子大学〕

小田切毅一〔学会理事奈良女子大学〕

小野寺浩三〔学会理事東北福祉大学〕

上村都貴絵〔学会理事(槻コーソル〕

古城建一〔学会理事大分大学〕

鈴木重志〔学会理事〕

高橋 伸〔学会理事国際基督教大学〕

田中祥子〔学会理事〕

茅野宏明〔学会理事武庫川女子大学〕

千葉和夫〔学会理事日本社会事業大学〕

野 村 一 路 〔 学 会 理事日本体育大学〕

師同文男〔学会理事上智大学〕
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日本レジャー・レクリエーション学会

第 35回学会大会実行委員会

。高橋 伸〔国際基督教大学〕

※大谷善博〔福岡大学〕

※寺島善一〔明治大学〕

。西国俊夫〔淑徳大学〕

。山崎律子〔冊余暇問題研究所〕

寺田 佳代〔国際基督教大学〕

五十嵐美奈((社福)興望館〕

大会実行委員長

監 事

長

事

局

幹

務

A 
:tt 

事

大

。麻生 恵〔東京農業大学〕

。小椋一也〔国際医療福祉大学大学院〕

@片桐義晴((社福)新宿区障害者福祉協会〕

。嵯峨 寿〔筑波大学〕

。下村彰男〔東京大学大学院〕

。田中伸彦((独法)森林総合研究所〕

。西野 仁〔東海大学〕

@沼津秀雄〔立教大学〕

。横内靖典〔城西大学〕

0荒井啓子〔学習院女子大学〕

O小田切毅一〔奈良女子大学〕

O小野寺浩三〔東北福祉大学〕

O上村都貴絵〔側コーソル〕

0古城建一〔大分大学〕

0鈴木重志

O田中 祥子〔東京都福祉レクリエーション研究会〕

O茅野宏明〔武庫川女子大学〕

O千葉和夫〔日本社会事業大学〕

O野村一路〔日本体育大学〕

0師同文男〔上智大学〕

員委行実

。学会常任理事、 O学会理事、※学会監事
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参加者へのご案内

1. 受付

12月9日(金)10:45-11:00 JR中央線、武蔵境駅南口

12月10日(土)12:00より 国際基督教大学ディッフエンドルファー記念館東棟

12月11日(日) 8 :30より 国際基督教大学本館 1階正面入り口

2. 参加費

正会員・特別会員 4000円

その他の一般の方 2000円(一日につき)

ただし、基調講演、シンポジウムについては公開のため参加費無料

3.大会本部

国際基督教大学

12月10日(土)ディッフエンドルファー記念館西棟 2階251会議室

12月11日(日)本館 1階172教室

4.食事について

大学食堂をご利用頂けます。 12月10・11日8: 00.-.. 16:00 

お弁当を予約されている方は、 12月11日(日)11: 30.-.. 12 : 30に本館 1階170教室にてお

渡ししますのでお越し下さい。

5.駐車について

お車でのご来場はご遠慮ください。

6.喫煙について

学内は禁煙です。指定喫煙場所にてお願い致します。

-6 



(発表者へのお願いとお知らせ)

1 .発表受付

各発表会場の入口で受付を行います。各自の発表時刻の 30分前までに受付をすま
せ、「次演者席」におつきください。

2.発表資料

研究発表および実践報告補足資料等については、 100部を発表受付時に提出してく
ださい。資料には、必ず演題番号(例・ A-1，A-2)、演題、演者氏名を明記
してください。

3. スライド

スライド映写を希望される方は、発表受付にあるホルダーに、各自で順序正しく正
像に写るように挿入して、発表受付にご提出ください。スライドの大きさは35ミリ
フィルム用の標準マウント (50X50ミリ)に限ります。

4. パワーポイント
フロッピ一等を持参いただければ対応できるものと思われますが、ノートパソコン
等を持参いただければより確実だと思われます。使用希望の方は受付時にお申し出
くださ L、。

5. OHP 

OHPを用いての発表を希望される方は受付時にお申し出ください。

6.発表時間

各発表演題につき、発表15分です。 (13分ーベル 1回、 15分一ベル 2回)。
なお、質疑討論はー演題につき 5分とし、各発表セッション毎にまとめて行います。

(座長へのお願いとお知らせ)

座長受付けを各発表会場の入口で行います。座長時間の30分前までに必ず受付を済

ませていただき、開始20分前までに「次座長席Jにお座りくださL、。

時間を厳守して進行させるようにご協力くださ~ ¥0 

質疑討論は、各セッション毎にまとめて該当時間でとり行うようにお願いします。

発表取り消しなどで空き時聞ができた場合は、討論や休憩にあてられるなど、自由

にご裁量下さ~ ¥0 

(討論者・質問者へのお願い)

挙手のあと、座長の合図を待って、所属、氏名を告げたのち、参加者にわかるよう

に発言してください。
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国第35回学会大会開催地略図

-会場国際基督教大学 (ICU)

干181-8日5東京都三鷹市大沢3-10--2

国際基督教大学キャンパス位置図

武蔵境 三鷹

層際事語教大学 富士亘工前

甲州街道

••••••••••••••••• 
中央自動車道

8 

惨最寄り駅かSICUまで4

JR中央線武蔵境駅(南口)

・小田急パス
「国際基督教大学」行き乗車、終点下車

(乗車時間約12分、大学構内まで入ります)

・小田急パス
「狛江営業所JI狛江駅北口JI吉祥寺駅j行き乗車、

「富士重工前」下車(乗車時間約10分)、徒歩10分

JR中央線三鷹駅(南口)

・小田急パス
「国際基督教大学j行き乗車、終点下車

(乗車時間約四分、大学構内まで入ります)

・小田急パス
「武蔵川金井駅JI西野御塔坂下経由調布駅」行き乗葦

「富士重工前j下車(乗車時間約20分)、徒歩10分

京王線調布駅(北口)

.小田急パス
「武蔵境駅南口H西野御嵩坂下経由三鷹駅J行き乗車

「富士重工前J下車(乗車時間約四分)、徒歩10分
※JR中央線特別快速は武蔵境駅には停車しE
せんのでご注意ください。

※最寄りの3駅からはパスまたはタクシーをC
利用ください。



国際基督教大学キャンパス案内図

国際基督教大学 AN 
東京都そ鷹市大fN3-IO-2

中近東文化センター

バス停:
箇際基督教大学

※駐車スペースはございません。

公共交通機関の御利用をお願いします。
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ディツ7エンド
ルファー記意館

西棟

+ー
基調講演・シンポジウム会場

受付
オーディトリアム IL入口

デイツフエンドルファー記念館東棟
1階

入口
ディツフエンドルファー記意書官

西棟1階

大学教会

ラウンジ

((  ↓]ι 
ディッフエンドルファー記念館

百棟2階

2階

2師

1階

国際基督教大学本館
A 

正面入口

NA斗
i

理事会 平成17年12月10日(土) 11: 00""" 12 : 00 会場ディッ7エンドル7y-記念館西榔階部j会議室

総 会平成17年12月11日(日) 13: 10"""14 : 10 会場本館 2階 262教室
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日本レジャー・レクリエーション学会

第 35回学会大会

基調講演

シンポジウム

研究分科会



日本レジャー・レクリエーション学会第35回大会基調講演

レジャー・レクリエーション見聞記

学習院女子大学特別専任教授元NHK解説委員

平野次郎氏

講師のご紹介と講演までの経緯

第35回大会実行委員(企画担当) 西野仁

今大会の基調講演を、学習院女子大学特別専任教授、元NHK解説委員の平野次郎氏にお願

いした。平野先生は、アメリカワシントン支局特派員、スイスジュネーブ支局特派員兼支局長、

ロンドン支局長などを歴任した国際経験豊かなジャーナリストである。会員の多くのみなさん

は、「海外ウイークリー」、 rNHKニュースワイド」、「ワールドニュース」、 rNHKニュース

TODAYJなどの番組でブラウン管を通して、お会いしているはずである。

先生に基調講演をお願いしたのは、もちろん、大会テーマ「ダウンサイジングの時代に即応

したレジャー・レクリエーション研究」を大いに意識してのことである。大会テーマの底流に

は、何もかも右肩上がりで成長拡大してきた社会はいつの聞にかそのシステムが巨大化し過ぎ、

環境変化に即応できなくなりつつあり、今後Downsizing(小型化)が重要なコンセプトになる

という認識がある。こうした大きなうねりにも似た変化の中で、これからのレジャー・レクリ

エーション研究はどう対応していくべきかを論じ合おうという主旨で設定された。大きなテー

マであるだけに基調講演をどうするかは議論百出であったが、レジャー・レクリエーションを

世界共通の重要な生活文化と広く捉え、海外での実情を理解し、日本での特徴や問題点を鮮明

にしようということで意見の一致をみた。具体的な講師の選定は、荒井啓子理事のおかげでス

ムーズに進み、平野次郎氏に決定した。 10月に、学習院女子大学の研究室をお訪ねし、大会テー

マや基調講演への期待などを直接お話した。後日、先生から演題を「レジャー・レクリエーショ

ン見聞記」としたいとの連絡をいただき、常任理事会で報告した。その後、学会大会号に掲載

する講演要旨の執筆をお願いしたが、ジャーナリストとしての長年の習慣から講演の直前まで

内容を吟味したいとのお返事をいただき、役目柄、西野がこの拙文をまとめた次第である。

平野次郎(ひらのじろう)氏略歴

1940年、東京都生まれ。 1963年に国際基督教大学 CICU)を卒業。アメリカコーネル大学大

学院に留学。帰国後、 1965年にNHK1こ入局、 NHK横浜放送局、東京政治部、アメリカワシン

トン支局特派員を経て1980年4月より海外ウイークリーを幸田シャーミンとともに担当。 1983

年よりNHKニュースワイド外信キャスター。 1984年より3年間スイスジュネーブ支局特派員兼

支局長。帰国後ワー jレドニュース担当を経て1988年4月にスター卜したNHKニュースTODAY

のアンカーマンに就任。 1990年同番組終了後ロンドン支局長、帰国後NHK解説委員に就任。国

際問題を専門に担当。 解説委員退任後は、学習院女子大学特別専任教授他、シンポジュウム

コーディネーターとして活躍中。

主な著作 「英語はお経?J TBSブリタニカ 1985年、「テレビニュース」 主婦の友社

1989年、「ネコパンが一番~ジロさんの早口巷段-J角川書居、 r1990年ままならぬ人生だか

らこそJ1995年

出典:フリー百科事典「ウィキペディア (Wikipedia)J

ワ白。iム



第 35回日本レジャー・レクリエーション学会大会シンポジューム

ダウンサイジングな時代に即応するレジャー-レクリエーション

パネリスト 徳村光昭(慶鷹義塾大学保健管理センター)

鈴木隆雄(東京都老人総合研究所)

西川嘉輝(国土交通省公園緑地課)

コーディネーター:西野仁 (東海大学)

大会テーマ「ダウンサイジングな時代に即応するレジャー-レクリエーション」のもと

に開催される本シンホ。ジ、ュームは、社会がこれまでの「増加Jr成長Jr拡大Jr開発」など

のキーワードがもてはやされてきた社会から一転し、「減少Jr安定Jr縮小Jr保全Jなど

が多用される社会へと大きく変化する中で、レジャー・レクリエーション研究はどう対応

していくべきかを考える手がかりを得たいという願いから、それぞれの研究分野でご活躍

中のパネリスト三氏をお招きして実施される。

慶磨義塾大学保健管理センター助教授の徳村光昭氏には、「子どもの体力や生活習慣病をめ

ぐって」お話いただ、く。東京都老人総合研究所副所長の鈴木隆雄氏は、「現在の日本の高齢者の

健康や生活機能の実態についてJ科学的データから言及し、健康長寿や介護予防のポイン

トについても概説していただく。国土交通省都市・地域整備局公園緑地課緑地環境推進室

の西川嘉輝氏には、「環境教育をはじめとする様々な市民活動の場としての公園緑地Jとい

うテーマでご提案いただく。

これらのご意見やそれを受けての活発な討論を通して、ご自分の研究が「これからの社

会的ニーズにどのようにかかわる研究なのか」、「研究全体を傭献してどの領域のどの辺り

に位置するのか」などを再確認したり、「新たな研究jへの着想が湧くきっかけとなるなど、

シンポジュームに参加されたみなさまの今後の研究活動に何らかの寄与ができたら幸いで

ある。

大会を前に、パネリストのみなさまから次のような発表要旨をいただいた。

子どもの体力や生活習慣病をめぐって

慶麿義塾大学保健管理センタ一助教授徳村光昭

1.生活習慣病とは

わが国では、以前「成人病」と呼ばれていた高血圧、高脂血症、糖尿病などのいわゆる「生活習

慣病」が増えている。生活習慣病を防ぐためには、子どもの頃から健康的な生活習慣を心がけ、高

血圧、高脂血症、糖尿病などの背景となる小児肥満を予防することが必要。

2.子供の生活習慣病

肥満児の頻度は増加し、中学生の血中コレステロールの平均値も上昇傾向にあり、高脂血症

(血中コレステロール値200mg/dl以上)の子どもは、 20年間で約 3倍に増加している。

『
U

喝
F
A



3.子どもの生活習慣変化

子どもたちは運動不足、睡眠不足、食習慣の乱れなどが認められる。動脈硬化による虚血性心

疾患や脳血管疾患の予防には、中高年になってから慌てて生活習慣に気をつけるので、は遅く、す

でに3歳時から生活習慣を見直していく必要がある。そのためには子どもの生活習慣の特徴をよく

知ったうえで対応策を考えることが必要。

4.子どもの生活習慣の特徴

①子どもの生活習慣には遺伝的素因が大きく関与する。

②親子の生活習慣には密接な関係がある。

③子どもたちの生活習慣は社会環境に大きく影響される。

大きな問題を抱える現代の子どもたちの生活習慣の見直しには、子ども本来の生活リズムを取り

戻し、子ども固有の文化を復活、活性化させる手段を、社会全体で考えてし、くことが必要。

にの発表要旨は、徳村氏から送られたA4版4ページの抄録をもとに、西野が作成した)

現在の日本の高齢者の健康や生活機能の実態について

東京都老人総合研究所副所長鈴木隆雄

わが国の平均寿命は 80.9歳、健康寿命は 74.5歳で、いずれも世界ーの長寿大国である。

世界保健機関(WHO)では、「健康とは、肉体的、精神的および社会的に完全に良い状態に

あることであり、単に疾病や虚弱でないということではない」と定義しており、健康寿命

とは、平均寿命から病気や痴呆、衰弱などで要介護状態となった期聞を差しヲ|いた寿命の

ことを意味している。

また、 WHOでは老年期の健康指標として、 ①死亡率、②羅患率、③生活機能の 3つを

挙げており、③の生活機能については、身体的自立と手段的自立の 2つの要素が満たされ

れば健康だと考えられている。身体的自立とは、一般に入浴、食事、排地、移動、衣服の

着脱などの身づくろいが自分でできる状態のことであり、また、手段的自立とは、電話、

買い物、食事の支度、家事、洗濯、公共交通を利用しての外出、医薬品の服用、金銭出納、

そしてレジャー・アクテイピティなどが自らの意思と行動能力によってできる状態を指し

ている。このことは高齢期においては、疾病の有無に関係なしいかに自立した生活機能

を維持し、生活の質を満足できるかが重要で、あるかを意味している。

私どもでは、長年にわたる老化の縦断研究を実施し、高齢者の生活機能の実態に関する

調査を行っているが、男性は平均寿命が短い反面、健康寿命が長く、女性は平均寿命が長

い反面、健康寿命が短いという特徴があることや、男女ともにこの 10年間の健康度や生

活機能に関する平均値が高くなっており、寿命の延伸と高齢化が決して虚弱高齢者を生み

出すわけではないことを明らかにしてきた。今回の講演では、現在の日本の高齢者の健康

や生活機能の実態について、科学的データから言及し、健康長寿や介護予防のポイントに

ついても概説する。
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環境教育をはじめとする様々な市民活動の場としての公園緑地

国土交通省都市・地域整備局公園緑地課

緑地環境推進室長西川嘉輝

公園緑地は、景観形成機能、防災機能、野生生物生息機能、人と自然とのふれあいや多様

なレクリエーションの場の形成等様々な機能を有し、快適で安全な国民生活を実現する上

で必要不可欠な社会資本である。特に近年、環境の世紀といわれるほど地球規模の環境変

化が大きな社会問題になっており、緑が環境問題に果たす役割は大きく期待も大きい。

0環境教育等の場としての公園緑地

全国の都市公園や特別緑地保全地区、市民緑地等の緑地では多様な主体の参画を得て創意

工夫にあふれた様々な環境保全活動、環境教育活動が展開されており、これらの活動が円

滑に進むための施設整備、情報提供、管理運営等が進められている。

また、今年 4月に策定された「京都議定書目標達成計画」において、国民が地球温暖化問

題の重要性を認識・理解し、地球温暖化防止のための行動が習慣となるための啓発活動や環

境保全活動、環境教育を推進するべく位置づけられたところであり、国民に身近な存在で

ある都市公園や緑地は、これらの活動の場として大きく期待されている。

0さまざまな活動の可能性

このような環境問題に関連する活動のほかにも、例えば高齢者のための健康を維持回復す

る場として、あるいは楽しみながら防災知識等を身に付ける防災教育の場として、さらに

は、近年のベットブームに対応して飼い主のマナー教育の場としてなど、公園緑地は、良

好な自然環境を背景に、多様な主体のさまざまな活動の受け皿となる公共空間でもある。

このため、これらの社会的要請を的確に把握して、様々な使われ方を想定しながら利用す

る側の視点に立った施設整備や維持保全あるいは運営管理を行うことが、一層、重要とな

ってくる。

(文責コーデイネーター東海大学西野仁)
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日本レジャー・レクリエーション学会第35回大会

セラピュ}ティックレクリエ}ション専門分科会

企画責任者および話題提供者

学会副会長鈴木秀雄

(関東学院大学人間環境学部人開発達学科教授)

テーマ:日本におけるレジャー・レクリエーションの一般的概念から

セラピューティックレクリエーションの啓発を傍服する

~中高齢者に対する身体的能力の維持・向上、すなわち

要介護予防運動 (TherapeuticExercise⑬ 

セラピューティックエクササイズ⑬)の支援も視野に入れて~

米国で1956年に資格化されたセラピューティックレクリエーシヨンも、日本に導

入されて早四半世紀を超えている。草創期の1983年1月22日(土)に東京YMCA

本館201号室において開催されたシンポジウムでは、 「セラピューティックレクリ

エーション運動の展開によせて」が主題でありえパネリストやアドバイザーは以下

(所属等は当時)のとおりであった。

パネリスト:

大堀孝雄(東海大学助教授)

~病院(通院・入院患者)におけるセラピューティックレクリエーション

の立場から~

常藤恒良(東京 YMCA.日本キャンプ協会常任理事)

~障害者に対する野外活動指導の立場から~

石井允(立教大学助教授)

~教育機関でのセラピューティックレクリエーション指導の立場から~

飯沼和三(海老名厚生病院小児科医長)

~医学的指導の立場から~

アドバイザー

小野喬(国立競技場理事)

~スポーツクラブ等におけるセラピューティックレクリエーション指導

の立場から~

川本信正(スポーツ評論家)

~Leisure and Recreation for Allの立場から~

コーディネーター

鈴木秀雄(関東学院大学助教授、マスターセラピューティックレクリ

エーションスペシャリスト =MTRS、Ph.D.) 
このシンポジウムは、(財)日本スポーツクラブ協会、日本スペシャルオリンピック

委員会、(財)日本余暇文化振興会、日本キャンプ協会、社会福祉法人日本肢体不

自由児協会、東京YMCA、(財)日本レクリエーション協会の後援を受けての開

催であった。
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日本の社会にセラピューティックレクリエーション運動を展開する視点から、多

くの団体と斯界の専門家による発題を得たものであった。しかし大きな課題として

見えたものは、まさにレジャー・レクリエーションそのものの概念の暖昧さと震小

化・歪曲化されたイメージの固着であった。

日本におけるセラピューティックレクリエーションの啓発には、日本における文

化、日本におけるレジャー・レクリエーションそのものの文化を理解しながら、レ

ジャー・レクリエーションの現行の概念やイメージの再考が急務である。戦後の経

済復興や経済発展の申し子あるいは落とし子のように、レジャー・レクリエーショ

ン全体の“正にほんの一部分が抽出"され、円グラフで描けば、 360度に占める数%

に当たる領域が表面上にレジャー・レクリエーションとして現れ、その部分のみで

あたかも全体のレジャー・レクリエーションとして捉えられ理解されてきたが、そ

の形態や機能が今も少なからず残存している。

学会の共通言語であるレジャー・レクリエーションの本質的な理解をすすめるこ

となくして、 「セラピューティックレクリエーションJの概念を正しく日本の社会

に組み込むことは至難の業でもあろう。逆説的言えば、 「セラピューティックレク

リエーション」そのものの正しい理解と普及啓発を進める中で、振り返るようにし

て、また我に返るように、レジャー・レクリエーションの全体を、実際はそうなの

かと閃きにも似た理解に誘い、正しい考え方や視点を持ち得る手法をとる運動展開

も一つの方法であろう。

セラビューティックレクリエーションの啓発に寄せて、レジャー・レクリエーシ

ヨンのあり方を問うことも重要な課題である。本学会ニュース NO. 8 1の巻頭言

で述べた「本学会の共通言語としての“レジヤ-.レクリエーション"再考Jを是

非このような視点、から読んでいただきたい。

その中で現代社会が抱える諸課題の一つに高齢社会についても記したが、介護保

険法の改正に伴う新予防給付では、要介護予防運動が大きな位置づけとなっている。

要介護予防運動が一部の人にのみ必要なのではなく、中高老年期に至る過程で決

して避けて通ることができない万人の課題である。 r“要介護予防運動における

Therapeu t i c Exerc i seセラピューティックエクササイズ"Jの商標登録を特許庁に

申請し、その商標登録の認証(平成17年11月14日、商標登録出願人:鈴木秀雄)を

得たが、この一連の動きも、 “認識のぶれ"や“新しい概念(本質)を歪める"こ

となく、正しい運動に導く術としての手続きである。

国のスポーツ振興基本計画(平成12年9月告示)における総合型スポーツクラブ

の育成においても、スポーツ実施率(成人が一週間に一回の実施)を現行の 37. 

2%から平成 22年までには50%にする具体的目標値もさることながら、スポーツ

活動の目的的活動と手段的活動の両極面を意図するとき、おもしろさや楽しさを包

含したプログラム展開を視野におけば、セラピューティックレクリエーション、そ

してセラピューティックエクササイズが重要な役割を果たすことになる。

当然、セラピューティックレクリエーションが身体的領域に限定されるものでな

いことは言うまでもない。この専門分科会では、セラビューティックレクリエーシ

ヨンの全体像を僻服したい。
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また、 1983年の知上のシンポジウム開催に先立ち、少数ではあるが研究集団によ

り日本セラピューティックレクリエーション協会、日本セラピューティックレクリ

エーション研究会が発足し、結果、両団体によって上記のシンポジウムが共催され

ている。

一方の日本セラピューティックレクリエーション研究会は、現在の日本レジャ

ー・レクリエーション学会内にセラピューティックレクリエーション専門分科会と

して位置づけられている。第26囲学会大会(奈良女子大学、 1996年11月23日・ 24日)

では、学会本部企画として『高齢社会におけるレジャー・レクリエーション研究と

教育への期待jが学会テーマとして掲げられ、特別講演『レジャー・レクリエーシ

ョンの史的変選J(演者:小田切毅一奈良女子大学教授)、パネルデイスカッショー

ン『高齢社会におけるレジャー・レクリエーション研究と教育への期待j問題提起

(石井允立教大学教授)、パネリストとして、1. rセラピューティックレクリ

エーションに寄せる期待J(大堀孝雄東海大学教授)、 2. r介護福祉とレジャー・

レクリエーションJ(鈴木秀雄関東学院大学教授)、 3.rわが国におけるレジャー・

レクリエーション専門家育成の課題J (吉田圭一武庫川女子大学教授)、司会は下

村彰男(東京大学大学院助教授)で行われた。

現在、学会で実施されているこの専門分科会も、しばらくの間有志により実施さ

れていた研究会が、公に奈良女子大学において学会大会を機にセラピューティック

レクリエーション専門分科会の研究会及ぴ会合として開催されたのがその始まり

である。

他方、日本セラピューティックレクリエーション協会 (NTRA-J)は研究者

の異動等により、継続的活動が具体的に見えていないが、時代の要請もあり、再活

動の具体化(再稼動)を、今、計っている。多くの研究者、実践者に協力をいただ

き、その資格化や制度化を実現していきたい。情報交換については、次のメールに

ご連絡をお願い Lたい:suzukih@kanto-四 kuin.ac.jo 

口
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日本レジャー・レクリエーション学会第35回大会分科会

「環境・景観・造園j分野

テーマ:自然体験型レクリエーション空間の利用計画と運営

一空間の利用を支える新しい技術と人一

趣旨:これからの安定成熟社会、人口減少社会においては、都心回帰や市街地のコ

ンパクト化等に伴い、都市の郊外では開発計画が白紙撤回されたり、遊休地の増大

などにより、相対的に生産緑地や自然的土地利用の割合が増えていくことが予想さ

れている。それに伴い、そうした緑の保全活用や適切な管理が求められると同時に、

都市住民の自然とのふれ合い指向の高まりを受けた新たなまちづくり、地域づくり

が求められるようになってきた。

また、自然とのふれ合いの方法においても、ユーザーの意識やレベルの向上に伴

い、より親密な自然とのコンタクト、自然体験・風景体験の質の向上が求められる

ようになってきた。そうした中で、市民により豊かな自然体験、レクリエーション

の機会と場所を提供するノウハウがハード、ソフト両面において求められるように

なってきた。

特に近年は、里山でのウォーキングや風景ウォッチングなど、身近な自然をじっ

くり観察し、それに親しもうという利用が活発化している。また奥山の自然におい

ても、従来の登山のように単に登頂だけを目指すのではなく、ガイドを伴ってより

深い自然への理解や適切な利用を促そうという動きもみられる。

こうした利用を活発化させ自然への理解者を増やしていくことは、将来の自然資

源の適切かっ持続的な利用と管理・運営のシステムを築く上で大きな意義を有して

いる。

一方、こうした利用の拡大を推進する行政担当者や各種団体 (NPO法人など)に

とっては、ガイドマップの作成、利用方法の検討、人材(ガイド)の育成など、技

術面・運営面での様々な課題を抱えている。

このような背景を受けて本研究会では、かつて無い高まりをみせている自然体

験・風景体験のニーズに応えて、実際に様々なシステム開発が行われた事例(乗鞍

五色ヶ原、多摩丘陵フットパスなど)を紹介しながら、具体の技術的な課題と今後

の方向性について議論したい。

話題提供者:

①松本 清(フリー環境コンサルタント、 NPO法人みどりのゆぴ理事)

「多摩丘陵フットパスJおよび「乗鞍五色が原j計画の事例から

②栗田和弥(東京農業大学地域環境科学部造園科学科)

市民の参加とマネージメント

コーディネーター:麻生 恵(東京農業大学地域環境科学部造園科学科)
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日本レジャー・レクリエーション学会

第 35回学会大会発表演題



日本レジャー・レクリエーション学会

第 35回学会大会発表演題

.研究発表 A会場(本館 1階 116教室)

口座長:野村一路〔日本体育大学)9:00--9:40 

A -01 知的障害児(者)の余暇活動と生活の質 (QOL)に関する研究

~スポーツ・レクリエーション活動の活動群と非活動群の比較~

0南僚正人〔仙台大学非常勤講師〕

仲野隆士〔仙台大学〕

小池和幸〔仙台大学〕

A-02 知的障害者の余暇活動についての事例報告

--A地区の知的障害者学級を事例として~

0鷹田治久〔余暇問題研究所〕

栗原邦秋〔余暇問題研究所〕

質疑応答

口松尾哲矢〔立教大学)9:50--10:50 

A-03 湯治の実態と湯治に対する意識について

0伊藤雅子〔東海大学大学院〕

西野仁〔東海大学〕

A-04 内的余暇動機スケールと余暇退屈スケールの解釈シートの実践開発

0茅野宏明〔武庫川女子大学〕

A-05 ゆとりの構造化に向けて (3)

--rくつろぎ」と「日常生活経験J--
0西野 仁〔東海大学〕

吉原さちえ〔神奈川県体育協会〕

質疑応答

。
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口座長:麻生恵〔東京農業大学) 11 :00""11 :40 

A-06 世界各国における野外レクリエーションに関わる保護地域の発展とその特徴

0;由井正昭〔楠蔭横浜大学〕

A-07 伝統芸能継承団体の再生過程に関する実践報告

~伊勢神楽十ニ神祇の場合~

0迫俊道〔広島市立大学〕

質疑応答

口座長:西野仁〔東海大学) 14:00~15:00 

A-08 特別養護老人ホームにおけるレクリエーション・プログラムの課題

~その支援方法の確立に向けて~

0山崎律子〔余暇問題研究所〕

上野幸〔余暇問題研究所〕

高橋和敏〔余暇問題研究所〕

A-09 要介護予防運動の本質的理解

~その外延と内包~

O鈴木秀雄〔関東学院大学人間環境学部〕

浦井孝夫 (JI国天堂大学スポーツ健康科学部〕

鈴木英菩〔東海大学体育学部非常勤講師〕

A -10 要介護予防運動スペシャリストの活動現況

~全有資格者への調査から~

0鈴木英吾〔東海大学体育学部非常勤講師〕

浦井孝夫(JI慎天堂大学スポーツ人間科学部〕

鈴木秀雄〔関東学院大学人間環境学部〕

質疑応答
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.研究発表 B会場(本館 2階 213教室)

口座長:山崎律子〔余暇問題研究所J9:00~9:40 

8 -01 総合型地域スポーツクラブの設立に向けた 2年間の取り組み

~神奈川県の育成指定クラブを事例として~

0吉原さちえ〔神奈川県体育協会〕

西野 仁〔東海大学〕

8 -02 中山間地域における体験型観光推進協議会の設立について

~広島県北部の取り組みに着目して~

0山下雅彦〔福山平成大学健康スポーツ科学科〕

質疑応答

口座長:沼津秀雄〔立教大学J9:50~10:50 

8-03 レクリエーション資格の取得意識に関する調査研究

0山田力也〔西九州大学〕

土井真信〔佐賀短期大学〕

金崎良三〔佐賀大学〕

堤公一〔九州龍谷短期大学〕

田崎伸子〔西九州大学福祉医療専門学校〕

滝口 真〔西九州大学〕

池田孝博〔佐賀短期大学〕

8-04 レクリエーション資格に関するイメージ分析

0池田孝博〔佐賀短期大学〕

土井員信〔佐賀短期大学〕

金崎良三〔佐賀大学〕

山田力也〔西九州大学〕

田崎伸子〔西九州大学福祉医療専門学校〕

堤公一〔九州龍谷短期大学〕

8 -05 老人医療福祉施設におけるレクリエーションワークおよびレクリエーション専門職の役割に関する研究 (21

0小池和幸〔仙台大学〕

質疑応答

4
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口座長:嵯峨寿〔筑波大学) 11:00~1 1:40 

B-06 オランダ社会の近代化とヨハン・ホイジンガの遊戯文化論

0杉浦恭〔愛知教育大学〕

B -07 2000~2005年“ワールド・レジャー・ジャーナル"における投稿研究論文の動向

0栗原邦秋〔余暇問題研究所〕

高橋伸〔国際基督教大学〕

高橋和敏〔余暇問題研究所〕

質疑応答

口座長:茅野宏明〔武庫川女子大学) 14:00~14:40 

B-08 吉野林業地域における文化的景観の保全
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知的障害児(者)の余暇活動と生活の質 (QOL)に関する研究

ースポーツ・レクリエ}ション活動の活動群と非活動群の比較ー

0南保正人(仙台大学非常勤講師)仲野隆士(仙台大学)小池和幸(仙台大学)

I.はじめに

現代社会の特徴のーっとして、人口の高齢化があげられる。わが国における、 65歳以上

の高齢者の割合は、 2004年では 19.5%であったが、 2025年には、 30%程度まで上昇すると

予想されている。この高齢化の問題は、知的障害者でも同様である。知的障害者をはじめ

発達障害がある人たちの生命予後は、国民の平均寿命に比べれば短いが、時代とともに延

びている。特にダウン症の平均寿命に関しては、今日では 50歳ないし 60歳代を迎える人

も珍しくない(正木，1999)。知的障害者の入所更生施設の利用者のうち、 60歳以上の比率

は1985年では2.3%であったが、 1999年には 8.8%まで上昇している。また、 1999年度の

「日本知的障害者福祉協会Jの調査によると、更生施設 1068ヶ所のうち、高齢化が問題と

なっている施設は 763ヶ所あり、全体の 71.4%を占めると報告している(発達障害白書

2002)。

これまで、医療の分野や高齢者福祉の分野では、知的障害児(者)を対象とした、生活

の質 (QOL)の測定の試みがなされている。そこでは、知的障害児(者)に関しては、大

きな関心が向けられているものの、定量的に測定するという試みはあまりされていない。

日本における研究に着目した場合、河東国らの (1悌 9)r知的障害者の生活の質に関する日

瑞比較研究Jがあり、会話によるコミュニケーションがある程度可能な知的障害のある人

たちを対象とした生活の質 (QOL)の調査を実施している。その結果、入所施設のような

本人の意思や主体性が生かしにくい生活形態では、生活の質 (QOL)の評価が著しく低い

という実態を明らかにしている。末光ら (2000)の「高齢知的障害者の日本版QOL質問紙

簡易版に関する研究」においては、 Schalock&Keith(1993)らが開発した「生活の質・質

問紙Jを用いて、入所施設利用者の生活の質 (QOL)を調査している。具体的には、入所

施設利用者の本人回答、通所者・入所施設利用者の本人回答、そして職員回答との比較を

実施している。その結果、入所施設利用者の本人回答と職員回答の比較において、 5%水準

で有意な差が認められたと報告している。

障害者の余暇活動に関する研究では、これまでのレクリエーション活動の経験が少ない

上に、種目選択が限定されていると報告されている。また、 FirthとRapley(1990)は、

障害者が参加する活動は一人で行う活動が多いことを発見し、障害者の活動を制限してい

るのは能力ではなく、機会の欠如だと指摘している。また、富安(1990)は、地域の中で

のレクリエーション活動に関して、一般的にレクリェーション活動には障害のある人々だ

けが集められていると指摘している。

このような研究は、知的障害児(者)を対象にアプローチされてはいる。しかし、生活
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の質 (QOL)へのスポーツ・レクリエーション活動の影響という視点からのアプローチし

た研究はみられない。

そこで、本研究は、スポーツ・レクリエーション活動に着目し、知的障害児(者)の生

活の質 (QOL) との関連を明らかにすることを主たる目的とした。

n.研究方法

1)調査対象

本研究のサンプルを得るため、宮城県仙南地区における在宅知的障害者、知的障害者入

所施設、知的障害者通所施設、グループホーム利用者及び養護学校高等部に調査の協力を

依頼した。そして、協力が得られた施設、学校において調査を実施した。その際、知的障

害児(者)を対象に実際に生活の質 (QOL) を測定する場合、問題となるのは言語理解及

び表出言語である。そこで、本研究では先行研究を参考に、会話によるコミュニケーショ

ンが可能で、質問の内容に対して適切な言語理解及び表現ができる療育手帳 Bの軽度知的

障害児(者)を対象とし、施設職員並びに学校職員により抽出された者を調査対象とした。

なお、本研究では、 ACSM(アメリカ・スポーツ医学会)の基準を参考にし、「一回の活動

を20分以上、週に 3回以上j をスポーツ・レクリエーション活動の活動群と規定した。

2)調査方法・手順・回収

調査方法は、対面の個人面接法を採用した。調査期間は平成 15年 7月より開始し、 9月

に終了した。施設職員及び学校職員により抽出された対象者には、本研究の主旨や面接内

容の説明を行い、承諾を得た対象者と面接日時を決定した。なお面接時には、守秘義務の

説明を行った後に面接を開始した。面接時間は1人あたり 30分から 40分であった。

個人面接法においては、面接者と対象者間のラポ}ル形成が重要であると言われている。

そこで、面接者である筆者は、対象者が普段の生活の中で多くの時間を費やしている施設

または学校に出向き、その形成に努めた。そうすることによって、対象者が緊張せずに話

すことのできる環境づくりに配慮した。

施設職員、学校職員によって抽出された 171名のうち、質問に対して適切な言語理解が

できていると判断された 153名が本研究の対象となった。なお、回収率は 89.5%(153件)

である。

m.結果

生活満足度要因として設定した 13の質問項目により、活動群と非活動群を比較してみた。

その結果、活動群が非活動群に比べ、すべての質問において高い数値を示した。 13の質問

のうち 9項目で統計的に有意な差が認められた。また、生活満足度全体の平均でみても有

意差 (p<O.Ol)が認められた。この結果は、スポーツ・レクリエーション活動が日常生活

に良い影響を与え、生活が活性化されているということを示唆するものである。
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次に、 8項目の質問を用いた社会参加・活動による活動群と非活動群を比較してみた。そ

の結果、すべての質問において活動群が高い数値を示し、 8項目の質問のうち 6項目で有意

差が認められた。また、社会参加・活動全体の平均でみても有意差 (p<O.Ol)が認められ

た。

さらに、 9項目の質問を用いた自立・自由度による活動群と非活動群を比較してみた。そ

の結果、 9項目の質問のうち6項目の質問で有意差 (p<O.Ol)が認められた。

以上のことから、活動群と非活動群の違いをみると活動群が全体的に高い数値を示し、

30項目の質問のうち 21項目の質問で有意差が認められた。このように、知的障害児(者)

がスポーツ・レクリエーション活動をライフスタイルに取り入れることは、生活満足度、

社会参加・活動及び自立・自由度に影響を与え、知的障害児(者)の生活の質 (QOL)の

向上に寄与するということが明らかとなった。

生活の質(生活溝足度) 上段平均値下段楊単価釜

扇n=町8癖2 葬 活n=同71事事 {担t金棟湿建合}

22.7 2.03 割ド全体として、現在のあなたの生活には.
0.61 0.63 
22.4 1.77 事事日常生活でどれぐらい、業しみや敏園陸がありますか.
0.66 且70

年を重ねることにより‘楽しみや線東が曲目えると患いますか. 2ω 2.01 
* 0.66 0.71 

2.18 2.10 普よりも身体の健康に不安がありますか.
0.70 0.68 
2.51 22.3 

判院首よりも住環演で不自由を感じることがありますか，
0.73 0.78 
2.17 1.99 他の人に比ベて抱えている間短I孟多いですか。 。76 0.84 
2.38 2.04 事事1ヶ月に何薗ぐらい孤独を感じますか.
0.66 0.78 

薗りの人lま年寄重ねることでより大切にして〈れますか。
2.55 2.27 

* 0.53 O.鈎

他人と比ベて、よい暮らしをしていると患いますか. $事
0.53 0.76 
2.52 2.1 本材陣あなたと家B障の聞はうまくいっていると思いますか.
0.65 O. 
2.18 2且1今後、窓態との関係Iま変化すると患いますか. 0.54 。章。
2.10 2.01 昔よりも生活上の心配はどうですか.
0.70 0.67 

悩みや留った崎、相隊出来る人が身近にいますか. 羽信

0.70 0.74 

2.31 2.64 常事生活

$材陣:p(O.OI.:p(0.05 

生活の賀(社会，加・活動} 上段平均値下段雛準偏差

活n:;動B群E 非n活=勤71務 f明t女検湿定企)

年をとるに従って、やりたいことが出来るようになると患いますか. 2.45 2.11 司ド

0.75 0.85 

毎日の作業や活動はあなたにとって、意味があると思いますか。 2.42 2.08 
** 0.62 0.67 

現在，加している田中の活動I孟気に入っていますか. 2.61 2.10 事*
0.64 0.81 

日中活動から得られる鎌能や縫臓に満足していますか. 2.30 1.96 
本権

0.66 0.71 

現在参加している日中活動は織が決めていますか. 2.44 2.18 
0.81 0.85 

昔よりも地根へ出かけることに制限を受けることがありますか. 2.37 w 
0.80 0.81 

地域の友人との行曹来はよ〈ありますか. 1.86 1.55 
権準

0.80 0.71 

地減へ質物・遊び・.. 瞭等で外出することはありますか. 2.41 2.06 意*
0.67 0.79 

社会 2.36 2.0・ ** 
輔 :p(O.OI均 (0.05
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生活の質〔自立・自由度} 上m平鈎値 C段

活n動=8群2 SF， nz71 (1圏1t議r混定骨1

買物の時、お金の使い方は隆が決めていますか。 2.65 2.39 
0.72 0.85 

起床，就寝・食事など日常的なことについて、どの程度の決定権があります 2.25 2.28 
0.75 0.81 

衣服・装飾品・化粧・持ち物での制約はありますか。 2.82 2.10 
*ホ

0.46 0.83 

曙好品(た11こ・お酒・コーヒー等)を適宜に楽しめますか。 2.30 1.69 
*本

0.82 0.80 

あなたは保隆者ないし後見人を信頼していますか。 2.69 2.24 
命事

0.55 0.82 

家族との連絡(外泊・面会・手紙・電話)で制約を受けることがありますか. 2.63 2.20 
本当ド

0.64 0.84 

あなたに危害、迷感、怒りを及lますような人と一緒に暮らしていませんか。 2.63 2.49 
0.64 0.75 

これからの生活について自分の意見を聞いてもらっていますか。 2.38 1.94 
** 0.68 0.75 

総じてあなたの生活I主。 2.72 2.11 
** 0.51 0.77 

自立 2.56 2.16 率*

~-~ ，"、，、.._.. .h‘.-

Noおわりに

今回実施した調査から、知的障害児(者)がスポーツ・レクリエーシヨン活動を積極的

に実施することは、「生活の質 (QOL)jの向上に総体的に寄与するということを伺い知る

ことができた。一方、障害者のスポーツ・レクリエーシヨン活動を支援する組織は、いま

だに少ないという実態が明らかになっている。よって、今後の障害者のスポーツ・レクリ

エーシヨン活動を支援する組織の設立や環境づくりが必要不可欠の課題であるという事を

改めて認識し改善されなければならない。

最後に、本研究の対象者を知的障害児(者)としたことに伴い、言語理解及び表出言語

が問題となった。今後は、知的障害児(者)の「生活の質 (QOL)jを測定する際の信頼性

をさらに高める測定方法を検討していきたい。そして、知的障害児(者)のスポーツ・レ

クリエーシヨン活動の重要性を明らかにするためのデータをさらに蓄積していきたいと考

えている。
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区三回

知 的 障 害 者 の 余 暇 活 動にっし、ての事例報告

-A地区の知的障害者学級を事例としてー

O 慶回治久 栗原邦秋(余暇問題研究所)

キ」ワード: 知的障害者、障害者学級、余暇活動

1.はじめに

この事例を報告するにいたった経緯は、 A地区において知的障害者の余暇活動に関わる

機会を得たことに起因する。この地区では、知的障害者のみならず、心身障害、視覚・聴

覚障害など様々な障害を持つ人、そしてその家族に向けた取り組みがなされている。その

取り組みは障害者の生活環境を整え、生涯学習環境の整備、自立生活のための支援が主な

目的である。なかでも今回、関わる機会を得られたA地区の障害者学級では、年聞を通し

た知的障害者のための支援活動が行われている。このような障害者を支援する活動は、全

国各都道府県を見ても、地域公共団体や障害者支援団体、民間団体、ボランティア・グル

ープが主体となりながら、様々な取り組みがこれまで長年にわたって続けられてきた。今

回、このような障害者支援のための活動の一つである障害者の余暇活動、レクリェーショ

ン活動の取り組みの現場に触れることが出来た。

障害者とレクリエーションの問題は、これまでも様々なレク活動が障害者にとって有用

であることが報告されている。 A地区の障害者学級の事例も、障害者のレクリエーション

活動として同様の影響を及ぼしているものと考えられる。

そこで、本事例報告の目的は、この学級活動を障害者のレクリエーション活動の充実に

向けた取り組みの事例として捉え、その実際現場でしかわからない実状、とくにその運営

上の問題を中心に現状をまとめ、報告したいと考える。

2.A地区知的障害者学級の概要

1)その始まり

40年前の 1965年に始まる。当初、中学を卒業した障害者に社会性を身につけることを

目的に、その保護者が中心となって設立された。設立時は 40人からスタートしたが年々

増加し、現在は 100名を定員としている。

2)現在の教室概要 (2005年度)

目 的:r知的障害を持つ青年が社会生活を営む上で必要な教養や生活技術を学び、さら

に趣味活動やレクリエ}ション活動を楽しみながら自主的な生活態度を身につける」

学級生:知的障害を持つ青年男女。新規加入に対しては、 18歳から 29歳まで。

人 数:2005年度は 96人が登録。平均年齢は 27.4歳。最高年齢は 39歳

内 容 :5月から 2月までの日曜日を中心に年間 17回実施。

趣味講座 -演劇、音楽、料理、軽スポーツ、パソコン

宿泊研修 -二つのグループ分けて、それぞれ 1泊 2日

教養講座 -物づくり -ミニ趣味講座

自主プログラム -外出プログラムなど

行事 -開・関級式、運動会、忘年会、演芸大会

運営体制:事務局、学級主事、各趣味講座講師、スタッフが協力して運営を行っている。
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-学級主事:学級生の相談役であり、スタッフのまとめ役、各講師との調整を担う。

・スタッフ:主にボランティアを中心に学級生と共に活動、およびサポートを行う。

・講座講師:それぞれのもつ専門性を生かし、講座を担当。

3.学級運営の状況と取り組み

活動内容の中でも全 17回中の多くを占める趣味講座は、「軽スポ)ツ J(35人)、「料理」

(23人)、「音楽J(16人)、「パソコンJ(12人)、「演劇J(10人)の玉つの講座からなる。

「軽スポーツJには、全体の約 3割が参加しており、希望する学生が多数の場合、年によ

って人数調整を行っている。学級生の中には、学級以外にも他のスポ}ツ活動に意欲的に

参加している学級生も多い。しかし、実際にスポ}ツ指導を行う上で配慮することは、学

級生の身体能力や理解力、年齢などの個人差である。その指導には、十分な知識や経験を

持つ指導者の存在は欠かせないと考える。次に人数の多い料理コースは、学級生の食べる

ことへの興味が高いということもあるが、自立した生活を目指す上で食生活の自立を目指

したいという希望もみえる。さらには前年度に行なわれたアンケートを見ると、本人より

もその保護者が希望していると思われる記載も目に付く。

学級の運営全体として大きな課題となっているのは、まず学級生の増加と高齢化の問題

があげられる。学級の定員数は設立から年々増加し、現在 100名と定めている。ただし、

この増加に対応するために、趣味講座は 2施設に分散して実施している。しかし、これ以

上の増加には対応が難しい現状である。そのため、新規の申し込みに対し、 18歳から 29

歳の年齢的な制限を設け、 40歳になると卒業という形態をとっている。このような年齢の

制度を設けたこともあり、昨年、 40歳以上を対象とした別の学級が立ち上がった。ただし、

ボランティアを中心とした運営がなされている。

次にボランティアの募集、および育成があげられる。現在、 30名程度のボランティアが

登録しており、彼らの支援なくしては学級として充分に機能しないであろう。しかし、こ

の募集に際しては、募集担当者の苦労も大きい。また、ボランティアと協力した運営を行

うためには、学級主事の存在は欠かせないところである。学級生への助言・相談だけでな

く、ボランティアとの協力体制をスムーズに進めていくために苦心されている状況が垣間

見られた。

4.まとめ

まず、この学級が障害者の余暇活動、レクリエ}ション活動の充実に大きく貢献してい

ることを実感することが出来た。また、その中に見られた現状から、

・参加者の増加や高齢化のへの対策が必要であること。

-参加者の特徴や個人差を充分に配慮できる専門的指導者の必要性。

-活動内容には、主催者のニーズや方針、本人のニーズや期待、保護者のニーズや期待、

支援者の期待や方針が統合されていることが必要であること。

-学級運営には、講師、ボランティア・スタッフなど多くの人の手を結集する必要がある。

これらの人々が相互に協力し、それぞれの役割にカを発揮するためには、ボランティア・

マネジメントなどの専門的な見地に立てるコーディネ}ターの存在が重要であること。

以上のような現状から、障害者の余暇活動が充実し、継続的な支援をしていくためには、

上記の問題を理解し、対応していくことが重要と考える。また、それらに関係する専門性

をもっレクリエ}ション関係者が積極的に関わっていくことが必要ではないかと考える。
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庄三百

湯治の実態と湯治に対する意識について

O伊藤 雅子(東海大学大学院) 西 野 仁 ( 東 海 大 学 )

I .はじめに

わが国では 1992年、経済大国から生活大国への政策転換が閣議決定された。経潰成長

を目指した忙しい競争社会から、ゆたかさとゆとりを実感できる社会の実現へ向けて、

労働時間の短縮、その中でも特に長期休暇制度の確立が政策の目標として掲げられてい

る。そして現在、「個人・企業・社会それぞれにメリットがある j といわれる 12省庁の

協力による「ゆとり休暇 1)や、生き方 (Life) を考える長期の (Long)休暇の頭文字

からとった IL型休暇J"などの休暇政策が推進されている。フランスのバカンスなどに

ひけをとらない休暇制度の確立を目指したものの、 2003年の年次有給休暇の平均日数は

一人当たり 8.5日で分割取得が多く、与えられた日数に対する取得率は 47.4%')であっ

た。その休暇も、どこかへ旅行に出かけようと思えば費用が高いという制約や、混雑、

家族で休みがあわないなど、長い休みがとれないという理由以外の阻害要因も生じるた

め、のんびりくつろぐことは難しい傾向にある。しかし長期の休暇が難しいと言われて

いる日本でも、江戸時代に広まり現在でも各地の温泉地に残る「湯治」のように、毎年

農閑期に 10日から 1ヶ月家を離れて自炊形式の湯治場に宿泊するという習慣があった 4)。

湯治は温泉の科学的作用で病気・怪我・疲労を回復させるだけでなく、住まいを離れて

環境を変える「転地J による心理的な効果もあると言われている 5)。日本は「休みを楽

しめないJ社会であり民族であると海外から評価されることがあるが、封建制度の時代

から長期間普段の生活リズムを離れるという意識や習慣があったと考えられる。

機械化、情報・ 1T化、都市化など社会が変化していく中で、日本人にも長期休暇が

必要だという認識に立って、古くから各地で行われている湯治に注目し、湯治の実態と

湯治に対する意識について明らかにし、長期休暇が生活に根付くために必要な条件を探

っていきたい。

H. 目的

本研究は湯治客を対象として、湯治の実態と湯治に対する意識について明らかにして

いくことを目的とする。

m.方法

現地調査

調査対象:岩手県H市N温泉に来ている湯治客

調査期間:2005年 7月 29"-'30日、 9月 13"-'21臼

調査方法:実際に湯治を行っている人が、何をしてどんな雰囲気で過ごしているのか、

H旅館自炊部に滞在してインタビュー調査と観察調査を行った。

1 .インタピュー調査

あらかじめ明らかにしたい質問項目を用意し、半構成的面接法によるインタピユ}調

査を行った。主な質問は「どのように湯治を行っているか(阻害要因を含む)j I湯治に

ついてどのように考えているのか」などについてであった。
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2.観察調査

宿泊施設、温泉で人の行動、周囲の状況、環境などについて、湯治に関する資料・情

報を参考に参与観察を行った。その中で、インタピュー調査の協力者以外からも、湯治

に関する話を聞いた。

W .結果及び考察

調査協力者:協力者は滞在期間中に宿泊していた湯治客 6名である。

(1) A さん

60歳代、男性。現在は退職し、 5年前から 1人で自炊部に住んでいる。退職前の職歴

はカメラマン、工事現場の作業員、仕出し。東京都出身、家族はいない。

( 2) Bさん

60歳代、男性。現在は港で漁船の手伝いをしている。貿易の仕事や漁師など、外国・

船での暮らしが長かった。岩手県出身、現在も県内のM市在住。妻と 2人暮らし。

( 3) Cさん

50歳代、男性。石油関係、の会社のサラリーマン。岩手県出身、転勤で鹿児島、中東諸

国にいたこともあったが、現在は県内在住。妻と娘 3人の 5人家族。

(4) Dさん

60歳代、男性。現在は退職。退職前は建築、修理などの仕事をしていた。趣味で始め

たカラオケの音響も、時々イベントなどの注文が入るようになった。岩手県出身で、海

岸沿いの O町に住んでいる。妻、三女、孫(長女の娘)と 4人暮らし。

( 5) Eさん

80歳代、女性。岩手県内のK市在住。家は農家で米を育てていて、娘・孫夫婦と暮ら

している。現在仕事はしていない。

(6) Fさん

70歳代。女性。岩手県内の K市在住、 I市出身。嫁いだ先がたばこ・蚕を育てている

農家だった。今は孫・孫嫁と 3人暮らし。現在仕事はしていない。

1 .湯治の実態について

1 )湯治に来る理由、動機について

A さん、 Bさんは、初めて来たきっかけは「治療のため」と答えている。しかし湯治

は温泉の科学的作用で病気・怪我・疲労を回復させるだけでなく、住まいを離れて環境

を変える「転地」による心理的なリラックス効果もあると言われている 5) Cさん、 D

さん、 Eさん、 Fさんは最初から「家族旅行のようなものJr温泉が好き Jr嫁ぎ先が毎

年来ることを習慣にしていた」と答えていて、 Aさん、 Bさんも継続して来ている理由

は治療のためだけではないと考えている。このため、治療だけではなく場所や気分を変

えることも湯治の目的であると考えられる。

2 )湯治の時期・期間について

農業・漁業に携わっていた Bさん、 Eさん、 Fさんは、「毎年収穫後に来ている Jと答

えている。また、 9月 20日には毎年素人演芸大会が開催されているため、 D さんやその

他の湯治客は「毎回大会にあわせて来ている j と話していた。期間については、現在も

本人または家族が会社に勤めているという人は滞在期聞が短かった。 Cさんのように「休

日と有給休暇を組み合わせて 10日j が最も長く、宿泊客の大半は 2泊程度だった。旅館
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の従業員も「最近は長期滞在、自炊のお客さんは減っている」と話している。その一方

r5年間住んでいる JAさんや、「冬に 1ヶ月滞在する Jという Eさん、「若いころは冬だ

けだったけど、今は何度も来られる J という Fさんのように、現在でも長期間滞在して

いる湯治客も見られた。自分の可能な範囲でできるだけ長く滞在したいという気持ちが

あるようである。

3 )湯治場を選んだ理由について

r60年間来続けている」という Eさんを筆頭に、同じ場所に毎年来ているという湯治

客が多かった。理由としては Bさんの「温泉が自分にあっている J、Dさんの「演芸大会

がある J、Fさんほか多数の「友達がいるから Jがあった。また 6人中 4人は「毎回同じ

部屋に泊まる Jと話しており、 Fさんの「実家に帰って来るようなものJという発言な

どから、慣れ親しんだ場所でのんびり過ごしたいと考えているようだった。

4 )湯治中の過ごし方について

Bさんの「昼寝が出来る生活って幸せ」や、 Fさんの r8時くらいにゆっくり起きて、

ごはん作って食べて、好きなように過ごして、気ままに温泉に入る J など、リラックス

するという答えが多かった。湯治客の行動を観察すると、温泉以外では部屋でのおしゃ

べり、散歩、読書、絵を描く、テレビの視聴、採ってきた山菜の料理、川での魚釣りと

いった活動が見られた。 6人とも「湯治に来ているほかの人とおしゃべりが楽しい」と答

えていて、温泉を通した人とのふれあいを楽しんでいる様子が伺えた。

5 )費用について

l泊あたりの料金は、自炊では l人 1700円、 2食っきでは 3900円である。この金額に

ついては「このくらいなら大丈夫」という答えが多かった。インタビュー協力者以外で

も県内からの客が多いため、交通費もあまりかからない。湯治先では観光などに時間を

使うことはなく、お金のかからない日常生活の延長のような生活をしているという様子

が伺えた。

6 )湯治中の同伴者と家族の理解について

「毎回奥さんと来ている」と話していたDさん以外は、 5人とも 1人で来ていた。イン

タピュ}協力者の 6人以外でも、男女間わず 1人で来ているという人が多かった。 1人で

来る理由としては、 A さんの r(奥さんは)ここだとごはん作ったりしないといけないか

ら来たがらないJ、Cさんの f温泉に興味がないj といった理由だけではなく、 Fさんの

f前は夫と来ていた(亡くなった)Jという理由もあった。また l人で来ている人の中に

も、 Cさんの「いってらっしゃいって言われるだけJ、Fさんの「ゆっくりいってらっし

ゃいって送ってもらえて、ほんとに幸せJなど、湯治客の家族の湯治に対する考え方は、

人によってかなり違いが見られた。今後は湯治客だけでなく、その家族の意識・考え方

についてもさらに考察を深めていきたい。

7 )阻害要因について

「湯治に来られなかった時があったかj という質問に対して、 6人ともなかったと答え

ている。来られるから来ているのではなく、来ようとして来ていると考えているようで

ある。「来られなくなるとしたらどういう理由が考えられるか」という聞いに対しては、

「自分がひどく体調を崩した時Jrぼけて身の回りのことができなくなったら」などとい

う答えがあがっている。インタビュー協力者以外では、長期間来られない理由として「ペ

ットがいる Jと答えている人もいた。どの人も湯治場で過ごす時間を大切に考えており、
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Cさんが「休みやお金もなんとかなっているし、家族や親戚も元気だし。来られないと

したらそういう理由だろうけど、今は大丈夫J と話しているように、予定を調整し、自

分が可能な範囲で来続けたいと考えているようである。

2. 湯治に対する意識について

1 )印象に残っていること

「湯治を通して若い人とも交流が広がったJと答えた Fさんのように、 6名とも印象

的な出来事として人との出会いや交流をあげている。「温泉で話しているうちに部屋を行

き来するようになったJrここに来るたびに年賀状の枚数が増えていく Jr食材の交換、

おすそわけは日常茶飯事Jという話など、温泉を通した関係が日々構築されているとい

う印象を受けた。

2) 湯治に対する意識

湯治は現在も、東北の地域住民にとっては年中行事の 1っとして生活カレンダーの中

に組み込まれている U といわれている。実際に話を聞いた中でも、 D さんの「ことに来

ることが中心となって 1年が回っている」、 Eさんの「はげみやごほうびにしてがんばれ

た」など、湯治を楽しみに日々過ごしていると考えられる発言がみられた。また、 A さ

んの「ストレスがなくて天国J、 Fさんの「人生を楽しめるようになった」という発言な

どから、湯治場で過ごす時間は休みを過ごす時間というだけでなく、生きがいでありそ

の人の人生に影響を与えるような時間であるということが伺える。

V. 今後の研究の進め方

現地調査によるデータの収集とともに、より細かい分析を進めたい。データの収集に

ついては、湯治客が多くなる農閑期である秋以降に再び調査を行う予定である。
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区三回

内的余暇動機スケールと余暇退屈度スケールの解釈シートの実践開発

茅野宏明(武庫川女子大学)

|キーワード|アセスメント、治療的意味あい、解釈シート

園
「レクリエーション活動援助が利用者にどんな効果をもたらすか」という疑問に対し、財団法人日本レ

クリエーション協会では 1974(昭和 49)年度から高齢者を対象とした「高齢者レクワーカー養成セミナー」

の開講と「調査研究事業Jの実施1が始まった。その研究を踏まえて、千葉ら (1985)2は老人ホームにおい

てレクリヱーションワークにより:①老人の相互援助意識;②行動;③態度や生きがい;そして④日常生

活の社会性に効果があることを示した。その結果に統計的な分析を施した結果:①問題行動の改善;②社

会性の向上、に影響を及iましたことがわかった九

一方、介護福祉士国家試験にレクリエーション活動援助法が位置づけられへレクリエーション活動援助

によるレクリエーシヨン活動の治療的意味あいの理解と明示性が社会的に求められている。レクリエーシ

ヨン活動の治療的意味あいを醸し出すため、セラビューティックレクリヱーションの発祥地であるアメリ

カにおいてもアセスメントの大切さが強調され、アセスメントに関する論文等を別冊にまとめ、アセスメ

ントの大切さと活用や開発を啓蒙した九

(財)日本レクリエーション協会の研究助成により、野村・茅野・佐橋(1997) 6が内的余暇動機スケー

ル (IntrinsicLeisure Motivation Scale7、以下 ILM) と余眠退屈度スケール (LeisureBoredom Scale8、

LBS)についての邦訳版(以下、余蝦アンケート)を発表した。さらに、 1997年より余暇アンケートとその

解説書を添付してインターネット上を通じて啓蒙を図り、現在のベ 200件以上の毘布が行われている九

ところが、尺度の解釈が非常に大切な一面もありながら、解釈は解説書だけを頼りに実施者が個々に行

うにとどまり、ともすれば誤った解釈を促しかねない一面も備えている。啓蒙する責任上、適正な解釈の

普及が重要となる。

そこで、本研究の目的は、内的余暇動機スケール (IntrinsicLeisure Motivation Scale、以下 ILM) と

余蝦退屈度スケール (LeisureBoredom Scale、LBS) の解釈を容易にする「解釈シート」を実践的に開発

することである。具体的には、余暇教育プログラム参加者の事前評価 (pretest) と事後評価 (posttest)

に使用している余暇アンケートの解釈過程を利用して、解釈シートを実践に即した様式に仕上げることを

最終目標とする。

|余暇アンケートの概要と課題|

余暇アンケートiまILMとLBSからなっており、双方とも reversecodingを用い、指定された設聞の回答

を反転する必要がある。 ILMでは 24設問中 3設聞を、 LBSでは 16設問中 8設聞を反転する。回答を反転す

る設聞は回答記入者のバイアスを最小限に食い止める意味では有効である反面、解釈法が複雑になるー函

も持ち合わせる。

余畷アンケートへの回答を解釈する際、指定回答を適切に反転し、それぞれの尺度の平均値を求める。

その後、算出した平均値と合致する解釈とを照合する。ここまでのプロセスから ILMと LBSの解釈を見い

だすことは比較的容易にできる。

そこから先の解釈は余暇アンケートを実施した者の判断に委ねられる。つまり、平均値による解釈の後:

①平均値とは臭なる回答;②平均値を支持する回答、を割り出し、数値だけでは読み取れない各設問の内
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面的要素を抽出し、回答記入者の状態を推察する必要がある。このような内面的要素を把握する作業は時

に複雑であり、解釈の結果を誤る恐れもある。アセスメントや効果測定に役立つ余暇アンケートを誤って

解釈することは、修1]えば利用者への支援過程に直接影響を及ぼすため、避けなければならない。

このように余畷アンケートの課題は、熟練した研究者やプログラム実施者でなくとも、解釈シートを用

いれば正当な解釈を導き出せること、に絞られる。本研究では、平成 9年度から使用している余暇アンケ

ートの解釈実績をもとに、解釈シートの作成を実践的に取り組んだ。

!解釈シートの作成|

解釈シート(表1)の作成にあたり、操作マニュアルの必要性を最小限にとどめることをコンセプトに、

次の具体的条件を設定した。

①事前評価 (assessment)と事後評価 (evaluation)の両方に使用可能とする

②データ入力後、平均値や差異値などをできる限り自動的に算出する

③カラーや記号を使用する

④設問文も提示する

これらの条件を満たし、先述の手11震に従って集計をすること考慮して、見積書やデータ処理などで一般

的に使用されている日本 Microsoft社の Excelを解釈シート用のアプリケーションとして採用した。その

結果、解釈シートのフォーマットは Excelブックとして保存され、代表的なoS (Wi ndowsとMacintosh)

上で使用可能となる。

|解釈手11演の決定|

解釈シートの作成にあたり、解釈手l煩を列挙した後:①解釈シートを作成;②既存データを使用して実

際に解釈;③余暇教育プログラムスタッフや生活支援員による指摘;④不適切な手順を抽出;⑤解釈手11頂

の改訂、という修正過程を繰り返し行った。その結果、解釈に必要な手11慎が次のようにまとめられた。

①余暇アンケートの回答を同じ数値を解釈シートに入力する(半自動処理)

a)反転の必要がない回答は、そのまま「調整」欄に自動表示される

b) 反転の必要がある回答の処理は、次の②を行う

②反転する回答欄(グレーの網掛け)を次のように反転した数値を手入力する

r5J→ r1J; r4J→ r2J ; r3Jは不変 r2J→ r4J; r1J→ r5J 

③ILM (24設問)の平均値が「総合的な自発性」に自動表示される

④LBS (16設問)の平均値が「総合的な退屈度」に自動表示される

⑤事前評価値と事後評価値の両方が入力されていると、その差異が自動表示される

⑥「自発性の解釈Jの該当項目を・印で塗りつぶす

⑦「退屈度の解釈Jの該当項目を・印で塗りつぶす

⑧「自発性(上記⑥)と退屈度(上記⑦)の関係Jについて、設当する方を・印で塗りつぶす

a)反比例であれば、自発性と退屈度の双方を解釈対象にする

b)比例または関係不明であれば、退屈度だけを解釈対象にする 10

⑨「自発性の解釈」の・印と「同傾向の選択肢Jに注目する

a) 同傾向の回答番号の欄(セル)を「緑色」で塗りつぶす

b) 緑色のセル数を「自発性の支持率」欄(網掛け)へ入力し、%を自動計算する

⑩「退屈度の解釈Jの・印と「同傾向の選択肢Jに注目する
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a)問傾向の由答番号の欄(セル)を「緑色Jで塗りつぶす

b)緑色のセル数を「退屈度の支持率J欄(網掛け)へ入力し、%を自動計算する

⑪「自発性の解釈」や「退屈度の解釈」とは異なる回答を総括的に列挙する

(事後評価の場合、事後の回答を列挙する)

a)異なっていても、余暇に対して否定的な回答に女印をつけて記述する

b)異なってい・ても、余眠に対して肯定的な回答に会印をつけて記述する

⑫「注目項目Jの回答を入力する

a)設問 30(LBSの第 6設問)の回答を手入力する

b)設問 34(LBSの第 10設問)の回答を手入力する

⑬事後評価の場合、利用者による主観的評価となる「終了時の感想j を転記する

a)否定的な感想の冒頭に女印をつけて転記する

b) 肯定的な感想の冒頭に会印をつけて転記する

⑭「まとめ」に、上記③ー⑬の解釈と行動変容を総合的に考察した結果を記述する

⑮まとめから「プログラム運営にフィードパックすることJを考察して記述する

匡国
本研究の目的は、 ILMとLBSを含んだ余限アンケートの解釈を導きやすい解釈シートを開発することであ

った。実践で役に立ち、かつ解釈にバイアスがかからないように配慮するために、余暇教育プログラムの

事前評価と事後評価に使用している手順を明確化した上で見直し、純粋な解釈を導き出すことを主眼に手

順を決定した。

余暇教育プログラムのスタッフや生活支援員らの指摘により修正を加えた解釈シートには、①事前評価

と事後評価の両方に使用;②Excelの自動計算機能を活用;③カラーや記号などを使用;④設問も提示、を

盛り込んだ。実践での使用には、利用者の状態を簡潔に示すことができるという意見があり、実践の使用

には耐えうることが明らかになった。一方、解釈シートの妥当性などについての検証は行われていない。

今後の課題として:①Excel使用下で自動計算が可能な解釈シートの開発;②解釈シートの妥当性や信組

性の実践的調査;③簡易なマニュアルの作成、があげられる。特に後者については、アセスメントの未経

験者などを対象に同じデータに対するアセスメント結果の相違を検証する手法に取り組む必要がある。

1 (財)日本レクリエーション協会編(1983).在宅老人におけるレクリヱーション活動の実践的研究(その 1)0 rはじめ
にJに記述。(財)日本レクリエーション協会発行。
2 千葉和夫、天野勤 (1985).レクリエーシヨン・ワークの効果測定の獄み、レクリヱーション研究。 14.57-63。
3 茅野宏明(1989).実験的手法におけるデータ解析の応用に関する一考察、レクリヱーション研究。 20.1-8。
4 1990年より、 rレクリエーション指導法jが国家獄験科目として位置づけられた。 2000年より『レクリエーション
活動媛助法Jと改称された。
5 National Therapeutic Recreation Society(1996)‘ The Best of the Therapeutic Recreation Journal: Assessment. 
National Recreation and Park Association. 
6 野村一路・茅野宏明・佐橋由美(1997).余暇生活段貯のためのツール開発に関する研究(11)、自由時間研究。21.40-49。
7 Weissinger. E. & Bandalos. D.し(1995).Development. rel iabi I ity and val idity of a scale to measure intrinsic 
motivation in leisure. Journal of Leisure Research. 27. 379-400 
8 Iso-Ahola. S.E. Weissinger. E. (1990). Perceptions of boredom in leisure: Conceptual ization. rel iabi I ity. 
and val idity in the leisure boredom scale. Journal of Leisure Research. 22. 1-17. 
9 LEEPnetのホームページ(http://LEEPnet.com/)より申し込み可能。
10前掲旬、 44-47を参照。
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f問答書R入者名1様 表7解釈シームのie.λ御 報告:2005年12.F!11日

⑤全般的iこ①や②の解釈と(j;:異なl!@答の魚、話fオ→否定'o9t;;@谷、 声合→芳Zぎ'a9l，t@答j

甲骨余暇や余隈活動の他に人生において重要なものがあると思う。

女余騒に対して、あまりワクワク感を感じない。

女何かしたいけど、何をしていいのかあまりよ〈わからない。

安余暇の大半を寝て過ごす方だと思う。

*余畷活動の技能をあまり多〈身につけていない方である。

安余隈が退思なのか、することがあるのか、重要な一部分なのか、どちらとも言えない。

⑥注fJIRfJ a)1f(!lff30(勉/ご停をιでいれのかわからなLリ 4 → 2

b)設周34(:停をιたいのか、わからな~\): 5 → 4 

:亘書:(1)里吉長 1沼通わ半日 2:ぷ13:，ど忠弘:P 3:l!'必至ぢ.~.~...~L;!:'.Iほお;円台長;

②終 78宇のS~宮'*自分自身が身体障害者になったけど、世間には色々と楽しみや出来る所が

ある事を教えたもらい、前OlJ等も聞かしてもらいはIfみになった。

会自分に対して利用ができる所等を一緒に探して〈れ、またなおかつパン

フレツト等を作成してくれた。

'*ありがとうございます。

⑧まとめ 「何かできることを探したい」という参加動機を満たすように、興味や関心を

引き出すことに注目しながら、ユニットを進めた。

上肢の筋力に自信がなく、いろいろな事は思うようにできないと感じていた様子

であったが、自主的にワークシートを進めながら温泉線行』をテーマに決定

した。その後、身近な温泉に行くことを第一段階の目標と定め、近隣の温泉施設を

まとめたファイルを情報誌とともに提供した。

外出できる範囲や障害者割引の有無、手すりの有無などを丹念に悶ベながら、

「癒しの湯(仮称)Jを第一候補にしたが、急逮返所になりプログラムを終了。

アンケート数値や感想から、短期間に自尊心や可能性を深めたと判断できる。

⑨プDグラムiÆ:E/.ごフィ-Fバッタす~ごと
(1)本プログラムでの前例やさまざまな可能性を含む情報提供などを、継続していく。
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区三回

ゆとりの構造化に向けて (3) 

「くつろぎJ感と f日常生括経験』

0西野仁(東海大学)、吉原さちえ(神奈川県体育協会)

Iはじめに

「ゆとりとは何かj を主題に、本学会で発表を続けてきた。社会心理学の手法の一つである

Experience Sampling Method (ESlv.[) 1)で収集したデータをもとに中高生の「ゆとり J経験の実態を記述

することから始まった一連の「ゆとり」研究の過程で、まず、「ゆとり」を感じる経験は「選択の自由性と

内発的動機」によって惹起された「ムードのポジティブさJを伴う「継続したいJr簡単にできるj 経

験の総体として捉えられていることが明らかとなった。 2)ついで、日常で普通に使われている「ゆと

りJという言葉は、「余裕Jr窮屈ではないJrくつろぎJの意味を持つ比較的新しい言葉であり、 leisure、

something to Sp目 e、latitude、leeway、elbowroom、breathingspaceなどと英訳されており、主観性、
保障性、肯定的価値性、自由裁量性、相対性などのニュアンスを持つことなどがはっきりした。 3) さらに

「くつろぎJという言葉に注目し、その持つ意味を探り、「ゆとり」を「余裕Jr窮屈で、なしリと捉える場

合は「選択の自由性と内発的動機Jによる経験を可能にする「物理的・量的装置」としての「ゆとり J

に力点が置かれており、「くつろぎJと捉える場合は「ゆとりJ経験を特徴づける「安定Jr自由Jrリラ
ックスJrやすらか」などの「ムードのポジティプさ」という「心的・質的経験Jとしての「ゆとり」に力

点が置かれているのではないかとの考えを報告した。 4)

こうした経緯から、 fゆとり」の構造化に向けては、「くつろぎJ感の解明が欠かせないと認識し、従来

のESM調査票に新たに「くつろぎJ感に関する項目を加えてデータ収集を行った。本研究は、その改訂版

ESM調査で得た日常生活経験データを「くつろぎ」を軸に分析した結果である。
なお、本研究で用いたデ}タの一部は、科学研究費補助金(課題番号 14580058)で収集したものである。

E 、研究の目的と方法

1、研究の目的

日常生活における「くつろぎJ感について記述すること、具体的には、どんな場面でくつろぎを感じや

すく、どんな場商で感じにくいのか、また、くつろぎ感の程度によって気分と活動に対する「活動選択の

自由性J、「動機の内発・外発性J、「活動継続の欲求心「活動への取り組みに対する真剣さJ、「活動の難易

性Jはどう変わるのかについて記述することが本研究の目的である。

2、研究の方法

1) 調査方法

レジャーの社会心理学的デ}タ収集法としてすでに広く紹介されている ESMを用いた。 ESMは、われ

われの就寝から起床までを除く「日常生活経験Jを母集団と考え、そこから「経験の標本」をランダムに

取り出し、そのサンプルデータから、人の日常経験のパターンやスタイルを推測しようとする調査方法で
ある。 5)

2)調査対象、時期、地域

調査は、首都圏に住む高校生73名、大学生25名、社会人25名の調査協力者、計 123名を対象に、 2004
年 10月から 11月に行った。携帯電話による呼び出しは、午前7:00から午後 10:59までの聞に、 2時間

毎にランダムに1回、一日計8回、木曜日から翌週水曜日まで、の一週間連続して行った。

3)分析に用いたデ}タ

回収した 4，981データをあらかじめ設定した基準に照らしてスクリーニングを行った。最終的に 3，090
場面(高校生 54名 1，329場面、大学生24名 1，006場面、社会人25名 755場面)の経験標本を統計ソフ

トSASを用いて分析した。
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直、結果および考察

1、くつろぎを感じやすい活動と感じにくい活動

表 lAから表3Bは、くつろぎを感じやすい活動と感じにくい活動を高校生、大学生、社会人別に集計

した結果である。「感じやすい活動」を便宜的に、くつろぎ感についての 7段階のリッカートタイプの尺
度の平均値が 5.0以上の活動、逆に「感じにくい経験」は平均値が 4.0以下の活動とし、度数が 10人以
上の活動を取り出し順に並べた。「休息・リラックスj rテレピ・ラジオの視聴j r睡眠・うたた寝j r読
むことJなど共通して「くつろぎJを感じやすい活動と「しごとJや「授業Jなど感じにくい活動がある。
しかし、その順序は高校生、大学生、社会人で微妙に異なる。また電話やメーノレなどを内容とする「コ

ミュニケーションJは、社会人ではくつろぎを感じやすい活動には入っていないなどの差異もある。高

校生にとって、「部活動Jはくつろぎを感じにくい活動のようだ。

くつろぎを感じにくい活動(高校生)

順位 項目 n 平均値 標準偏差 順位 項目 n 平均値 標準偏差

l アレピゲム 55 6.13 0.92 l 仕事中(アノレパイト) 15 2.40 1. 50 
2 倉jるとと 24 6.08 1.10 2 自学・自習 35 3.20 1. 66 
3 睡眠・うたた寝 96 5.70 1. 46 3 部活動 161 3.29 1. 63 

4 テレピ・ラジオの視聴 234 5.59 1. 35 4 その他の学内での活動 13 3.92 1. 80 

5 コミュニケーショシ 99 5.58 1. 48 
6 読むこと 27 5.52 1. 53 
T 休息・リラックス 30 5.43 1.52 
8 外出 25 5.36 1. 25 
9 食事 158 5.27 1.48 

表 lBくつろぎを感じやすい活動(高校生)表 lA

くつろぎを感じにくい活動(大学生)

項目

謂守す
仕事(アルバイト)

授業

移動

表 2B

順位

1 

2 
3 

4 

平均値 i標準偏差

6.241 0.83 

6.071 1. 13 

5.941 1. 32 
5.901 . 1. 58 

5.841 1. 40 

5.571 1. 43 
5.441 1. 51 

くつろぎを感じやすい活動(大学生)

n -21 

112 

67 

30 

97 

28 

87 

項目

.すすすすス
テレビ・ラジオの視聴

食事

読むこと

睡眠・うたた寝

外出
コミュエケーション

表 2A

腕
一
1
2
3
4
5
6
7

くつろぎを感じにくい活動(社会人)

煩位 項目 n 平均値 標準偏差 順位 項目 n 平均値 標準偏差

1 休外息出 ・リラ yクス 16 5.75 1. 24 1 事務(労働) 53 3.08 1. 40 
2 34 5.71 1.19 z 教育(労働) 40 3.08 1. 64 
3 読むこと 39 5.54 1. 27 3 一般事務(労働〕 38 3.29 1. 52 
4 テレピ・ラジオの視聴 79 5.53 1. 14 
5 睡眠・うたた寝 58 5.28 1.56 
6 テレピゲーム 12 5.17 1.11 
7 食事 59 5掴 15 1. 55 

表 3Bくつろぎを感じやすい活動(社会人)表 3A

2、くつろぎ感と気分

次ページ図 1は、くつろぎ感の程度と気分についてのグ、ラフである。くつろぎを強く感ずる時と感じ

ていない時とでは気分が異なる。くつろぎ感の高い時の気分はいずれもよりポジティブである。逆

にくつろぎ感の低い時はネガティブである。くつろぎ感が高い時には、「安定jr自由jrリラックスJrや
すらかJ感が強く、くつろぎ感が低い時は、円亡しいjrそくばく jなどが強いという特徴が確認された。
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図1 くつろぎ感の程度と気分

3、くつろぎ感と『活動選択の自由性』、『動機の内発・外発性』、『活動緯続の欲求』、『活動への取り

組みに対する真剣さj、『活動の難易佐j

くつろぎ感と「活動への真剣度Jr活動の難易度Jの関係は、次ページ表4のようであった。いずれの気
分項目も「くつろぎ感Jとの相関が認められた。「選択の自由性Jr動機の内外発性Jr継続欲求度Jは正の
相関が、 r活動への真剣度Jr活動の難易性Jは負の相関であった。

W、まとめ

ESM調査による高校生・大学生・社会人の日常生活経験データをもとに「くつろぎj感について分析し
た結果、次のようなことが明らかとなった。
①高校生・大学生・社会人が共通して fくつろぎjを感じやすいる活動・経験とそうでない活動・経験

が存在する。
②くつろぎ感が高い時の気分はポジティブ傾向であり、とくに『安定Jr自由JrリラックスJ感が高か

った。逆に低い時はネガティブ傾向で、とくに「いそがしいJrそくばく j などの気分が目立つ。
③「くつろぎJ感と「選択の自由性Jr動機の内外発性Jr継続欲求度Jとは正の相関が、「活動への真剣

度Jr活動の難易性』とは負の相闘が認められた。
これらの結果は過去に行った fゆとり j感の分析結果と酷似しており、「くつろぎjは、「ゆとりJとい

う言葉が持ち合わせている f安定Jr自由JrリラックスJrやすらかJなどの「ムードのポジティプさj を

伴う「心的・質的経験Jであるのではないかとの予想を支持してはいる。しかし、「ゆとりj感と「くつろ
ぎ」感の共通点と差異点などについては、まだ、明らかになってはいない。今後さらに詳しく分析し fゆ
とりJ感と「くつろぎj感の共通点と差異点を明らかにしたし、
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表4 rくつろぎ感」の程度と f活動選択の自自性j、「動機の内発・外発性J、
f活動継続の欲求J、『活動への取り組みに対する真剣さJ、f活動の難易性j

くつろぎ 選択の自由性 動機の内外発性 継続欲求度 活動への真剣度 活動の難易度

平均 6.59 6.05 6;21 4.54 1. 57 
まさに感じる 標準偏差 1. 02 1. 61 1. 24 2. 13 1. 12 

度数 617 617 618 619 619 
平均 6. 13 5.45 5.67 4.37 2.22 

感じる 標準偏差 1. 14 1. 56 1. 21 1. 68 1. 33 
度数 603 602 603 603 603 
平均 5. 76 4. 78 4.86 4.39 2.68 

まあ感じる 標準偏差 1. 30 1. 77 1. 30 1. 54 1. 53 
度数 572 575 572 575 573 
平均 5.38 4.13 4.20 4.54 3.15 

どちらとも言えない 標準偏差 1. 57 1. 81 1. 39 1. 64 1. 81 
度数 493 493 492 492 491 

平均 5.40 3.70 3.82 4.89 3.91 
ほとんど感じない 標準偏差 1. 58 1. 96 1. 41 1. 63 1. 88 

度数 293 292 290 292 292 

平均 5. 17 3.50 3.65 5.01 4.40 

感じない 標準偏差 1. 95 2. 15 1. 69 1. 84 2.02 

度数 190 191 191 191 190 

平均 5.48 3.33 3.13 5.01 4.26 
全く感じない 標準偏差 2. 12 2.42 1. 99 2.08 2.31 

度数 262 263 263 263 263 

くつろぎ正の干扇関係数 0.28 料*~IO.必云~ 0.58 *** 1 -0.10 *特 -0.49 *** 

Notel: * 特p<.OOOl

Note2:実際の質問項目とスコア}

選択の自由性:それは自分で選んだ活動ですか?それともするように求められた活動ですか?

自分で選んだ 7 一一一 求められた 1

動機の内外発性:それは、その活動そのものがやりたかったためですか?それとも他の目的のためですか?

活動そのもの 7 一一一 他の目的のため 1

継続欲求度:それを、もっと続けたいですか?それともやめたいですか?

もっと続けたい 7 一一ー やめたい 1 
活動への真剣度:それをどのくらい真剣にやっていましたか?

真剣だ 7 一一一 真剣ではなかった 1 

活動の難易度:それをする事はあなたにとって簡単なことですか?それともチャレンジを必要とすることですか?

参考文献
チャレンジが必要 7一一一簡単 1

1) Mannell， R.C. & 阻eiber，D.A.(997)， ASocialPsychology ofLeisure， Venture Publishing (Wレジ

ヤ}の社会心理学』速見敏彦監訳、世界思想社、 2004)
2)西野仁、 2002、『中学生の一週間の生活リズムと「ゆとり j の構造について』、平成 11年度""13年度

科学研究費補助金成果報告書
3)西野仁、 2003、『ゆとりの構造化に向けて (1)言葉と概念の整理』、 vl!.tーレ抑エサョン研究第51号、 pp.
86・89
4)西野仁、 2004、『ゆとりの構造化に向けて (2)ゆとりとくつろぎ』、 vl!..y-・レ月エサョン研究第53号、 pp.

56・59
5) 西野仁、知念嘉史、 1998、 mSM を用いた日常生活におけるレジャー行動研究の試み』、 v~/.yーレクリト
ション研究第 38号、 pp.1-15 
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世界各国における野外レクリエーションに係る保護地域の発展とその特徴

桐蔭横浜大学 油井 E 昭

1 .はじめに

世界各国は、優れた自然地域を国民の保健、休養、教化など良質な野外レクリェーション空間として確

保し、レクリエーション的価値を保全する保護地域に設定している。

各国における野外レクリェーション関係の保護地域は、世界最大の自然保護に関する非政府機関である

国際自然保護連合 (InternationalUnion for the Conservation of Nature and Natural Resources =以下 rn疋NJ)

に各国から資料が提出されており、 ITJCNはリストを公表している。

この研究は、 ITJCNが 1998年に公表した r1997United Nation List ofProtected AreasJ 1) (以下 r1997年 UN

リストJ) の分析に基づいて、世界的に見た野外レクリェーションに係る保護地域の設置状況をと、発展

の特徴を明らかにすることを目的とする。 ITJCNの保護地域リストの公表は、 r1997年 UNYストJまで

に過去 11回行われ、公表の都度内容が充実し、 r1997年 UNYスト」は各国の協力で作成された精度の

高いリストであるへなお、 r1997年 UNリストJは、保護地域の規模が原則 1，000ha以上のリストである。

r1997年 UNリストJ以後、 1，000ha以下の保護地域を含めたリストが発表になり、保護地域数が増えて

いるが面積、位置、設置年など不明な事項が多すぎ、分析対象とする質が整っていない。今後、整備され

ていく可能性はあるが、本論では現在最も精度の高い r1997年 UNリストJを研究対象に取り上げた。

2.野外レクリエーション関係の保護地域の設置状況

世界各国の野外レクリヱーション関係の保護地域は、各国の保護地域制度の内容を確認しないと正確な

ことは分からないが、 IUCNがリストを公表する際に、保護地域の名称を英語表記に統ーしているため、

その名称を基準にすると大きく 2つの種類がある。その事例は表-1のとおりである。

第 1は、 ConservationPark， Country Park， Forest Parkなどの名称で表記されている保護地域で、これらは

地域のレクリエ」ション的価値を形成する資質を持続的に管理していく「野外レクリエ}ション資質の保

護j を目的とする種類である。第2は、 NationalPark， Marin National Park， National Nature Parkなどの名称

の保護地域で、国立公園など優れた「風景の保護と利用j を目的とする種類である。

この 2種類の野外レクリエーション関係の保護地域の設置状況を、アジア、大洋州、アフリカ、ヨーロ

ツパ、 CIS諸国、北アメロカ、南アメリカの 7地域に区分して示したのが表-2である (7地域の区分は

外務省広報課編集の世界の国一覧表 S)に基づいて行った)。野外レクリエーション関係の保護地域数は

3，445カ所で、最も多いのは北アメリカのし121カ所、次いで、ヨーロツパの 695カ所、大洋州の 559カ所

の順である。 2つの種類では、「風景の保護と利用Jの保護地域が 1，921カ所、「野外レクリエーション資

質の保護J地域が 1，561ヵ所で、「風景

の保護と利用Jの地域の方が設置数が

多い。その理由は「風景の保護と利用J

の殆どを占めている国立公園を 150カ国

が設置しているのに対し、「野外レクリ

エーション資質の保護J地域を設置し

ている国は 40カ国と少ないことが背景

表-1 野外レクリエーション関係の保護地域事例

保護地域の種類 保護地域の名称

野外レクリエーションIConservation Park，白untryPark，Forest Park， 
資質の保護を目的 IRecreation Park， Environment Park 

風景の保護と IMarin National Park， National Nature Park， 
利用を目的 INationa1 Park， Regional/Provincial Nature Park 
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表-2 地域別の野外レクリヱーション関係の保護地域数 単位:箇所

区 分 アジア 大洋州 アフリカ ヨ』ーロツノミ CIS諸国 北アメリカ 南アメリカ 許

里子外レクリ
エーション 66 195 36 261 O 863 95 1，561 
資質の保護

風と景利の保護用 367 364 235 434 54 258 217 1，921 

言十 433 559 271 695 54 1，121 312 3，445 

構成比 % 12.6 16.2 7.9 20.2 1.6 32.5 9.0 100.0 
--'-一一

表-3 地域別の野外レクリエーション関係の保護地域面積 単位:同

区分 アジア 大洋州 アフリカ ヨーーロツノ号 CIS諸国 北アメリカ 南アメリカ 計

野外レクリ
エーション 9，201 479，752 37，087 142，412 O 293，661 55，798 1，017，911 
資質の保護

風景の保護
358，974 289，635 759，292 1，119，687 100，780 487，980 569，895 3，686，243 と利用

計 368，175 796，387 796，379 1，262，099 100，780 781，641 625，693 4，704，154 

構成比 % 7.8 16.4 16.9 26.8 2.2 16.6 13.3 100.0 

になっている。 CIS諸国 cr日ソビエト連邦構成の独立国のうちエストニア、ラトピア、リトアニアを除く 12

カ国)には、「風景の保護と利用Jの国立公園は存在するが、「野外レクリエーション資質の保護J地域

は存在しない共通の特徴がある。

地域別に野外レクリヱーション関係の保護地域面積をまとめたのが表-3で、「風景の保護と利用Jが

「野外レクリエーション資質の保護j の約 3.5倍の規模である。 1ヵ所当たりの平均面積を算定すると、

「野外レクリエーション資質の保護J地域は約 671haであるのに対し、「風景の保護と利用Jの保護地域

は約 1，911haである。野外レクリエーション空間として国立公園に代表される「風景の保護と利用Jの保

護地域は、規模が大きい特徴を持っている。

3.野外レクリエーション関係の保護地域の誕生

アジア、大洋州、アフリカ、ヨーロッパ、 CIS諸国、北アメリカ、南アメリカそれぞれの地域で、何時

の時期に野外レクリェーション関係の保護地域が誕生したか、また各国がどの時期に最初の野外レクリエ

ーション関係の保護地域を設置したかを分析し、表-4と表ー 5を作成した。表-4が「野外レクリエー

ション資質の保護J地域を最初に設置した時期と固との関係であり、表-5が「風景の保護と利用Jの地

域を最初に設置した時期と固との関係である。

表-4を見ると「野外レクリエーション資質の保護j地域は、最初に北アメリカのアメリカ合衆国とカ

ナダで 1800年代に設置された。その後しばらくは設置する国が無く、 1921年以後大洋州、ヨーロッパ、

南アメリカで設置がはじまり、アジアでは 1941年以後、アフリカでは 1961年以後の設置になっている。

時期別に確認すると、各時期の中では 1961'" 1980年に 16カ国が最初の保護地域を設置して最も多く、

1997年現夜は 40カ国が設置している。
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表-4 最初の「野外レクリヱーション資質の保護」地域設置時期 単位:回数

区分 アジア 大洋州 アフリカ ヨーロッパ CIS諸国 北アメリカ 南アメリカ 言十

1900年以前 2 2 

1901 ~ 1920年

1921 ~ 1940年 2 2 6 

1941 ~ 1960年 1 3 4 

1961 ~ 1980年 2 2 4 6 2 16 

1981 ~ 1997年 2 5 2 11 
設置年不明 1 

計 5 4 5 16 5 5 40 

表-5 最初の「風景の保護と利用」地域設置時期 単位:回数

区分 アジア 大洋州 アフリカ ヨ』ーロッノ喧 CIS諸国 北アメリカ 南アメリカ 計

1900年以前 2 2 4 

1901 ~ 1920年 3 4 

1921 ~ 1940年 5 11 10 5 33 

1941，...， 1960年 3 14 6 3 3 29 
1961 ~ 1980年 s 2 14 12 3 7 3 49 
1981 '" 1997年 10 6 1 4 6 28 
設置年不明 3 

言十 27 5 45 32 9 20 12 150 

同じ視点で「風景の保護と利用Jの保護地域を表ー 5で見ると、 1900年以前は大洋州で2カ国(オ}

ストラリアとニユ}ジーランド)、北アメリカで2カ国(アメリカ合衆国とカナダ)の合計4カ国が国立

公園を設置している。この内アメリカ合衆国が 1872年に設置したイエローストーン国立公園は、世界最

初の国立公園であった。その後 20世紀初めにヨーロッパと南アメリカに、 1921年以後は各地域で急速に

発展し、 1997年現在は 150カ国に設置されている。この 150カ国のうち 49カ国は、 1961'" 1980年に最

初の「風景の保護と利用Jの保護地域(殆どが国立公園)を設置した。なお、「野外レクリエーション資

質の保護Jと「風景の保護と利用Jの両方の保護地域を設置している国が 32カ国存在した。

4 .野外レクリエーション関係の保護地壌の設置時期と発展の特徴

各国が野外レクリヱ}ション関係の保護地域を設置した時期を、 1900年以前を 1時期とし、 1901年以

後 1997年までを 20年毎に 5時期に分け、全6時期に整理して作成したのが表-6と表ー 7である。

表-6の保護地域数を見ると、 1920年以前は保護地域の設置数は少なく、 1921年以後に徐々に設置が

進み、特に 1961年以後急速に設置が進んだ特徴を見ることができる。構成比は 1961'" 1980年が 35.0%、

1981 ""' 1997年が 40.4%であり、 2時期で 75.4%と全体の4分の3が 1961年以後に設置されており、 1961

年以後の約 40年間に世界的に野外レクリェーション関係の保護地域が発展したことが分かつた。この 2

時期の急激な増加は、 1961年以後各国で野外レクリェーションが増進し、野外レクリエーション地の確

保と適正な管理の必要が生じた結果と考えられる。 20世紀後半は世界的に野外レクリエーションが普及

したことを示す指標と恩われる。特に、表一 7の面積を見ると、 1961.--... 1980年の 20年聞に設置された

「風景の保護と利用Jの保護地域が、広大な面積になっている。このことは、この時期に国際的に国立公

固などの設置が進み、「風景の保護と利用」が促進されたものと思われる。
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表-6 時期別の野外レクリエーション関係の保護地場数 単位:箇所

区分 19∞年 1901 ~ 1921 ~ 1941 ~ 1961 ~ 1981 ~ 設不置明年 計 構成%比
以前 1920 1940 1960 1980 1997 

野外レクリ
エーション 3 10 66 116 540 539 242 1，516 44.0 
資質の保護

風景の保護
13 36 142 203 666 851 18 1，929 56.0 と利用

計 16 46 208 319 1，206 1，390 260 3，445 

構成比 % 0.5 1.3 6.0 9.3 35.0 40.4 7.5 100.0 

表-7 時期別の野外レクリエーション関係の保護地場面積 単位:凶

区 分 19以00前年 1901 ~ 1921 ~ 1941 ~ 1961 ~ 1981 ~ 設置年 計 構成%比
1920 1940 19ω 1980 1997 不明

野外レクリ
エーション 8，014 5，334 35，070 29，574 650，861 274，409 14，650 1，017，912 21.6 
資質の保護

風と景利の保護用 26，517 66，403 273，955 247，376 2，018，390 1，037，377 16，224 3，686，242 78.4 

計 34，531 71，737 309，025 276，950 2，669，251 1，311，786 30，874 4，704，154 

構成比 % 0.7 1.5 6.6 5.9 56.7 27.9 。‘7 100.0 

5.おわりに

世界各国は、野外レクリエーション資質を備えている地域や優れた自然風景地を、野外レクリェーショ

ン空間として保護地域にして管理を行っている。その実態を r1997UNリスト」を用いて分析し、以下の

結果を得た。①野外レクリエーション関係の保護地域は、「野外レクリエ}ション資質の保護j を図る目

的と「風景の保護と利用Jを目的とする 2種類が存在する。② 2種類の保護地域数の合計は 3，445jJ所、

総面積は 4，704，l54knIである。③「風景の保護と利用」の保護地域は、「野外レクリエーション資質の保護J

地域より設置数が多い。④保護地域の規模は、「風景の保護と利用Jの地域が「野外レクリエーション資

質の保護j 地域の約 3.5倍である。⑤保護地域は 1900年以前はアメリカ合衆国、カナダなどで設置され、

1921年以後次第に普及し、 1961年以後急速に発展した。@保護地域の最初の設置状況は、北アメリカと

大洋州では 1900年以前、ヨーロッパと南アメリカが 20世紀初め、アジア、アフリカ、 CIS諸国は 1921

年以後に普及した。⑦「風景の保護と利用Jの地域を設置している国は 150カ国、「野外レクリェーショ

ン資質の保護」地域の設置国は 40カ国である。 2種類の保護地域を設置している国が 32カ国あり、した

がって野外レクリエーション関係の保護地域を設置している国は 158カ国である。③保護地域は北アメリ

カ(1，121カ所)、ヨーロッパ (695カ所)、大洋州 (559カ所)に多い。

引用・参考文献

1) 国際自然保護連合(町CN): 1997 United N出 ionList of Protected Ar側、 412pp.

2)油井正昭、親泊素子 (2005):世界各国の自然保護地域の発展とその特徴、桐蔭論叢、第 12号、 30-43

3)外務省外務報道官・外務省大臣官房国内広報課編集(1997): 1997年版世界の国一覧表、 10・25
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止王
伝統芸能継承団体の再生過程に関する実践報告

-伊勢神楽十二神祇の場合一

迫俊道(広島市立大学)

広島における神楽と本研究の目的

神楽と呼ばれるものの起源は古く、これまでに全国の様々な地域の神社において秋の祭

礼に神楽は奉納されてきた。神楽は日本の各地で民衆的な楽しみという文化的な要素から

切り離されることなく、伝統的なレクリエーション活動として、今日まで継承されてきた。

広島県は全国の中でも最も神楽が盛んな地域と言われており、神楽どころとして有名であ

る。広島県の神楽は、「芸北神楽J1安芸十二神祇J1芸予諸島の神楽J1比婆荒神神楽J1備

後神楽Jに分類される(三村， 2004)。その中でも、もともと広島県の芸北地域で行われ、

今日では芸北地域以外にも広がってきた芸北神楽は戦後に神楽の競演(共演)大会が聞か

れるようになった。現在、芸北神楽は人気を集め、神楽ブームを巻き起こしている。神楽

の大会は様々なところで開催されており、大変な盛り上がりが新聞紙上等で報告されてい

る。芸北神楽に魅力を感じ、新たに神楽団(神楽を継承している団体)を結成・再結成す

る、また芸北神楽を神楽団の保持演目として新たに加えるという動きも見られる。

芸北神楽に魅了された人々が神楽団を立ち上げる、また存続の危機にある神楽団が芸北

神楽を取り入れることによって団を活性化していくという現象は一部に見られる。だが、

一方で少子高齢化の影響を受け、後継者不足の問題から神楽団の存続が厳しくなっている

神楽団があることも事実である。それは芸北神楽を担ってきた神楽団にもいえることであ

る。特に深刻なのは広島県内の西部方面に分布している安芸十二神祇、この神楽を継承し

ている神楽団である。本研究において対象とするのは広島県において伊勢神楽十二神祇

(1安芸十二神祇」の中に位置づけられる神楽)を継承してきた I神楽団である。 I神楽団

は2001年から 2003年までの 3年間、活動を休止し、神社で神楽を奉納していない。

日本の伝統芸能の伝承過程の特徴は、指導法、稽古方法について書かれたものが殆どな

いことである。指導者が弟子に身体技法を直接指導する「口伝」と呼ばれる方法がとられ

てきたため、「身体表現である芸能の技能は、一世代欠けると完全な伝承の継続は不可能J

(樹下， 2001)であるとも指摘されている。本研究の目的は、 I神楽団への参与観察を行う

ことにより、 I神楽団が活動休止に至った背景、そして、活動休止状態から実際に I神楽団

が再生するまでの過程、そのエスノグラフィーを報告することにある。

本研究の対象と方法

今回対象とする I神楽団は、伊勢神楽十二神祇と言われる神楽を約 170年近く承継して

きた。この神楽の特徴は、神事的要素が強く、簡素であることだ。『広島県の神楽~ C1981 

年)を上梓した民俗学者の真下三郎によれば、広島県内において I神楽団が伊勢神楽十二

神祇の基本形を崩さずに最も忠実に保存してきでいるという。その他の文献、論文、雑誌

の中で I神楽団は取り上げられ、民俗学的に注目されているが、近年、神楽団を構成する

メンバーが減少し続け、 2000年の地元神社での奉納を最後に、活動を休止している。
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本研究の方法は、 I神楽団に対する参与観察である。参与観察については、社会学者の

佐藤郁哉によって、「当事者と局外者という二つの視点をあわせもつ第三の視点J(佐藤，

1992，p.149)が意味を持つこと、また「一歩距離をおいた関与Jという参与と観察のバラ

ンスが指摘されている。ここで、本報告者と I神楽団とのこれまで及び参与観察中の関係

を説明しておくことにする。本報告者は過去に I神楽団に所属してきた経歴があるοまた、

活動休止状態にあった神楽団が再生するまでの活動にも参加し、報告者自身が神楽団員と

して、 I神楽団へ復帰している。これらが I神楽団にもたらした影響はかなりあると考えら

れる。これまで全く神楽団と関係を持っていなかった者が対象地域と関わり参与観察する

ということは不可能ではないが、 I神楽団の構成メンバーは広島県の I地域にほぼ限定され

ており、神楽団の再生に関する社会的過程を探るにはかなりの困難が伴うであるだろう。

神楽団再生の過程(一部)

I神楽団が活動休止したのは、団員不足が主な原因であった。また、神楽の指導者及び

世話をする者は、 20年以上もの問、同じままであった。神楽団に小学生の頃に入団する者

がいたとしても、高校入学などを機に部活動や大学受験の塾通いのためにやめていく者が

多く、そのため神楽団の特定のメンバーに過重な負担がかかる時期が続いた。神楽団の維

持が難しくなった時、関係者による会合がもたれ、活動を休止にすることになった。

そのような中で再生に向けた動きが見え始めたのは、活動休止後 1年半が経過したころ、

I地区の小学校校長が子どもたちに地域の文化を教えたいと考えたころであった。小学校

において神楽を披露する機会が設けられたのを契機に、 I地区のまちづくり協議会の会長

を含め、神楽団再生のための会合が開催されていった。そして、約 30年前に I神楽団につ

いてまとめられた冊子をもとに、神楽経験者に団員募集ならびに神楽団再生の協力が募ら

れた。会合の中で議論されていったのは、次のようなことであった。 1神楽団が活動を停

止した当時は、 I地区の中でも神楽団員となるのは、 I地区の N地域に限定されていたが、

それを I地区全体に広げた。また、指導、神楽団の世話などの負担を分担するために、神

楽団の組織を再編成した。学会発表当日に、詳細な I神楽団の再生過程を報告する。
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区三回

特別養護老人ホームにおけるレクリエーション・プログラムの課題

ーその支援方法の確立に向けてー

O 山崎律子、上野 幸、高橋和敏(余暇問題研究所)

キーワ)ド:特別養護老人ホ)ム、レクリエーション、質的研究、観察法、レク活動支援

O はじめに

本研究は、 1995年からの高齢者対象の支援方法に関わる継続研究の一環である。

まず、はじめに本研究の基本的視座を明らかにしたい。従来までの自然科学をモデルにし

た思考法や研究方法(実証主義的アプローチ)のみでは、生きている人間とくに要介護高

齢者支援法の研究においては、現場の実践を重ねることによって、真実を把握することは

極めて困難であるとの疑問をもった。人間行動の機微に関しての研究については、単に理

論を実証するために定量的追究だけでは計りきれない現象を伴うことが多い。したがって、

克明に観察し、生起する現象がどのように移り変わるか、また、どのようなつながりがあ

るのかを解明する過程が重要となるのではないか、すなわち、質的な研究方法が適切であ

るとの判断に至った。しかしながら、量的研究を無視することではない。むしろ積極的に

活用することが望まれる。

O研究の目的

本研究の目的は、次にみられる“要介護高齢者支援法相互作用モデル"を前提として、特

別養護老人ホームにおけるレクリェーション・プログラムの現実を把握し、その問題点を

発見しながら、その適切な支援方法を探究することにある。

O 先行研究

日本におけるレジャー・レクリエーション研究も、最近高齢者に着目した研究が多くなっ

た。その中でも本研究に密接に関わる研究は数少ない。茅野(レジャー・レク研究大会号、

2002) は、特別養護老人ホームを対象とし、セラピューティック・レクリエーションサー

ビスモデノレを提示して、その可能性を探求しているが、その支援法には触れていない。ま

た、新田ら(高齢者のケアと行動科学、 Vo1.10-1、2005) は、特別養護老人ホ」ム入居

高齢者を対象として、MOSESおよび MMSEを用いて、誕生祝いの効果を測定しているが、

活動そのものだけで、それに関わる支援者や環境設定などには触れていない。さらにまた、

佐藤ら(レジャー・レクリェーション研究大会号、 53号、 2004) は、病院におけるレク

エーションについて支援法に密接に関係するレクリエ}ション方法論に言及しているが、

用語使用に難がある。一方アメリカの研究では、現在のところ 2研究が、本研究を進める

に当たり参考になった。すなわち、 Voeklら (Therapeutic Recreation Journal、Vol.15

-1、1996) は、ナーシングホ)ムにおける認知症者の活動参加状況を調査し、「認知症者

は、個人の部屋でしたがり、それに従って CTRSは個人的活動だけをしているが、レジャ

ー教育的な活動は、感覚刺激的活動をグノレープで提供する必要がある」と報告している。

また、 Gibson(Abstracts-2002 Symposium 0 n Leisure Research， Tampa 2002) は、

シニア・ゲームに参加する高齢者を対象に調査し、参加動機は、競争することーはするが、
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実は仲間がいるからだと、その期待とニーズを報告している。

O 本研究の特徴

本研究の特徴の前に研究の直接の動機は、特養の実情を把握することであった。とくに支

援法の視点から、レクリエ}ション・プログラムがどのように行われているかを、下図の

ように“要介護高齢者支援相互作用モデル"の考えのもとに調査しようとしたことである。

要介護高齢者支援相互作用モデル

環 境

環境

図のように、モデルの意図するところは、“要介護高齢者支援は、ある環境の影響下に、対

象者(たち)と支援者(たち)がいる。加えるにツーノレとしての活動がある。生きる人間

対人間の複雑な現象として捉えられる。あるレク活動の場も、活動する本人(たち)の状

態、本人(たち)と支援者(たち)の機微にわたる相互関係、支援法の技能などと、現実

は複雑に絡み合っている。常に、それらの関係性を重視しなければならない"ということ

である。往々にして従来までは、対象、支援者、その相互関係を無視し、活動だけを取り

上げ、支援の効果を云々しがちである。

O 研究方法

調査 期間:2005年 7月"'9月

調査方法:観察および職員面接

調査対象施設:A (設立 1974)、B (設立 1979)、c(設立 1985)、D (設立 2004)

昔十 4 施設(入居者定員 55 人~ 115人)
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面接対象者:施設長、事務長あるいは職員、介護担当職員、相談担当職員

調査内容:①施設の現状 ②レクリエーション活動実施状況 ③支援方法の現状

④支援の問題点 ⑤レクリエーション活動支援への期待

調査者:山崎律子、上野 幸

O 結果および考察

調査対象の全施設を通しての観察および職員面接結果は次のとおりである。

*最近の傾向として、特別養護老人ホームの中で介護レベル差が拡がっている。とく

に重度化の傾向がある。このことは、レクリエーション・プログラムおよびその支

援の視点からみると、この傾向に対応するためには、入居者の好みやニーズにでき

りだけ合致するように、より多種のレクリエーション活動を用意するとともにその

提供の方法を綿密に配慮する必要があろう。

*介護レベノレ差をフロアによって分けているところが多い。

*ユニット形式が一般化している。これは、入居者数が多くなればなるほど、入居者

の同質化と介護の効率化、質の向上に有利である。組織キャンプでは以前から導入

しているシステム (Lois Goodrich、Decentralized Camping， 1982) で、キヤ

ンパー、スタッフ、運営などにメリットがあると言われている。この理念に共通す

るものがあると考えられる。

*設立の古い施設は、概してハード面においては暗さを感じさせるが、入居者、職員

ともども生活感を抱かせている。

*ふつうに動ける入居者には、プログラム化して種々の活動が実施されている。すな

わち、活動種目をあげると、音楽療法、回想法、傾聴、リハビリテーション、看護

師による機能訓練、ラジオ体操などのほかに、生け花、将棋、うた、習字、手芸な

どが行われている。行事としては誕生会、夏祭り、お楽しみ会、一泊旅行などが行

われている。しかし、それらの支援を“どのようにするか"という視点では、回答

が得られなかった。

*寝たきりや重度認知症の入居者へのレクリエーション・プログラムの対応は分から

ない。したがって何をしてよいか分からず、手をこまねいている状態である。この

ことは、基本的にはレクリエーションの理解不足とレクリエーション・サービスと

言えば、何か特別なことをしなければいけないという考えに捉われがちになってい

るように考えられる。環境を整えることもレクリエーションの理念範惇にあること

を考えたい。たとえば、心を込めて暖かい手で触れるとか、快適ソフト環境(生け

花、絵画、音楽など)をつくることも、よい支援方法であろう。

*面接によると、職員の入手が不足して、レクリェーションに関われないという芦が

あった。このことは、高齢者施設に関わらず人手不足は他企業においても直面して

いる問題である。むしろ福祉施設ならではの、ボランティア活用を積極的に導入す

べきであろう。
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*ある家族は、“家のお爺さんあるいはお婆さんを安心して預けられたら、それでい

い"と理解し勝ちである。高齢者の生きがいについての関心は概して少ない。レク

リエーションについてもほとんど関心がない状態である。

O まとめと課題

以上、観察および職員に対する面接の結果を総括すると次のようになる。

1 一般に介護保険法改定の影響を強く受け、その対応に苦慮していることの感がした。

2 それに伴ってか、各施設とも入居者の介護レベル差が拡がる傾向にある。そしてそれ

が重度化している。たとえば寝たきりの入居者や重度認知症入居者に対するレクリエ

ーション支援について、手をこまねいていることが現状である。

3 一方動くことができる入居者へのレクリエ}ション・プログラム活動実施の傾向は、

一般的なプログラムを提供しているが、職員の多くは何のためにレクリエーション活

動をしているかの理解に乏しい傾向も見られた。

4 全施設とも、レクリエーション関係職員は見当たらなかった。

5 全施設とも、クラブ活動を実施したいと考えているが、方法には苦慮、している。

考察および総括を通して考えられるレクリエーション・プログラムにおける今後の課題に

触れておきたい。

*課題 l・・・特別養護老人ホームの中での介護レベノレ差が拡がり、重度化が多くな

る傾向へのレクリェーション支援は、レクリエーション支援専門外の、介護職員へ

の要介護高齢者に対するレクリエーションのあり方(“何のために、どのように"

を強調して)を啓蒙する必要がある。

*課題 2・・・特別養護老人ホームにおけるレクリエーション・プログラム・サービ

スは、ボランティア活用に、今後大いに目を向ける必要がある。しかし、ただ単に

依頼するだけでなく、コンタクトを密に取り、十分な教育・啓蒙とマネジメントが

必要となる。

*課題 3・・・特別養護老人ホーム入居者の家族に対するレクリエーションに関する

教育・啓蒙の機会を、より多く考え、実施する必要がある o

*課題 4・・・要介護高齢者支援におけるレクリエーション支援法および支援評価法

を早急に確立する必要がある。

以上
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区三回

要介護予防運動の本質的理解

~その外延と内包~

O鈴木秀雄(関東学院大学人間環境学部)

浦井孝夫(11頂天堂大学スポーツ健康科学部)

鈴木英悟(東海大学非常勤講師)

キーワード:

要介護予防運動 (TherapeuticExercise) 

外延 (Denotation) 内包(Connotation) 

1 .はじめに

平成 12年 4月から始まった現行の介護保

険制度も、施行 5年後に法的に見直しする条

項((介護保険法附則(検討)第 2条))があり、

社会保障の全体的なあり方からも、すでに多

くの課題が生じている。

同法附則第 2条では、「介護保険制度につい

ては、要介護者等に係る保健医療サービス及

び福祉サービスを提供する体制の状況、保険

給付に要する費用の状況、国民負担の推移、

社会経済の情勢等を勘案し、並びに障害者の

福祉に係る施策、医療保険制度等との整合性

及び市町村が行う介護保険事業の円滑な実施

に配意し、被保険者及び保険給付を受けられ

る者の範囲、保険給付の内容及び水準並びに

保険料及び納付金(その納付に充てるため医

療保険各法の規定により徴収する保険料(地

方税法の規定により徴収する国民健康保険税

を含む。)又は掛金を含む。)の負担の在り

方を含め、この法律の施行後五年を目途とし

てその全般に関して検討が加えられ、その結

果に基づき、必要な見直し等の措置が講ぜら

れるべきものとする」と定めている。

介護保険法改正の焦点は 2つである。介護

予防サービスを導入することと、施設入所者

から食費や住居費をとり、在宅サービスの利

用者との不公平をなくすことである。

政府案によれば、要支援や要介護 lといっ

た介護の必要度が低い高齢者の大半はこれか

ら新しい予防サービス(新予防給付)を受ける

ことになる。主なものが筋力トレーニングや

転倒防止などである。今までの家事を代行す

る家事援助サービスから、例えば高齢者と一

緒に食事を作るなど、予防を重視したものに

切り替えるものである。介護保険が始まって

以来、毎年 10%ずつ給付額が増え、特に要支

援と要介護 lが約 2.5倍になったことからで

ある。

しかし筋力トレーニングはどこでどのよう

に受けるのか、どんな人が対象になるのか、

肝心の新サービスの内容や値段、利用の限度

額など具体像が固まっていない。厚生労働省

は市町村に新たに設置する「地域包括支援セ

ンター」で新しい予防サービスのプランを決

める考え方である。住民に身近な市町村が関

わることはよいことである。

本研究は、新しい予防サービスに強く位置

づけられている、いわゆる“要介護予防運動"

の本質的理解をするにあたり、その外延と内

包 1)を明らかにする試みである。

II. 要介護予防運動内容の特定化に

必要なタクソノミカノレな視点

要介護予防運動を実施する視点から分類的

に捉えるなら、あたま、こころ、からだの 3

つの領域に区分することができる。ベンジャ

ミン・ブルーム (BenjaminS. Broom)が説

く教育目標分類(Taxonomyof Educational 

Object~ves) も、他者との競争原理の導入でな

いことを念頭におけば、心身能力低下への対

応策としての要介護予防運動への活用に極め

て有効である。人間の活動領域は、認知的領
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域 (Cognitive Domain)、情意的領域

(Affective Domain)及び神経運動領域であ

る神経ー筋的領域 (Psycho-motor Domain) 

の 3つに分類できるが、到達目標・基準・標

準(Criteria)設定を考える基盤として、身

体能力目標のタクソノミー(分類体系)を明確

化することに意味がある。身体的な要介護状

態に対する予防運動は、動けるうちに十分な

運動を取り込むライフスタイルのデザインが

求められる。動けなくなってしまえば、そこ

で動こうと思っても既に身体はもう自由には

動かない。要介護予防運動の難しさは、まさ

にスポーツを日常的に取り入れることの難し

さと同じで、健康なときには身体運動の価値

づけを十分に理解できず、実行に移すことが

「言うは易く行うは難しj だからである。既

述の 3つの活動領域を、タクソノミカノレな三

次元的マトリクス(図1)で捉えれば、総合

的な判断として要介護予防運動の展開に当た

って、対象者がどのような状況・状態(現在位

置Hこいて、当事者や指導(支援)者はどのよ

うな到達目標を掲げたらよいのかが見えてく

るはずである。

図1.要介護予防運動のタクソノ

ミカルな三次元的マトリクス 2)

図 1は、要介護予防運動をタクソノミカノレ

(分類学的)に、また、ハイアラーキカノレオー

ダ~(高次元的序列)により、瞬間的に静止状

態としたときを想定し、縦軸、横軸、高さ軸

の三次元的に表現したものである。任意に、

高さ軸は認知的領域 (CognitiveDomain)、

横軸を情意的領域 (AffectiveDomain)、縦軸

を神経ー筋的領域 (Psycho-motor Domain) 

として要介護予防運動度の現状認識と到達目

標をピジュアル化するために図描したもので

ある。要介護予防運動を通して、到達あるい

は達成すべき目標の全体を， 3領域に区分し，

それぞれの領域ごとに，最終的な目標達成に

行きつく過程でどのような目標系列を通過し

ていくかという観点から体系的な目標の明確

化が図られるといえる。また、図 1のそれぞ

れの軸をレクリエ}ションの具体的活動・状

態の分析に用いるために、レクリエ}ション

の:①技術系(縦軸)、②状態系(横軸)、③人間

活動領域系(高さ軸)、と置き換えれば、レク

リエーションの外延と内包の暖味さの払拭、

レクリエーションの満足感や達成感の尺度の

把握としても役立つものである。

要介護予防運動の目標設定にあっては、到

達目標がその個人が志向する生きる喜びにつ

ながることが最も重要である。そのため自立

に関わる領域として要介護予防運動内容の特

定化の前提として、 ADL(日常生活動作/活

動)、 QOLが声高に叫ばれるが、 Qualityof 

Lifeとは、“生活の質"というよりむしろ“生

の質"と捉え、その生を 3つの領域(図 2)3) 

から捉えておくことで、要介護予防運動内容

の特定化もエスノメソドロジカノレ(社会学で

いう日常とは異なる見方で事象を捉える

「人々の方法J) に傭敵することができる。

要介護者に限らず、人として、“生命の質'¥

“生活の質"、に留まらす“人生の質"に対す

る十分な配慮が必要であり、これら 3つの“生

の質 (QOL=Quality of Life)"を向上さ

「
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せることは、取りも直さず、個人の生きる喜

び (EP L = Enjoying Personal Living) の

獲得として最も重要である。“人"が“命"

をよりよく“活かす"こと、それが生の質

(QOL)である。

個人の生きる喜び(EPL=Enjoying
Personal Living) 

図 2. ["三つの QOLJ の中心にある個人

の生きる喜び (EP L) の存在

介護予防運動を英訳すれば“Therapeutic

Exercise to Maintain Mobility and Obviate 

the Need for Care"めと表記できるように、

要介護予防運動内容が明確に二焦点化され

ていることが理解できる。要介護予防運動

(therapeutic exercise) を、一方で①運動

できる体に維持すること、動ける状態を維

持すること (tomaintain mobility)に焦点化

し、他方②要介護となることを、未然に防

ぎ、事前に除去し、うまく回避し、介護を

不要にすること (toobviate the need for 

care)に焦点を当てている。必ずしも要介護

予防運動が、既に支援を必要とする人のみ

を対象としているのではないことが分かる。

それだけに“具体的な内容の特定はその対

象の確定により基準 (Criteria) が構築さ

れる"のは自然なことである。

また、要介護予防運動内容の特定化と二焦

点化とは、1)健康へのアプローチ(=運動

できる状況の維持 (tomaintain mobility)) 

と、 2) 要支援・要介護等へのアプローチ(=要

介護の状況を除去、未然に防ぐ、うまく回避

する、不要にする (toobviate the need for care)) 

に尽きる。

m.要介護予防運動の外延と内包

要介護予防運動の外延を、決して暖昧に捉

えようということではないが、その内包たる

要素をどのような切り口から扱っているのか

で変わってくる。それは同じ身体運動

(Physical Exercise)であっても、切り口が変

われば、扱いが変わり概念の外延が全く異な

ってくるからである。言うまでもなく、外延

(Denotation) とは、ある概念が適用される

べき事物の範囲であり、内包(Connotation) 

とは、概念の適用される範囲(外延)に属す

る諸事物が共通に有する徴表(性質)の全体

である。

例えば、大腿部の筋肉を、運動選手は皇主

あるいはコーチの指示により鍛えるとき、そ

れを“トレーニング"といい、大腿骨の骨折

後、筋力を失った者が大腿部の筋力を翠主星

法士 (PT)により鍛えられるとき、それを“理

学療法"という。また、同じく大腿骨の骨折

後、筋力を失った者が大腿部の筋力を理学療

法である程度まで鍛えてもらい、その後、通

院せずとも、失った大腿部の筋力を正常時に

戻るよう明確な課題の解決のために宜主主主

努力により鍛えるとき、それも“リハビリテ

ーション"という。勿論、体育や、スポーツ

においても大腿部の筋肉は時として活動のな

かで自然に鍛えられるが、それぞれの状況を

“体育実技"や“競技"とも言う。

換言すれば、事象として大腿部の筋力を扱

っていても、その扱われている事象(部位)
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ではなく、扱っている切り口により外延の異

なりが生まれてくる。

当然、要介護予防運動の内容は、その切り

口、即ちその内包に当たる①運動できる体に

維持すること、動ける状態を維持すること、

②要介護となることを未然に防ぎ、事前に

除去し、うまく回避し、介護を不要にする

ことを実行することである。競技のための

トレーニングでもなければ、理学療法でも

ない、リハピリテーションでもなければ、

体育でもない、まさに要介護予防運動であ

る。

ただ、スポーツのなかに要介護予防運動

の要素を積極的に組み込んだ内容を主体的

に実行すれば、身体的なレクリエーション

(Physical Recreation) を“治療的、療法

的、療育的レクリエーションペ即ち、アメ

リカでは既に 1956年に資格化され、多くの

高等教育機関、特に大学院においても研究

科として、あるいは専攻として教育されて

いる“セラピューティックレクリエーシヨ

ン (TherapeuticRecreation)" として行ーっ

ていることになる。

何(事象)をしているのかではなく、何のた

めにどのような視点(立場)からそれを行って

いるか、ということが要介護予防運動では、

その内包を決定づけることになる。

確かに、要介護予防運動なのだから、身体

運動領域を扱っていることに違いない。スポ

ーツにおいても、必要とされる身体機能が維

持・向上されるのであるから、その内容を意

図的に工夫し、組み込んでいけば、①運動で

きる体に維持すること、動ける状態を維持

すること、②要介護となることを、未然に

防ぎ事前に除去し、うまく回避し、介護を

不要にする身体活動をスポーツとして自然

に実行していることにもなる。イ旦しスポー

ツを行っているのだから、どんなスポーツ

57 

を行ったとしても少なからず要介護予防運

動になっている、ということにはならない。

また、短絡的に運動は生活習慣病にょいと

いうのではなく、“工夫された計画的な運動"

を定期的に実践することが、生活習慣病を予

防するという考え方まで昇華する社会啓発が

必要である。

N. おわりに

豊かな社会となったかに見える現代社会だ

が、各世代にそれぞれ多くの課題を持ちなが

ら、ますます超高齢化社会へと向かっている。

自身の健康を維持・増進・管理していくに

は、健康な時にこそ、具体的な身体運動に対

するアクションを起こさなければならない。

そうすべき社会基盤の整備による“運動の社

会化"が今後の鍵である。

人として、生命の質、生活の質、に留まら

す人生の質という三つの生の質 (QOL=

Quality of Life)の向上のうえに成り立つ“個

人の生きる喜び(EPL)"を実現し、積極的な

健康の獲得のため、人生の構築(ライフデザ

イン)が求められている。

豊かなライフスタイノレを確立するための

余暇生活のライフデザインを各個人が真剣

に、そして真撃に描かなければならない時代

である。
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要介護予防運動スペシャリストの活動現況

~全有資格者への調査から~

キーワード:

要介護予防運動 (TherapeuticExercise) 

1 .要介護予防運動指導者養成の概要

昨年、既に高齢者 (65歳以上の人口)が総

人口の 20%に達した。これに伴い長寿社会に

おける自由裁量時間(余暇時間)もより一層

の増加傾向をたどることに疑いはない。

誰もがこの高齢期を健康で有意義に生活し

たいと心から願っており、特に中高老年期を

迎える者にとっては、 ADL、QOLを低下さ

せないためにも、精神的機能のみならず身体

的機能を良好に維持し続けること、あるいは

向上させていくことが不可欠である。そのた

めには、個人の余暇における自主的な活動を

支援し、正しい知識・技能をもって指導でき

る専門家の育成が急務である。

スポーツの振興・普及を目的とする財団法

人日本スポーツクラブ協会 (JapanSports 

Club Association、以下 rJSCAJ と略す。)

は平成 16年 7月より要介護予防運動の指導

者養成を開始し、要介護予防運動スペシャリ

スト (TherapeuticExercise Specialist、以

下 rTESJ と略す。)の資格認定講習会を開

催している。既に計 14回の資格認定講習会

[ (第 1回(岩手)、第 2回(東京)、第 3回

(東京)、第 4回(静岡)、第 5回(神奈川)、

第 6回(東京)、第 7回(東京)、第 8回(大

阪)、第 9回(大分)、第 10回(東京)、第 11

回(東京)、第四回(香川)、第四回(東京)、

第 14回(大阪)]を実施し、 15回(岩手)、第

16回(東京)の今年度内の開催が決定してい

る。また、上位資格である要介護予防運動コ

O 鈴木英悟(東海大学非常勤講師)

浦井孝夫(JI慎天堂大学スポーツ人間科学部)

鈴木秀雄(関東学院大学人間環境学部)

ーディネーター (TherapeuticExerCIse 

Coordinator、以下 rTECJ と略す。)の資格

認定講習会(第 1回;神奈川;平成 17年 3

月;69名受講)も開催し、次回の TEC講習

会(第 2回;神奈川)は平成 18年 3月に実

施することが決定している。

本研究の共同研究者である浦井孝夫は

JSCA理事長を努め、鈴木秀雄は JSCA評議

員および要介護予防運動指導者資格認定講習

ジェネラルディレクターとして、また、 TES

および TECの資格を既に取得している発表

者自身は、 JSCA専門委員として、講習プロ

ジェクトの構想、・開発から関わり講習会の司

会者も努めている。

TES認定講習会の総受講者数は 546名(平

成 17年 9月 14日現在)に至っている。

ll. 要介護予防運動スペシャリスト

認定講習会のカリキュラムの内容

TES資格講習会の目的は、①要介護予防運

動ぬ理念、概念、本質的な理解をすすめ、②

要介護予防運動方法論における指導の全体像

を学び、③個別具体的な課題に対応するカリ

キュラム内容を構築できる応用力を養う 1)こ

とを目的としている。講習内容の 1)学科領

域は、介護・看護に対する基礎および専門知

識であり、 2) 実践実技の領域は、筋力向上

訓練、関節可動域(ROM)の増大を見措えたス

トレッチング、 3)指導・生活領域における

安全確保として、事故・ケガに対する救急救

口
O

F
h
u
 



護等の学科・実技も組み込まれている。

これらの TESおよび TECの講習内容の指

導・講師障については、全ての専門領域にお

いて、博士号の資格を有する専門家による指

導を基軸としている。

ill.研究の目的

TESの受講者は、介護系有資格者(介護福

祉士、理学療法士、看護師、保健師等)と運

動系有資格者(健康運動指導士、健康運動実

践指導士、トレーニング指導土等)の 2つに

大別されるが、既にそれぞれの職場において

上述の資格の知識・技能を発揮し、第一線で

仕事・業務を行なっている。

本研究は、①TES全有資格者の資格取得後

の活動状況、②要介護予防運動指導者はどの

ようなことに重点をおくことが重要であるの

か、③現在、 TESが抱えている課題はどのよ

うな事柄なのか、を明らかにすることを目的

としている。

N.研究の方法

1.調査対象

JACA主催の TES資格認定講習会を受

講し、なおかつスペシャリストの資格を

取得した全有資格者 (502名)を対象

2. 調査方法

郵送法による無記名アンケート調査

3. 調査期間

2005年 9月 14日......10月 11日

4. 回収率、分析、結果等

学会大会(第 35回、於:国際基督大学)

において詳述する

5. 調査内容(質問項目)

「有資格者の属性J、fTESを受講した開

催国と受講コース」、 fTES受講に必要と

される前提資格として申請をした資格J、

fTES講習を受講した理由J、fTES資格

取得後、その資格に関わる活動(仕事・

業務等)の実態J、fTES立場から要介護

予防運動指導における重要事項JfTES有

資格者として、抱えている課題j、「職場や

周辺等での TESの認知度J、fTES資格取

得後の現況」、「要介護予防運動コーディネ

ーター資格講習受講希望の有無j 等、全体

を 11項目で構成し、調査を実施した。

有資格者間の情報交換及び資質向上を目

的とする TESの研修会も平成 17年 12月

に企画されており、この調査結果も踏まえ、

指導者研修がカリキュラム化されていく。

v.アンケート調査の意義

要介護予防運動スペシャリスト資格認定講

習会に参加した多くの受講者が、何らかの形

態で要介護予防に関連する職業もしくは仕事

や業務の中で TESの更なるノウハウの必要

性を強く求めている。また、職場における

TESの仕事・業務形態等の実態の把握と、“生

の声・現場サイドの生きた情報"に対する聞

き取り調査をすることにより、これからの要

介護予防運動をどう指導すべきか等について

の課題・・問題点ならびに現在の活動現況が明

確な形態で把握できることが本調査の意義で

ある。これらの課題・問題点の把握を通して、

より一層現場(仕事・業務)への情報提供を

可能とし、かつ現場サイドとの連携を可能に

していくことを意図している。加えて、超高

齢社会のわが国において、今後の要介護予防

運動およびその指導に、“より良い方向性"を

見出すことに資するものと考えている。

【引用文献1

1)鈴木秀雄編『要介護予防運動スベシャ

リスト認定講習会テキスト(第 14回H
(財)日本スポーツクラブ協会刊、

はじめに、 2005年 8月.
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巨王

I.はじめに

総合型地域スポーツクラブの設立に向けた 2年間の取り組み

一神奈川県の育成指定クラブ、を事例として一

0吉原さちえ(神奈川県体育協会)、西野仁(東海大学)

我が国では、これまで学校(中学校・高校部活動、大学の運動部など)や職場を中心としたスポーツが主流であっ

た。 1)しかし近年、少子高齢時代を迎え、学校では生徒の減少や教員の高齢化などが急激に進み、企業では長期的

な景気低迷により、スポーツ環境の整備充実、維持することが困難な状況である。

こうした我々を取り巻く社会の変化に伴い、 2000年 9月、文部省(現:文部科学省)は「スポ}ツ振興基本計画」を

発表した。その中で、生涯スポーツ社会の実現に向けて、地域におけるスポーツ環境を整備充実することが掲げら

れた。具体的な内容は、 2010年までに各都道府県に広域スポーツセンターを少なくとも一つは設置することと、 2010

年までに全国の各市町村において少なくとも一つは総合型地域スポーツクラブ、を育成することである。必このようにス

ポーツ環境をめぐる諸問題を体系的・計画的に取り組む一手段3)として、総合型地域スポーツクラブ、の育成が推進さ

れ、現在全国展開中である。

スポーツ振興基本計画が発表されてからまもなく 5年が過ぎる。黒須によれば、国内の総合型地域スポーツクラブ、

数は、徐々に増加傾向にあり、 2005年 3月現在、 1，882である心とされる。また、今年度中にすべての市町村におい

て総合型地域スポーツクラブが創設される県もあるようだ。

ととろで、神奈川県の取り組みであるが、 2004年に地域のスポーツ振興と今後の方向性を示した「アクティブかな

がわ・スポーツビジョン」を策定した。これは県内における様々な機関が連携・協働体制を図り、横断的・総合的な取り

組みを実施するための神奈川県スポーツ振興指針である。 5)これを受けて、事実上本格的に総合型地域スポーツク

ラブの育成に乗り出した。県内における現在の総合型地域スポーツクラブ、の育成状況は、県独自の調査によると、創

設済みのクラブ、が8、育成段階にあるクラブ、が23ある。これら31クラブが、 10市町村において、総合型地域スポーツ

クラブとしての活動を展開している現状である。

そのうち、(財)日本体育協会(日体協)の総合型地域スポーツクラブ育成推進事業の指定クラブ、として設立準備を

行っているクラブ、が 19あり、県内クラブ数の半数以上を占める。自体協から指定を受けたクラブは、 2年間の設立準

備期聞を経て、総合型地域スポーツクラブ、として創設することを目標としている。この期間の聞は、日体協から委託金

が交付され、それを資金源としてクラブの設立に向けた活動を行う。本年度は、この事業として総合型地域スポーツ

クラブ、が初めて創設される年度にあたる。神奈川県では 8つのクラブがほぼ 2006年 3月までのクラブ、設立を目指し

て活動中である。

そこで、この事業のパイオニアとしてこれまで総合型地域スポーツクラブづくり展開してきた県内の育成指定クラブ

のクラブづくりのプロセスをまとめておくことが、これからの総合型地域スポーツクラブ、の育成において貴重な資料に

なると考え、本研究に着手した。

ll.研究の目的と方法

1.研究の目的

育成指定クラブ、として委託金を受け、クラブ‘設立を目指した2年間のクラブづくりのプロセスをまとめることである。

2.研究の方法

1)調査方法

インタビューによる調査を実施した。インタビュー時聞は、 1~2 時間程度であった。

2)調査対象クラプ

3つの育成指定クラブを調査対象クラブ、とした。①T総合型地域スポーツクラブ(Tクラブ)、②zoスポーツクラブ、

③Kスポーツクラブである。いずれも、本年度が育成指定クラブ、として2年目の活動時期である。

3)調査期間及び調査回数

次ページの表 1のとおりである。 2005年 4月 22臼(金)"-'9月 2日(金)を調査期間とした。各クラブともに調

査回数は3回であった。
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表1:調査期間及び調査回数

クラブ名 1回目 2回目 3回目

1 I T総合型スポーツクラブ 2005年4月22日(金) 2005年8月24日(水) 2005年8月29日(月)

2 zoスポーツクラプ 2005年5月14日(土) 2005年7月29日(日) 2005年9月2日(金)

3 Kスポーツクラブ 2005年4月26日(火) 2005年8月Z日(火) 2005糊 30日!竺|

m.結果

各クラブが設立に向けて取り組んできた 2年間のクラブづくりのプロセスを「前準備期j→「準備期j→「育成期1→

「維持・発展期Jとして、それぞれの時期にどのようなことを行ってきたのかその経緯をまとめた。

1.前準備期

l)T総合型対ドックラブ

T総合型スポーツクラブが活動拠点とするT区には、中学校2校、小学校4校、市立高校 1校がある。 2002年 7

月、 K市は独自に総合型地域スポーツクラブの育成を目指し、“K市総合型地域スポーツクラブ育成連絡協議会“を

発足させ、 2003年 5月にT区をモデル区として総合型地域スポーツクラブの設立を決定した。これを受けたT区で

は、モデルスポ}ツクラブ発起人会を聞き、設立準備委員会を設けて、 2004年 4月のクラブ設立を目指リ舌動し始

めた。まずアンケート調査を実施して地域住民のニーズを把握し、同年 10月からは学校中心にクラブPRを行い、 12

月からはスポーツ教室を開催した。このように段階的にクラブづくりを進めてきたが、活動場所の拠点として視野に入

れていた施設利用が困難となり、クラブ設立を断念した。そこでクラブは直ちに活動場所(学校施設)の確保の問題

に取り組んだ。また、当初から T中学校長のおかげで、校内の一室をクラブハウスとすることができた。

2)ZOスポーツクラプ

zοスポーツクラブが活動拠点とするzo地区には、中学校2校、小学校1校がある。この地区おいては、社会体

育振興協議会(社体協)が各町内会・自治体の活動として 39年間、地域の親睦と体力づくりを主旨とし、地域の方々

の参加協力を得ながら活動し続けてきた歴史がある。地区内では、社会体育振興の更なる活性化を目指すには総

合型地域スポ}ツクラブの手法を取り入れる必要性があるのではなし、かとし、う意見があった。そこで 1999年'"'-'2000

年に、社体協の中で総合型地域スポーツクラブに近い新しいスポーツ環境づくりの案が持ち上がった。また、 2002年

には、神奈川県の県職員から総合型地域スポーツクラブPのそデノレ事業を引き受けてみてはどうかとの話があった。し

かし、どちらも話し合い程度しカ寸子うに至らなかった。しかしながらこれらの話を機に、ZO地区では「総合型地域スポ

ーツクラブをつくろうJという機運が高まり始めた。。

3)Kスポーツクラブ

Kスポーツクラブ、が活動拠点とするのは、Y市K地区である。Y市では、Y市スポーツ振興事業団(yスポーツ振団)

と呼ばれる組織があり、この職員が地区のスポーツセンターに「地域スポーツ支援担当係Jとして配置され、市民が積

極的・自発的にスポーツに関われる体制作りやその支援を行ってきた。 2002年度からY型の「総合型地域スポーツク

ラブjのあり方についての検討が行われ、 2002年当初にKスポーツセンターは、K地区センターから教室依頼を受け

る。総合型地域スポーツクラブづくりを行う上で、施設問との連携を深めることができる良い機会であった。同年4月、

学校週 5日制の実施に伴い、小学生対象の教室を開催した。そして 2003年当初は、総合型地域スポーツクラブPの

運営を意識して、Y市立大学と学生ボランティアや施設使用について調整し、了解を得た。指導者スタッフの育成に

ついては、専門学校と連携・提携を図った。 2003年 7月 TN地区センターから教室依頼を受ける。同年 11月、K並

びにTN地区センタ}、Y市立大学、中途障害者ボランティア団体を介しTケアプラザと調整を図った。
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2.準備期

l)T総合型スポーツクラプ

活動場所の確保が急務であった。学校施設の夜間・土日の利用は、登録団体でほぼ1年間の利用スケジュール

が決定済みであった。当時T中学校の体育館は、夜間利用は 100%の利用状況であり、全く空き時聞がなかった。利

用団体メンパーも地域住民で、あり、顔なじみであることから、活動場所を確保するためには、それらの団体とじっくりと

話し合いをする方法が最適な解決策である考え、実行した。学校側から施設の管理委託を受け、過去3年間のデー

タをまとめ、利用状況の調査を行った。この状況を3回の会議を通して既存団体に報告し、理解を求めた結果、計画

どおり週3回の1可用時間と場所の確保ができた。

2)ZOスポーツクラブ

rZO地区には、社体協という総合型地域スポーツクラブのような組織が80覧確立されているのに、今更新しく仕組み

を変える必要はない1r今以上に忙しくするのか'1rスポーツにお金を支払うのかJなどの意見が、社体協関係者や地

域住民の一部に根強くあった。しかしこの地域では、スポーツ実施者が二極化し、スポーツを行う者も固定化してい

た。この状況を打開し地域を活性化するには、総合型地域スポーツクラブの理念や考え方を理解してもらい、地域に

クラブをつくることが必要不可欠であると考え、広く住民に理解してもらうためにかなりの時間を要した。

3)Kスポーツクラプ

2003年、Yスポーツ振囲内に「総合型地域スポーツクラブ育成支援プロジェクトJが発足した。 Kスポーツクラブは、

Yスポーツ振団職員(K区在住)を中心とし、クラブづくりを進めている。地域スポーツ支援担当係としてKスポーツセ

ンターに配置され止職員は、公共施設などを利用した地域のスポーツ活動を「指導者」として支援している。それを活

かして地域住民の積極的なクラブへの参加を促した。 K区地域振興課、Y市教育委員会、Y市スポ}ツ振興事業団、

Y市立大学、区内公共施設から活動場所の支援を受けた。 Kスポーツセンター館長、区体育指導委員会長から協力

を得た。

3.育成期

l)T総合型スポーツクラブ

活動場所の確保ができたので、定期的な教室開催に向けた取り組みゃイベントを開催した。地域におけるクラブ

の必要性とクラブの理念を地域の方々が共有し、会員になってもらえるように、クラブPR用・会員募集用のチラシ、ク

ラブ紹介用のパンフレットの作成・配布を行った。地域住民に対して積極的な情報提供と実際の体験によって、クラ

ブ認知度 UPを目指し、クラブ会員獲得を図った。また、クラブ、独自の働きかけだけでなく、行政の広報誌やタウンニ

ュースにアプローチし、クラブの活動を取り上げてもらい、公の広報機関によるクラブPRにも心がけた。

2)ZOスポーツクラブ

クラブに対する理解促進の場を、机上から現場に移し、地域におけるクラブの必要性や認知度 UPを図るための活

動を行った。 O 小学校における一般開放時間を利用し、定期的な活動を実施し始めた。既存の団体、サークノレに対

してクラブへの理解を得るために説明会を開催した。 K大学生の協力を得て、アンケート調査を実施し、地域住民の

ニ}ズを把握した。社体協が発行する地区スポーツニュースにクラブの活動やクラブづくりの進捗状況を掲載し、地

区全域に対してクラブ、の情報提供が行えるような体制を整えた。クラブ会員や地域住民が気軽に足を運べるようなク

ラブハワスの設置に向けてF市教育委員会に協力を依頼した。

3)Kスポーツクラブ

2006年 3月までに地域住民が協働して運営するクラブを目指し、同年1月には地域住民による運営委員会と事務

局が設置できるように調整を進め始める。より多くの地域住民にクラブ、を周知してもらい、クラブ会員となってもらうた

めに、クラブ、年間事業を掲載したチラシの配布を新聞折り込みにて行った。その結果、地域住民から多数の反響が

得られた。定期的なスポ}ツ教室、夏と冬限定のシ}ズン制のスポーツ教室を開催した。このような働きかけによりク

ラブ会員が増えてきた。しかしながら、教室の会員数は増加したものの、地域住民にとっては、Kスポーツクラブと K

スポーツセンターが行う教室の違いが認知されてい加、ことが分かつてきた。
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4.維持・発展期

l)T総合型スポ}ツクラプ

2004年 3月に設立趣意書ができ、クラブ、設立の目的、クラブ、の理念が明確に示された。 T中学校の施設を利用し

た教室は、日曜日を除くすべての曜日で、スポーツ教室を定期的に開催することができている。クラブ運営に必要な

備品も会員からの寄付により整備されてきた。クラブ、会員は約460名程度である。定期的な教室開催、会員の増加に

よる多忙さが負担となり、クラブ、運営を支えるスタッフに疲れが見える。しかし、一方では教室の準備や後方付けを協

力的に行う会員も現れ、自主運営の理念が少しずつ会員の中に浸透してきている。今後は、魅力あるプログラムの提

供とクラブ運営に必要な人材の発掘・育成を心がけ、自立した住民による独自のクラブ運営を目指す。

2)ZOスポーツクラブ

クラブ、の理念が明確に分かるように、設立趣意書を作成した。アンケート調査や教室参加者の情報を元に、親子プ

ログラムを取り入れた新教室を開催した。既存の団体・サークルからも少しずつ理解を得られ始めた。今後も継続し

てクラブ、の理念を共有化できるように理解促進の場を設けていく予定である。組織体制は、少年育成部、成人活動部、

地域活動推進部、広報研修部に分けて構成し、互いに連携・協働体制をとれるような仕組みづくりを目指すことにし

た。

3)Kスポーツクラプ

Kスポーツクラブのサポートプロジェクトチーム(S普及委員)から運営委員を選出し、2005年 1月より本格稼動準備

に入った。クラブ、事務局は、クラブ‘運営とクラブ、事業運営体制に分けて稼動することにした。また、同年 3月、地域住

民がスポーツに穣極的に参加できる機会の提供についての方策を講ずることを目的としたKスポーツクラブサポート

組織であるrK区のスポーツを考える会Jが開催された。今後、クラブを地域住民の手で運営していくために、Y市立

大学に活動拠点として事務局とクラブハウスの設置し、そこを地域住民のコミュニティの場として活用できないか模索

中である。これまで行ってきた事務関係の仕事も地域住民の手で行ってもらうために、スポーツの指導だけでなく、ク

ラデ運営に関わる様々な面での支援策をY市スポーツ振興事業団では視野に入れて活動展開中である。

N.まとめ

前準備期は、発起人が中心となって育成指定クラブとして任命を受けるための準備時期、準備期は、総合型地域

スポーツクラブの必要性を地域に促し、クラブ、理念の共有化を様々な方法で取り組む時期であった。育成期は、実

際に教室を開催し、体験を通してクラブ PRを地域住民に対して積極的に行う時期であり、維持・発展期は、クラブ創

設に向けて、設立趣意書の作成、組織体制の整備を行い、クラブ運営組織の基盤固めを行う時期で、あった。

2年間という短い期間でのクラブ、づくりで最も重要な点は、クラブの理念の共有化、価値観の共有化である。事例

に挙げたクラブは、あらゆるプロセスの場面で、根気強く話し合いを行い、お互いに納得できる状況を生み出してい

る。クラブづくりは人材確保・育成、活動場所の確保、財諌確保、情報収集・提供などの現場のマネジメントと同様に、

戦略的なプランを持ち、それを実践するためにそこに関わる人々がどれだけクラブ‘の理念を共有し、共通のクラブ、設

計図を思い描くことができるかが、クラブづくりの鍵になるのではないかと考えられる。 2年間という限られた時間の中

で地域に根ざしたクラブづくりをするには、その地域の状況を踏まえ、身の丈にあったクラブ、づくりをすることが大切

である。今後は、追跡調査を行いながら、クラブに関係する団体の取り組みなどの研究を進めていきたい。

主な参考文献

1)地域スポーツ推進研究会(2004)rスポーツクラブのすすめJ.ぎょうせい

2)保健体育審議会(2000)rスポーツ振興基本計画の在り方について一豊かなスポーツ環境を目指してー(答申)J

3)日本体育・スポーツ経営学会(2004)rテキスト総合型地域スポーツクラブ、増補版J.大修館書庖

4)黒須充講義(2005)r総合型クラブ育成の背景と意義J(財)日本体育協会主催平成 17年度クラブ‘育成アドパ

イザーセミナー

5)神奈川県・神奈川県教育委員会(2004)r神奈川県スポーツ振興指針アクティブ、かながわ・スポーツビジョンJ

ηぺ
U

ハ
h
u



直三国

しはじめに

中山間地域における体験型観光推進協議会の設立について

~広島県北部の取り組みに着目して~

山下雅彦 (福山平成大学)

広島県の北部、島根県との県境に位置する広島県双三郡の君田村、布野村、作木村(以下、三村)は、周囲の起伏の激しい

中国山地の山々に固まれた典型的な中山間地域である。

基幹産業は農林業が主体であり、主要作物は、水稲をはじめ、花井、畜産、野菜等があげられる。とはいえ、中山間地域の

例に漏れず、この三村地域も昭和 30 年~40 年代に起とった都市圏への人口流失現象によって、過疎化、少子高齢化推進を図

る上でも、こうした農林業の活性化を根底とした 地域経済活性化の原動力となる新たなテーマの創出が求められている。そ

の中、多様化する生活の価値観、農山村における公益的機能の再評価が行われ、人々の農山村への回帰心も芽生えつつあり、

昨今、農山村の生活に関心を向ける層に増加の兆候が見られる。

そのような時代の潮流を確実に捉え、この三村地域においても、地域住民にとってはその存在が当たり前のものとしての価

値観しかなかった自然、文化、伝統芸能、農林畜産業といった地域資源の見直しを図り、維持、存続していくだけではなく、

それらを活用することで、経済や文化、教育、レジャー、レクリェーションなどの分野においての地域生活の充実化を目的と

した地域づくりが重要な課題となってきた。

各村に立地する道の駅、 JIIの駅を地域間交流と地域活性化の拠点として位置づけ、自然や文化、歴史をテーマにした体験型

観光に取り組み、地域活性化を図ろうとしている。

そのような状況下、平成 13年4月、広島県をプロジェクトリーダーとした、中山間地域を都市圏との交流と体験学習のフ

ィーfレドとして「中国山地やまなみ大学Jが関学した。この事業において、三村は各村の交流体験イベントをやまなみ大学の

講座として登録し、広く PRを行い事業展開してきた結果、各村の交流入口は大幅に増加し、一応の成果をあげることはでき

たものと思われる。しかし、事業のほとんどは行政主導であるため、その活動が地域住民に根付くまでには至っておらず、交

流人口の増加、定着化、さらには継続性も危倶されるなど様々な問題も露呈してきた。

今後は、地域住民が主体的にそれら交流事業に取り組み、三村連携のプロジェクトチームを結成することにより、地域資源

の再評価が行われるだけでなく、それらを活用した体験交流プログラムを創出し、更なる交流人口の増加、定着化を促進し、

地域における経済効果のアップを大前提とした地域の活性化を図ることを検討し始めた。

前述のように、やまなみ大学を中心としたこれまでの交流事業により、交流・体験が地域にもたらす活力となり得ることを

認識する機会が地域住民にも提供され、人々の中には“地域づくりは地域住民の手で"という高い意識が芽生え始めている。

併せて、都市住民からの農山村交流を求める声も高まり、三村地域においても都市住民に魅力ある体験プログラムの開発が、

地域耐性化の重要なキーワードであることが明らかになってきた。

とはいえ、人口わずか2，000人余りの各村において、それぞれが単独で事業展開をなすことは、経済的、地理的、人的にお

いて克服しがたい条件を抱えている現実が存在する。

そこで、①各村の体験プログラムの充実は勿論のこと、有機的に連携し都市住民との魅力ある継続的な交流事業の定着化を

図る。

②三村地域の住民主体で事業を推進するプロジェクトを形成する。

③①のために、②で形成したプロジェクトメンバーの都市住民受け入れのための啓発、教育、育成を行う。

④今後の事業展開のために、広島都市圏をターゲットとしたマーケティングを行う。

⑤三村連携の PR、及び、情報発信ツー/レの制作。

以上の実現を目的とし、本事業に取り組むとととした。
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II.方法

I人材育成事業】

①協議会の立ち上げ

協議会メンバーの決定

協議会名称の決定

②ワークショップの開催

体験プログラム創出のための、協議会メンバーによる勉強会

③テーマ型観光人材育成塾の開催

体験プログラムインストラクターの技術習得

体験プログラムコーディネーターとしての役割認識

体験型観光人材養成塾参加者による三村モニターツアー

表 1-1.テーマ型観光人材育成撃のスケジューノレと実施内容 1日目

ぷ局責f心会 守7注さ潟賞品志会ミ 王三し三三否認下明記 E二立与三E三:主
9・30- 受付開始

10:00-10，15 回認のご援穆 :君回村村長蕗車清隆氏によるご接揮

10，15-10:30 オリエンテーション :1i1自2日叩全行窪田鶴明を簡単に行います.

鎗歯車毎介・自己紹介 :.陣師自紹骨及び、園町師自己組介豊行います.

10:30-11:00 
多加者も自己紹介をE自行卦いでま作す.まそすの場にいる皆さんお互いがお互い自蘭や名前を宜えるよう
に.自己PR白書札を り . 

カ')キュラム①

【体厳重担先の撮要】 :事例のVTRから“体厳聖観光"がどういったものか、そ由援軍を11識します.

-“体蟻に草められている理倉院について学びます.

11・00句 12:3。 ゾ体験型観先"を実施する際師、マーケットと由関わり方について学びます.

“体駐軍優先・を実路する上で<!)コーディネーターの役割在学びます.

ー体E量型鰻光"を実施する上でのインストラクターの役割を学びます.

:上記、コーディネーター.イシストラウターに草められる必要な畢件をII!.します.

12:30-13 ・30 昼食

カリキユフム②

【プログラム進行の手割引 -努感度UPやイメーヲυPI::つながるインストラ~1Iー由自己範骨法について

，自E座参加者に行わせる自己紹介去について

13:30-15:30 自陣座を盛り上げるポイシト

.自陣鹿回開始準惜

-露座進行由具体的立ノウハウ

:参加者をリピーターにつな<"1量産申轄え方

15;30-15月 45 体窓

カリキュラム②(続き) :振り返りの会と総括
15‘45町 16:30

:成功のポイント

カリキュラム③

16:30相官 7・30 【安全管理のポイント1 ‘健康曹理と量生対策

:事離が起きた場舎の対応法

17:30-18:30 λ潜 :君田温阜でゆったりとー自由疲れを癒しましょう.

18:30-20:00 'J食会 :省北申山田舎をたっぷりと準憶しましょう.

:.加害時日々の休職酸、苦労雷主Eについて、自陣師をまえて自由I二ディスカッション
20・00由 21・00 夜学
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表 1-2.テーマ型観光人材育成塾のスケジュールと実施内容 2日目

8:00-9:00 朝食・チェックアウト集会

9:30-11・00

-神之海峡に移動
力リキュラム⑥
【体験プログラムI]
f自然観察会J

ー実践訓練
・前呂の議事車内容をふまえて実践する
.インストラヴ脅ーから学ぶ
"参加者の立場から学ぶ ※移動中、講師Iま視察を兼ねる。

』・作木村「江のJIIカヌー公国』に移動 l1':30-12:30 1;.:.:"'1....n.u.........'..，....- -.t!:III.ll-"".u 1~摂移動中、講師iま筏察を兼ねる。
i昼食 i 

s・作木村I高丸展薗11こ移動 l 

カリキュラム⑤
12:30-14:00 【体験プログラムE】

r果物狩り体験』

14:00-15:00 .r君田温泉・穫の呆11こ震る
問自陣式

【情報発信およびマーケティング事業I

①広島都市圏に向けての観光情報発信、三村の PR

HotPepper広島版 10月(113サイズ)にて広告掲載

②広島都市圏に向けての三村観光スポット認知度調査

Hot Pepper広島版 10月 (1/3サイズ)にての誌上調査

.実践割l錬
・前日の講事車内容をふまえて実践する
.インストラヲ脅ーから学ぶ
-参加者の立場から学ぶ

参加者の感想の発表
アンケートの記入
総括 ※移動中、講師は視聖書を兼ねる.

図1.Hot Pepper広島版 10月の掲載内容

③三村連携観光パンフレットの制作
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ill.結果および考察

表 21士、協議会メンバーから得た感想についてまとめたものである。これら感想から示唆されることは、インストラクター

としてのあり方を考え、地域資源を再認識することができた。また、民間主導で行うことによりメンバ一同士の粋が増し積極

的に都市との交流を図る機運が高まった。

表 2.協議会メンバーの感想

-今回のワークショップ、人材育成塾の成果を試す場となった。「モニターツアー」では、時間的

余裕があまりなかった。参加者には車と歩くのとでは風景の見え方も物の発見が全く違うことを

K氏 学んでほしかった。

君田村 -廃校になった小学校と温泉を拠点に周遊コースを完成させたい。

-田舎らしさを追求したい。

S氏
-子供たちに自然で遊ぶ楽しさを伝えたい。

-この三村がレクリェーションゾーンとして輝けるようにしたい。

N氏
-研修をとおして教えること、地域を活性化することについて勉強できた。

-森林インストラクターの経験の重みを感じた。

-今年度は、 JIIの流れに乗せられているような感覚で1年が終わった。しかし、 1年を終えて、

来年度の話がメンバーの口から出た。出たということは、今度は自分たちで川の流れを作ってい

W氏
こうと、それぞれが考え始めた現われだと思う。

布野村 -今後は、間伐材で造った横田小学校を拠点に、都会の子供を集めて山村留学に挑戦してみたい。

布野村の伝統芸能、神楽や和太鼓で都会の方々との交流やふれあいを築いていきたい。宿泊やレ

ジャーの部分では、しっかり三村連携を視野に入れて考えたい。

H氏 .=村連携を魅力的な形で実施したい。

M氏 -今年度実施した人材育成事業は大いに勉強になるので続けてほしい。

A氏 -インストラクタ}とはどうあるべきかを継続して学びたい。

-この年になって (78歳)皆さんとこんな素晴らしい活動に携われるとは思ってもみなかった。

この地域を訪れる様々な方々と交流の機会がある度に『まだまだ頑張らないとJと自分を励ます

T氏 切欠作りができた。

作木村 -地域が元気になるととは進んで学びたい。これまでの経験をインストラクターとして大いに伝

えたい。

A氏
-志が向じ仲間に巡り会えたことが何よりの宝である。

-経営する梨園でも体験型の梨園に変えレジャーのメッカにしたい。

なお、大会当日には詳しい説明を行いたい。
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直三回

レクリエーション資格の取得意識に関する調査研究

0山田力也1 ・土井昌信2 ・金崎良三3 ・堤公_4 池田孝博2 ・田崎伸子5 .滝口真1

(1西九州大学 Z佐賀短期大学 3佐賀大学 4九州龍谷短期大学 5西九州大学福祉医療専門学校)

1.はじめに

現在、(財)日本レクリエーション協会(以下、「日本レク協会Jと略す)の公認指導者資格の養成形態には、主に都

道府県協会主導のカリキュラム(講習会など)による一般養成と、大学、短大、専門学校などの高等教育機関で、日本

レク協会が定めるカリキュラムを開講し、認定を受けた、日本レク協会公認指導者養成課程認定校(以下、 f認定校」と

略す)によるものがある(古田ら2003)。平成 17年度における認定校は、全国412校、 473講座にのぼる(ニュースレ

ター26号、 2005)。
市河(2001)は、日本レク協会公認指導者資格(以下、「レク資格」と略す)取得方法の違いは、取得後の指導行動

に関係しており、一般養成の方が、レクリエーション活動を積極的に行い、自己開発や自己啓発につなげているのに

対して、認定校では、卒業後の就職などに対して資格取得を有利に利用しようとする傾向があることを指摘している。

近年、日本レク協会では、資格の更新率の低さが問題となっており、有資格者フォローアップの取り組みがなされてい

る。絶対的なデータではないものの、その多くが認定校で養成された有資格者と推測されている注1)。

この更新率低迷の背景には、取得時と更新時の地理的条件、更新制度、認定校における養成教育の内容など、学

生を取り巻く様々な外的要因も考えられるが、学生自身の内面、意識についても目を向け、その上で有資格者の更新

継続、活動活性化の問題について考えていく必要があるようにも思われる。これまで有資格者を対象とした、活動実

態・意識などの調査は数多くなされてきたが、認定校の学生を対象としたものはあまりなされていない。

そこで¥佐賀県レクリエーション公認指導者養成課程認定校連絡会(以下、「佐賀県認定校連絡会」と略す)では、

同県レク協会が進めている、「有資格者サ}ピス強化モデノレ事業J(平成 15'"'-'17年度)とも連携を図りながら、認定校

における教育内容と、資格取得後の活動支援充実を目的として、学生に関する意識調査を実施するに至った。

2.研究の目的

本研究では、認定校でレク資格取得を希望する学生の意識を把握するべく、県内の課程認定校レク資格申請予定

の学生を対象に、レク資格取得の動機や、満足度、そして取得後の活動に対する意識を明らかにし、認定校における

養成教育のあり方、及び資格取得後の活動支援を充足させるための有効な手がかりを探ることを目的とする。

3.調査の概要及び質問項目構造

1)調査概要

調査は、佐賀県認定校連絡会に所属する7校 (2大学、 3短大、 2専門学校)の資格申請予定者 371名を対象に、

2004年 11月'"'-'12月の期間に質問紙を用い各認定校が集合調査法、及び配表調査法によって実施した。

その結果、回収数は344部(回収率、 92.7%)である。そのうち、本研究の分析に耐えうる有効回答数は318部(有

効回答率、 85.7%)であった。
2)質問項目構造

(1)基本的属性

基本的属性項目として、「年齢」、「性別J、「認定校種別J、「取得希望資格」、「レク以外の取得希望資格J、「現
在及び卒業後の居住地J、「卒業後の進路Jを設定した。

(2)レク資格取得(または関連科目受講)の動機及びその受講満足度

ここでは、学生の意識(=動機)を探るため次の要領で質問項目を設定した。市川(2001)は、学習動機について、

「学習の功利性」と「学習内容の重要性」の 2軸による次元化を試み、 6つの志向(充実、訓練、実用、関係、自尊、

報酬)を示した「学習動機の二要因モデル」を提示している。そこで、市川による学習動機を測定する質問項目全

36項目から訓練志向を除いたものを参考に、「レク資格取得(または関連科目受講)の動機」に対する質問項目を

15項目、「受講満足度」においては 10項目を独自に作成し設定した。

(3)今後の活動に対する意識

学生が、今後の活動に対してどのような意識を持っているのかを明らかにするため、日本レク協会が示す、有資

格者の持つ 2つの大きな志向(ニーズ)注2)をはじめ、資格更新などを含む全 15項目を設定した。
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4.結果及び考察

1)基本的属性

今回の調査対象である、佐賀県認定校連絡会に所属する7
校 (2大学、 3短大、 2専門学校)の学生の基本的属性としては、

まず、課程認定校種別では、短大所属の学生が 132人

(4l.5%)と最も多くなっている。年齢は、平均が 2l.46歳(SD

=3.44)。性別では、女性 63.8%、男性 36.2%であり、女性の

割合が6割を超えている。取得希望資格としては、レクリエーシ

ョン・インストラクター(以下、「インストラクター」と略す)資格のみ

の取得を希望する学生が 250人(78.6%)と約8割を占め、福

祉レクリエーション・ワーカー(以下、「福レク・ワーカーJと略す)

資格と、インストラクター資格の両方を取得することを希望して

いる学生65人(20.4%)を大きく上回っている。なお、福レク・ワ

表1.基本的属性

認定校種目IJ

年齢

性別

取得希望資格

4年制大学

短大

専門学校

19歳

20歳

21歳

22歳

23歳以上

JfZJ:tJ(SD) 

男性

女性

インストフクター

福レク'ワーカー

両方

&H 

N(%) 

71 (25.5) 

132 (41.5) 

105 (33.0) 

17 ( 5.3) 

153( 48.2) 

40 (12.6) 

70 (22.0) 

38 (11.9) 

21.46 ( 3.44) 

115 (36.2) 

203 ( 63.8) 

250 (78.6) 

3 ( 1.0) 

65 (20.4) 

318ρoao) 

ーカー資格は単独で申請することことが可能であるにもかかわらず、単独取得希望者はわずか3人(l.0%)となってお

り、それぞれの資格の特性を理解した上での申請傾向が見られる(表 1参照)。

2)レク資格取得(または関連科目受講)の動機及びその受講満足度

そもそも、学生はどのような意識(=動機)を持ってレク資格取得(または関連科目受講)をしようとしているのだろう

か。そして、その動機を満たす満足度はどのようになっているのだろうか。ここでは、まず「レク資格取得(または関連科

目受講)の動機」について、上述の通り、市川の学習動機を測定する質問項目を参考に 15項目;を設定し、それぞれ

に対する学生の意識(=動機)をrl.そう思うjからi5.そう思わない」の5件法によって訊ねた。さらに、その「受講満足

度」についても、動機に対応する設聞を 10項目設定し、同様に5件法によって訊ねた。

(1)レク資格取得(または関連科目受講)の動機について

先ず動機の結果(表2参照)を見てみると、高い値を示した上位3項目は、「⑩学んだことを将来の仕事に生かし

たいから 4.00ω.93)J、「⑫何かが出来るようになっていくことは楽しいから 3.96(0.99)J、「⑮勉強したことが人生で

役立つから 3.93(0.99)Jの順となっている。

これより、レク資格取得(または関連科目受講)の動機は、学んだこと(資格を持つこと)が自分を高めることになり、

それを将来生かしたいという向上意識に満ちたものであることが示唆された。

これは、逆に、「⑦他の人より優れているという気持ちになれるから2.25(l.08)J、「③友達が履修するといったから

2.38(I.14)J、「⑪良い成績で単位が取得できそうだから 2.57(0.95)Jの値の低い項目により、更に明らかであり、そ

こには、他人の行動や成績・評価には関係なく、自らの教養や可能性を高めることを意識した上での動機であること

が見て取れる。なお、この動機に関しては後ほど詳細に分析していくこととする。

表2.レク資格取得(または関連科目受講)の動機

①新しい知識を知りたいという気持ちから

②勉強しないと将来仕事よ困るから

③友達が履修するといったから

④人並みにできないのは悔しいから

⑤資格があれば条件の良い就職口が見つかるから

⑤勉強しないと、親に申し訳ないから

⑦他の人より優れているという気持ちになれるから

⑧資格があれば社会に出て得なことが多いと思うから

⑨学習することに充実惑があるから

⑩学んだことを将来の仕事に生かしたいから

⑪良い成績で単位が取得できそうだから

⑫何かが出来るようになっていくことは楽しいから

⑬先生が魅力的だったから

⑪資絡を持っていた方が周囲の評価が高くなると思うから

⑮勉強したことが人生で役立つから

平均

合計平均点

N=318 

3.92.(0.95) 

3.15(1.12) 

2.38(1.14) 

2..79(1.22) 

3.44(1.13) 
2.88(1.27) 

2.25(1.08) 

3.660.04) 

3.33(1.06) 

4.00(0.93) 

2.57(0.95) 

3.96(0.99) 

2.75(1.12) 

3.02(1.17) 

3.93(0.99) 

3.20(a5~り

48.03(8.75) 
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表3.受講後の満足度

①新しい知識を得ることができた

②勉強を終えて自信がもてた

③学習したことが生活の上で役立った

③レクの学習を通じて人間的に成長した

⑤現場実習で地域・協会などと関わりを

持つことが出来た

⑥現場実習がよいアルバイトになった

⑦現場実習を通じて、他校や地域の友人

が出来た

⑧学習内容・授業が楽しかった

③学習したことを実習で生かすことが出来た

⑩レクの資格が就職に活用できた

平均

合計平均点

N=318 

4.30(0.74) 
3.51(0.81) 

3.36(0.91) 

3.62(0.84) 

3.83(0.98) 

2.42(1.25) 

2.92(1.25) 

3.81(1.02) 

3.51(1.02) 

2.89(1.02) 

3.2.灰'0.70)

32.54(6.9Aり



(2)受講後の満足度について

次に、受講後の満足度について(表3参照)見ていくことにする。

満足度で最も高い値を示したものは、 「①新しい知識を得ることができた 4.30(0.74)Jである。これは、前述の動

機で高い値を示した向上意識が満たされた結果として見て取れる。むしろ、ここで注目されるのは、次に高い値そ

示した、「⑤現場実習で地域・協会などと関わりを持つことが出来た 3.81(1.02)Jの項目であろう。この結果は、学び

の場が大学内に止まりがちな通常の科目とは違い、現場実習をこなすことで得られた、地域社会で自分を生かし得

ることが確認できたことが高い満足度として現れていると示唆された。

3)今後の活動意識について

ここでは、学生が今後の活動についてどのよう

な意識を持っているのかを明らかにするため、上

述した通り、日本レク協会が示す、有資格者の

持つ2つの大きな志向(ニーズ〕をはじめ、フォロ

ーアップ研修や次回の資格更新などを含む全

15項目を設定した。これらを、上記設問と同様

に 5件法によって訊ねたところ以下のような結果

が得られた(表4参照)。

最も高い値を示したものは順に、「②職場での

業務に生かしたい 4.10(0.90)J、「⑫卒業後、資

格を生かすことを考えている 3.72(1.04)J r①地

域社会の中で活動をしてみたい 3.69(1.03)Jと

なっている。これにより、取得した資格を生かす

ベく、どこかで活動していきたいという意識の強さが見て取れる。しかし、その活動の情報収集の媒体役を担う地元レ

ク協会に対する意識「⑨佐賀県レク協会とのつながりを持ちたい 3.08(1.05)Jの低さが明らかになり、有資格者への活

動支援対策への有効な手がかりとして重要な示唆を与える結果が得られた。

表4.今後の活動意織

①地域社会の中で活動をしてみたい

②職湯での業務に生かしたい

③さらにレクの教養を高めたい

④人生を充実させるために生かしたい

⑤フォローアップ研修があれば参加したい

⑥レク活動の場に参加したい

⑦レク活動の仲間作りがしたい

⑧出身校{教員)とのつながりを持ち続けたい

⑨佐賀県レク協会とのつながりを持ちたい

⑬地元協会の活動に関する情報がほしい

@ニュースポーツなど種目図体とのつながりを持ちたい

⑫卒業後、資格を生かすことを考えている

⑬次回に資格を更新する予定

平均

合計平均点

N=318 

3.69(1.03) 

4.10(0.90) 

3.47(1.07) 

3.47(1.06) 

3.24(1.08) 

3.62(1.02) 

3.53(1.09) 

3.49(1.08) 
3.08(1β5) 

3.35(1.10) 
3.38(1.02) 

3.72(1.04) 

3.52(1.07) 

3.51(0.73) 

45.68(9.48) 

4)レク資格取得(または関連科目受講)の動機に関する因子分析

ここでは、認定校でレク資格取得を希望する学生の意識をより詳細に検討していくため、 5.結果と考察の2)の(1)

で取り上げた、レク資格取得(または関連科目受講)の動機を基に因子分析を試みた。固有値1.0以上の因子に最尤

法による因子軸の斜交回転(プロマックス)を行ったところ、以下に示す4つの因子が抽出された。なお、全体の累積

寄与率は 51.4%であった(表5参照)。

表5.レク資格取得(または関連科目受講)の動機に関する因子分析

F1 F2 F3 F4 共通性

⑨学習することに充実感があるから .835 .739 

①新しい知識を知りたいという気持ちから 697 .463 

⑬勉強したことが人生で役立つから 一一一 一.694 .562 

⑫何かが出来るようになっていくことは楽しいから 636 .396 

⑩学んだことを将来の仕事に生かしたいから .572 

十:誌ト⑦他の人より優れているという気持ちになれるから .553 

⑪良い成績で単位が取得できそうだから .553 .402 

⑬資格を持っていた方が周囲の評価が高くなると思うから .524 .547 

⑤資絡があれば条件の良い就職口が見つかるから .670 .583 

⑧資格があれば社会に出て得なことが多いと思うから .634 一 .493 

④人並みにできないのは悔しいから |〔.5656F3同

.532 

②勉強しないと将来仕事上回るから 423 

因子間相関 円

注)F1-F4に含まれなかった@渇⑬は記載していない。 F1

F2 

F3 

F4 

F2 

.19 
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まず、第1因子は、項目⑨(.835)、①(.697)、⑮(.694)、⑫(.636)、⑮(.572)から構成されており、これらは、学生

自身が自ら向上しようとする意識を意味していることから「内発的向上志向因子Jと命名した。次に、第2因子は、項目

⑦(.553)、⑪(.553)、⑭(.524)から構成されており、これらは、人より優れていることを意識する意味を成していること

から「優越志向因子」と命名した。そして、第3因子は、項目⑤(.670)、③(.634)から構成されており、これらは、資格

によって就職口など、何か具体的なものを得ようとする意識を意味していることから「功利志向因子」と命名した。最後

の第4因子については、項目④(.663)、②(.536)から構成され、これらは、周囲との関係により何かをしなければなら

ないとしづ意識をもっ意味を表していることから「外発的向上志向因子」と命名した。

引き続き、レク資格取得を希望する学生の意識から得られた4つの因子と満足度、取得後の活動に対する意識の

各質問項目に着目し、それぞれの関係性を探るため、重回帰分析の手法等を用いながら詳細な検討を試みる。

5.結果の要約

ここまでの結果、①レク資格取得(または関連科目受講)の意識(=動機)は、他人の行動や成績・評価には関

係なく、学ぶこと(資格を持つこと)が自らの教養や可能性を高めることになり、それを将来生かしていこうとする向

上意識がそのまま動機となっていることが示唆された。②受講後の満足度では、①で示された向上意識に対す

る高い満足度にあわせ、レク現場実習を経験することによって、地域社会で自分を生かし得ることが確認できたことが

高い満足度として現れていることが示唆された。そして、③取得後の活動に対する意識からは、取得した資格を生か

すべく、どこかで活動を継続していきたいという強い意識が見て取れた。しかし、その活動の情報収集の媒体役を担う

地元レク協会に対する意識の低さが明らかになり、有資格者への活動支援対策への課題が挙げられた。以上より、

「①動機j、「②満足度」、「③活動意識Jが相互に高い関係性を有していることが明らかになった。

詳細な検討の第一段階として、④レク資格取得(または関連科目受講)の動機(=意識)要因として、「内発的向上

志向因子」、「優越志向因子」、「功利志向因子J、「外発性向上志向因子Jの4つが抽出された。

色豊珪
本研究を行うにあたり、佐賀県内の課程認定校の大谷久也(九州環境福祉医療専門学校)、井手一雄、吉村理英

(佐賀女子短期大学)の各先生方、また7校の事務職員の皆様には多大なご協力を頂き誠にありがとうございました。

また、佐賀県レクリエーンョン協会におかれましては、研究助成をいただきました。心よりお礼申し上げます。

注1)日本レク協会の「平成 16年度事業報告Jによると、インストラクタ}の更新率は、全体で 39.6%であり、一般養

成による資格取得者が中心となる 12月更新が、 57.1%であるのに対して、認定校養成が中心となる6月更新で

は 38.1%である。
注2)日本レク協会は、有資格者への支援のあり方等を探るため、 2003年 9月に全国レベノレのアンケート調査によ

る実態調査を実施し、有資格者の持つ2つの大きな志向(ニーズ)を明らかにしている。一つ目は、地域でボラン

ティア的に資格を活かして活躍したい“地域で活動したい"という「地域志向」のニーズ。二つ自として、高齢者福

祉施設等による業務の中で資格を活かして活躍したい“仕事の中で資格を活かしたい"という「業務志向Jのニー

ズである。
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巨三百

レクリエーション資格に関するイメージ分析

0池田孝博1・土井長信1・金崎良三2・山田力也3・田崎伸子4・堤公一5

(佐賀短期大学1・佐賀大学2.西九州大学3・西丸J判大学崩止医鱒門学校4・九州龍谷短期大学5)

緒言

現在、(財)日本レクリエーション協会(以下;r日本レク協会」と略す)の公認指導者資格の養成形態には、主に都道府県協会が日

本レク協会の方針に沿って開催する講習会などでおこな%の←殻蓑劇と、大学、短大、専門学樹ょどの高等教育榔母で、日本レク

協会が定めるか井ュラムを開講し、認定を受けた、日本レク協会公認指導者養成課程認定校(以下;r認定校Jと略す)によるものがあ

る(古田ら 2003)。平成17年度における認定校は、全国412校、 473講座にのぼる(ニュースレター26号 2005)。市河(2001)は、資

格取得方法の違いは、取得後の指導行動に関係しており、一般養成の方が、レクリエーション活動を積極的に行い、自己開発や自己

啓発につなげているのに対して、認定校では、卒業後の就職などに対して資格取得を有利に利用しようとする傾向があることを出商

している。近年、日本レク協会では、資格の更新率の低さが問題となっている。そして絶対的なデータではないものの、その多くが認

定校で養成された有資格者と推~Æされており注1l、現在、有資格者フォローアップの取り組みがなされているところである。認定校卒業

生の更新率低迷の背景には、取得時と更新時の地理的条件、更新制度、認定校における養成教育の内容など、様々な外的要因が

考えられるが、学生自身の内的要因、すなわち彼らの意識にも目を向けて、その上で有資格者の更新継続、活動活性化の問題につ

いて取り組んでいく必要もあるよう主乙思われる。これまで有資格者を対象とした、活動実態・意語体どの調査は数多くなされてきたが、

認定校の学生を対象としたものはあまりなされていない。そこで、佐賀県レクリエーション公認指導者養成課程認定校連絡会(以下;

「佐賀県認定校連絡会」と略す)では、岡県レク協会が進めている、「有資格者サービス強化モデ

ル事業J(平成15-17年度)とも連携を図りながら、認定校における教育内容と、資格取得後の活動

支援充実を目的として、学生に関する意識調査を実施するに至った。本研究では、レクリエーショ

ン資格のイメージについての分析を試みる。特にこの発表では、取得する資格の遠いからくる、資

格に対して抱いているイメージの特徴について明らかにすることを目的とする。

方法

1. 調査対象

佐賀県認定校連絡会、全7校(大学2、短大3、専門学校2)の資格申請予定者371名

2. 標本数

配布数371に対する回収数334件(回収率90.03%)、うち今回分析対象にする設問に対して

記載がないものなどを除いた有効回答数は253件(有効回答率68.19%) 

3. 調査方法

質問紙法を用い、用~ruま資格申請ガイダンス時に配布、申請書提出時に回収した。

4. 調査期間 2004年11-12月

5. 用いた質問文

質問紙の最後に、「レクリエーションの資格とはと、のようなも

のだ乙思いますか? 活用場面・活動内容など、この資格につ

いてあなたが持つイメージを自由に記述してください」という項

目を設け、回答を求めた。なお、インストラクターと福祉レクリヱ

ーション・ワーカー(以下;r福祉レクワーカーJと略す)、それぞ

れについて記述を求めたが、福祉レクワーカーに関する回答

が少なかったため、今回はインストラクターに関する回答のみ

を分析する。

表1 基本的属性
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6. 分析方法

自由記述の分析には、テキスト型データ解析、刀トウェア WordMinerを用い、テキスト・

マイニングの手法で行った。 WordMinerの機能やデータ解析の手法に関しては、大隅

(1997，2000，2002，2004)、保田(2002，2003)をはじめとする多くの研究に詳しく述べられて

いるため、ここでは概絡を示すに留める。

自由記述から得られたテキストテ、ータについて、「分かち書きJを行い、「構成要素」を抽

出した。さらに辞書機能を利用して、匂誌点、助詞、特殊記号や分析にかかわりの低いと

思われる語を削除した。同時に解析対象の構成要素を整理し、分析見通しを改善するた

め、同種の語を一つの語に置換する手続きを行った。得られた構成要素について分析を

行強に、意見(語)のバラツキをある程度整理する目的で、頻度3回以上(闇値寸)を分析

対象にした。このような作業によって得られた構成要素と、性別・資格取得(インストラクタ

ーのみの学生と、福祉レクワーカーのみおよび両方取得する学生)の2つの質的変数によ

る多次元データ解析(対応分析)を行った。

結果

1. 回答者の基本的属性

まず、調査対象とした回答者の構成について簡単に述べる。表1に、 253名の年齢構成、

倒 IJ、課程認定校の種別(学校観1])、取得するレクリエーション資格の種類(インストラク

ターのみの取得者と、福レクのみおよび両方取得者)、卒業許愛の予定進路(記入日現在の

予定)を示している。年齢の平均は21.41歳(N=252，未記入者I名、 SD=3.l4)であった。

2. 分かち書きJI辞書編貨の結果

対象サンプル(N=253)を分かち書き処理した後の構成要素数および異なり構成要素数、

さらに辞書編集後の辞書編集後の有効サンプル数、構成要素数および異なり構成要素数

は表2に示した。なお、編集に使用した辞書は、、刀トにあらかじめ備えられている、記号・

句誌~.助詞の削除辞書と筆者が作成した編集辞書(削除と置換、表 3)を使用した。

3. 多次元データ解析の結果(構成要素ど質的変数[性別・取得資格J)

学生の取得資格の違いにより、インストラクターという資格に対するイメージに相違がある

かについて検討するため、資格のイメージ記述に使用された単語(構成要素)の関係につ

いて分析した結果を示したものが表 4である。すべてのサンプル(分かち書き編集後の

249)を間IJと取得資格により4つのカテコVーに分類している。各カテヨ止ーに寄与する語

(有意にはたらく語)と寄与しない語を 10語ずつ要約した。またその寄与の程度を示す検

定値ほかの数値は、ここでは省略した。

1) インストラクター取得の女性に特徴的な構成要素は、「福祉j、「仲間作りJ、「交流J、

「一緒」など主に、人間関係に関連するものが上位を占めるのが特徴である。

2) 一方男性では、「私(自分)J、「利用者」など、レク活動の支援・援助者や主体を示す語

と、「わからない」、「あまり・・・ない」など、否定的な表現が目に付く。

3) 福祉レクワーカーの女性には、「役割j、「難しい」、「ボランティアjなどが有意に特徴

付けられた。

4) 男性の場合は、「計画」、「支援・援助」、「知詩むなどレク活動の援助実践に関わる要素

と、「余日段jが上位を占める結果ぷEった。
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4. コンコーダンスによるデータ探索

カテゴリーに有意な構成要素が示されたが、その

解釈が難しい構成要素に対する探索的なデータ理

解が必要に思われる。 WordMinerでは、構成要素が

使用されているデータを探索することが可能であり、

そのー伊助U:iJ~コンコーダンス(用語検索機能)である。

たとえば、今回の分析でカテゴリーに寄与する構成

要素の中で、否定的表現「わからないJiあまり・・・な

いJや「難しい」など、ややネガティブな構成要素が

見られたが、それぞれどのような文脈で使用されて

いるかを見ふことが出来る。表5をみると、「わからな

い」という構成要素が、「何が出来るか」、「今後どすよ

るのか」、「活用内容J、i(資格の)意味があるか」な

どの表現と関わっていることが理解できる。同様に、

「あまり・・・ない」も、活用の可能性、活用される状況

を見た経験、資格取得と現在の活動状況との関係、

実用性、資格という認知などに関して言及する際に

使用されていることが確認7できる。

まとめ

以上、取得資格の違いによるレクリエーション

資格のイメージについて分析を行った。

日本レク協会は、インストラクターを「多様なレ

クリエーション活動を支援」し、「さまざまな遊びの

メニューと、揃荷を持ち、楽しさの体験を多くの人

に提供」し、「人と人との楽しい交流促進や、楽しさ

の体験に主眼をおいた技術指導の方法を学んでい

る」、 mレクリエーション』という世界に興味・関心

を持つ方々の入門的な資格j と定義している。また

その活動内容については、 i"楽しみを共にし、"人と

人人と自然りとのきずなづくりをする事をお手伝

い」、「地域のみんなが気持ちょい生活が出来るよう、

スポーツやカルチャー、福祉分野や野外活動、芸術・

文化・学習活動などのレクリエーションを通して地

域を活性化」、「健やかに暮らせるよう心と体をリフ

レッシュJ、「楽しみながら自然と共生する生き方を

提案」、円国人を対象にさまざまな種目の楽しさ、新

しい種目の紹介など新しい楽しさを見つけることJ

などとしている(引用文中下線は引用者による

h均 :llwww.recreation.or.jpllicenselO説ndex.h回 u。

今回、インストラクター取得者に、「福祉j、f利用者J

表4取得資格羽生別を特徴づける単語(構成要素)の一覧

サンプル数(人) 134 66 27 22 

異却J構底草案致 112 88 53 40 

1 在許止 活用 役割 計画

2 仲間作り 私(自分) 車tしい 剣股

3 交流 生きカtい ボランティア 苅霊・援:IJIJ
4 楽しい 手l朋者 工夫 知1国官

5 一緒 わからない レクリエーション 楽:1-:ませる
6 封、す インストラクター 重河川者 仕事

7 スポーツ あまり・・・ない 思って 考える

8 活動 現場 泊して 提供

9 役立つ 施設 来しさ 自然

10 高齢者 場(場面) ゲーム 信頼(樹

10 創破 運動 iifHl;:)でも 子供

9 施設 手U片ナ 出来る や~を!IJIJかす

8 復宣l 生かす ために ふれあい

7 利用者 楽しい 考える ボランテイア

6 参加渚 活動 ふれあい 私(自分)

5 思って 学校 指導 スポーツ

4 生き均九ミ 通して 私(自分) 利用者

3 工夫 樹吐 生活 出来る

2 議しさ 交流 場{場面) 交流

1 活用 イ中慣例 楽しい 高齢者

表5コンコーダンス(用語検索機船

在の嗣 |牒語| 抑制

、調理現場(仕事)にでないと何とも
目言えない、今後どうなるのかわからな

何が醐ぬのか良<1担主挫 l
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施設に郎曲した時などに活かしたいと

思う.しかし、実際、授業で業らだことは 活用できなかった.もっと様々な分野で
ほとんど身体的に異常がなく、知的の方| あまり l幅広飢えるよ流内容をしてほしいと思
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など福祉の業務を意識した資格イメージの構成要素が見られたのに対して、福祉レクワーカーでは、「余暇」、「ボランティア」、

「楽しませる」、「楽しさ」、「参加者」、「ゲーム」など「多様なレクリエーション活動を支援する入門的な資格」を意識させる

構成要素を見ることが出来た。このことは、福祉レクワーカ一課程を学修した学生が、インストラクターと福祉レクワーカー

の資格の特性を理解していると考えることができる。それに対して、インストラクターのみを取得する学生で、福祉分野への

業務志向ニーズ部)を持つものは、「多様なレク活動支援の入門的資格Jのインストラクターに対して、福祉業務を意識したイ

メージで捉えたり、逆にそう期待するあまり、「実習ではあまり活用できない」などネガティブなイメージを抱いたりするの

ではないかと考える。

今回の研究の反省として、カテゴリーに有意にはたらく構成要素からイメージに関する記述の意味内容を考察するのに昔慮

した感がある。質問項目の設定の仕方に工夫が必要と思われ、広く活用できる標準的な尺度作成にむけての課題となる。今回の

成果や反省をもとに、認定校として養成教育の充実現司査研究を併せて取り組んでいきたい占考えている。

謝辞

本研究を行うにあたり、調査協力をいただいた大谷久也(九州環境福祉医療専門学校)、井手一雄、吉村理英(佐賀女子短
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注1) 日本レク協会の「平成16年度事業報告Jによると、インストラクターの更新瑠ま、全体で39.6%"であり、一般養成による資格取

得者が中比なる 12月更新が、 57.l%"であるのに対して、認定校養成が中はなる6月更新では 38.l%"である。

注2) 日本レ列窓会が2003年9月に実施レた全国調査によって、有資格者の 2九志向(ニースヲが明らかにされている。そのひと
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巨三百

老人医療・福祉施設におけるレクリエーションワークおよびレクリヱーション専門聴

の投割に関する研究(2 ) 

小池和幸(仙台大学)

1 .はじめに

現在の老人医療・福祉施設におけるレクリェーション・サービスはリハビリテーシ

ョンの役割を担う場合、余暇生活の活性化を担う場合など多様な役割を担って利用者

へ提供されている。また、レクリエーション専門職(以下レクリエーションワーカー)

の有無に関わらずこのようなレクリエーション・サービスがほとんど多くの施設で実

施されている。

本研究は、レクリエーションのワーカーを雇用している老人医療・福祉施設におけ

るレクリエーションワーカーの施設におけるレクリエーションプログラムとのかかわ

りを分析することによって、その役割と専門職性を明確にすることを目的とする。

本学会において、第 1報では施設に勤める職員のレクリェーションワーカーに対す

るイメージや認識のされ方からレクリエーションワーカーの特性を考察し、次のよう

に報告した。レクリエ}ション・サーピスの対象は人(患者)であり、レクリエーシ

ョン・サービスの目的はりハピリテーションなど治療的な側面と生活の向上、生きが

い支援、余暇生活の充実を図ること、人や地域社会と交流すること。主なレクリェー

ション・サービスのための手段はグループや個別に対してのゲームや歌、体操、運動、

行事など。そして、レクリエーション・サービスやレクリエーションワーカーの認識

におけるキーワードのーっとして「楽しみJがあげられた。このような、レクリエー

ションワーカーの仕事認識は従来の「レクリエーションJという言葉から連想する「レ

クリエーションを説明する言葉:遊び、余暇、気晴らし、休養、娯楽、元気回復、り

フレッシュ J、 「レクリエーションの気分・感情を表す言葉:楽しい、面白い、愉快、

気楽、やさしいなどJ、 「レクリエーションの具体的な内容(種目ゲーム、スポ

ーツ、歌、カラオケ、フォークダンスなどJ、 「レクリエーションとともにあるもの:

自然、自由、仲間、集団、グループ、ふれあいなど」のイメージと大きく異なるもの

ではなかった。また、今後の課題として、レクリェーションワーカーと援助対象の関

係における具体的な作用について検討。レクリエーションワーカーの介入により期待

できる具体的な効果。レクリエーションワーカー固有の介入方法と介入時の環境。医

療、福祉専門識との関係・連携における役割の明確化。これらの要因について具体化

することが医療、福祉領域のレクリエーションワ}カーの知識と技術を明確にするも

のであると考えられた。

本年度は、レクリエーションワーカーが医療施設で関わっているレクリエーション

プログラムについてセラピューティック・レクリエーション・サービスモデ、ノレを活用

してプログラム分析を試みることによりレクリエーションワーカーの役割、専門職性

について考察するものである。

B. 研究方法

A県A市にある I病院・老人性認知症疾患治療病棟におけるレクリエーショナル・

アクティピティ・プログラムについてプログラム分析を実施した。

一76-



プログラム分析項目は、プログラム名、プログラムの内容、担当職員の役割、プロ

グラムの目的、援助環境の特徴、参加者の動機、 TRモデルである。

なお、 TRのモデノレはオモロウのセラピューティック・レクリエーションのヒュー

マン・サービスモデル1) (医療モデル、保護管理モデル、治療的環境モデノレ、教育・

訓練モデノレ、コミュニティモデルの 5つのモデノレ)及び余暇活用モデノレ:ピーターソ

ン&スタンボモデル 2) (機能向上、レジャー教育、レクリエーション参加の 3段階に

構成されるモデノレ)、健康維持/健康増進モデノレ:オースチンモデ、ノレ 3) (援助者の主

体性と利用者の主体性の関係、から自分が好まない不健康な状態から自分が好む健康な

状態までを連続的に示したモデル)の 3種類のモデノレを分析指標に使用した。また、

レクリエーションワーカーのプログラムへの参与形態について分析することで役割の

所在と使用しているスキルを明らかにする。

各々レクリエーションプログラムの詳細については事前に担当者より調査用紙にて

項目ごとに記述を依頼した後、ヒヤリングを実施しそれぞれの T Rモデ、ルの位置等を

確認した。

以上、分析項目を包括的に考察し、レクリエーションワーカーの役割と専門性につ

いてまとめるものとする。

m.結果と考察

I病院・老人性認知症疾患治療病棟のレクリエーショナノレ・アクティピティ・プログ

ラム(以下レクリェーションプログラム)まとめると、集団 OTや趣味活動、スポー

ツレク、お茶の会(回想法)、誕生会、園芸活動、創作活動、健康体操などの実施状

況を把握するととができた。(表1)

二重主 I I.".，.~ー~ "司J I V "J  I向i容.s.!勺 -，.， ....-." /""""'¥-t.J、1%置，，;:，..主""ブ輩""ロ、Hデ金aラ曜，ロム由胃白K活T目岡用的fコRJ
ロラム名 ロラム由 圏実施評価 環 参加の動機 TRモデル1 TR-モデル2 TRモデル3
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I病院・老人性認知症疾患治療病棟のレクリエーションプログラムは、入院患者の病

棟における居心地(環境)を良好にすることを 1次的な目的としてサーピスされてい

る。病棟での居心地の良さの享受は認知症患者の疾病、障害の改善へ効果があるとの

仮説からである。認知症患者のレクリエーションプログラムへの参加は、病院生活へ

の適応や認知症への治療的効果の向上、急性期の精神状況の悪化の抑制・沈静、活動

性の維持と生活のリズムづくりが期待される。この施設におけるレクリエーションプ

ログラムの最も大きな役割のひとつは老人性認知症患者の急性期治療環境の整備と保

護管理にあると認識されている。

レクリエーションプログラム個々の目的設定は気晴らしや交流、余暇の活用、生き

がい援助、機能維持、治療など多岐に及ぶ。それぞれのレクリエーションプログラム

が目的達成することが、病棟の居心地の良い環境づくりへつながり、結果的に老人性

認知症患者の治療効果の促進と QOLの向上へ派生する。

オモロウのセラピューティック・レクリェーションのヒューマン・サービスモデノレ

に当てはめてみると「保護管理モデノレ」及び「治療的環境モデノレJ、 「教育・訓練モ

デノレJ、 「コミュニテイモデル」に該当するプログラム構成であると推測できた。

余暇活用モデノレ(ピーターソン&スタンボモデノレ)でプログラムの位置及びレクリ

エーションワーヵーの役割をみると「機能向上」、 「レジヤ}教育J、 「レクリエー

ション参加Jの全てのモデルにより構成されていると恩われた。

健康維持/健康増進モデル(オースチンモデノレ)による、ワーヵーの主体性と参加

者の主体性・自由度の関係からプログラムを分析すると治療的活動及び自分の好まな

い環境での不健康な状態に近いところに位置するものと、余暇活動及び自分が好む環

境での健康な状態の両方のモデルが存在すると思われた。

レクリエーションワーヵーが担うプログラムへの役割はレクリエーションプログラ

ムの計画、実施、評価いずれの役割も担っている。プログラム実施の場面では特にグ

ループによるプログラム支援をレクリエーションワーカーは中心的役割として任され

ている。レクリエーションワーカーが楽しい雰囲気を意図的に醸成して実施されるレ

クリェーションプログラムが病棟の居心地の良さと良好な治療環境づくりを促進する。

との施設でのレクリエーションワーカーに期待される役割はグループワーカーとして

のものが大きい。

w.まとめ

I病院のレクリエーションプログラムはセラピューティック・レクリエーション・サ

ーピスモデノレの連続性やカテゴリーを意識して展開されているものではない。しかし、

結巣として病院という目的制限のある環境の中で治療的要素を含むプログラムから社

会参加的要素を含むプログラムまで利用者のそチベーションの変化に対応できるプロ

グラム構成になっていた。

レクリエーションワーカーのこの施設での役割を振り返ってみるとグループを援助

するインストラクターとしての印象を強く受けた。改めて、わが国の事情に即したレ

クリエーションワーカーの役割や最も受け入れられやすい位置づけなどについて見当

-78-



を重ねる必要性を感じた。
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匡三百

オランダ社会の近代化とヨハン・ホイジンガの遊戯文化論

杉浦恭(愛知教育大学)

はじめに

ヨハン・ホイジンガ (JohanHuizinga 1872-1945)の遊戯文化論研究は、数多く存在する c

しかし、遊戯文化論の社会的・思想的背景を明らかにした研究は、これまでになかった。

遊戯文化論の背景に、近代社会や近代文明に対するホイジンガの批判的認識があったとの

見方は存在したが、実証的に行われた研究はなかった。そこで本研究は、ヨハン・ホイジ

ンガの遊戯文化論の社会的・思想的背景を明らかにすることを目的とした。

研究内容

本研究は、二つの課題を設定した。第一に、ホイジンガの遊戯文化論には、どのような

社会的背景があったのか、オランダ社会の近代化と生活様式の変化から明らかにすること

である。第二に、ホイジンガの遊戯文化論には、いかなる思想的背景があったのか、ホイ

ジンガの近代社会認識と近代文明批評から明らかにすることである。

オランダの産業化は、ホイジンガの生涯を通して進んだ。ホイジンガが生まれた産業革

命期以降、オランダ社会は急速な産業化を遂げた。なかでも工業化の進展は、オランダの

経済力を強め、人々の生活を物質的に豊かにした。だが一方で、それまでの家庭的な手工

業や、ゆとりある生活は失われていった。オランダの人口は、ホイジンガの生きた時代に

急増し、都市部では、人口の集中化が進んだ。より収入の多い仕事を求め、田舎から移り

住んだ労働者によって、大都市は人間で溢れた。そうしたなか、労働者の聞に選挙権を求

める運動が起き、段階的に選挙権が拡大された。 1917年に普通選挙制と比例代表制が導入

されると、政治は、上層階級から労働者階級の手に渡った。知識や判断力に乏しい大衆が、

数の多さで政治を動かすようになったのである。オランダの帝国主義政策は、インドネシ

アにおいて文化的な統制を行った。他国の文化を力で統制し、近代文明を戦争に利用した

のである。普通教育の普及は、就学率を上げ、文盲率を低下させた一方で、子どもに大量

の知識を注入し、創造力や判断力を養う教育が疎かにされた。学校教育は、遊びの要素を

失い、学ぶことに対して受け身の姿勢をつくった。このように、オランダ社会の近代化は、

人々を、遊びと文化から疎遠にした。

ホイジンガの時代、オランダ都市部の住環境は劣悪だった。そのため、いち早い改善を

目的に、標準化・画一化した住宅が数多く建てられた。それは、かつての建築と異質な、

コンクリ}トでできた装飾を施さない一様なスタイルであった。経済的合理性を重視した

オランダの近代建築は、建築において遊びの要素を消失させた。建築文化は、画一化し、

多様性を失ったのである。労働者の労働環境は、産業革命以降、かなり厳しい状況にあっ

た。労働時間は徐々に減少したものの、 1920年代の終わりまで長時間労働が行われていた。

労働者は、少しでも収入を増やすため、過酷な労働に耐えた。仕事からゆとりや遊びの要

素は失われ、非人間的な労働形態で働いていた。その極みが、 1920年代に導入されたテイ

ラーシステムであった。自由時間は、休息や気晴らしに利用され、アルコーノレに溺れる労

働者が多かった。教養を身につけたり、自己実現・自己開発を図る文化的な活動を行う労

働者は少なかった。しかし、 20世紀になり、少しずつ自由時間が増えると、労働者のなか
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にはスポーツや趣味を楽しむ者が増えた。積極的・能動的な余暇活動を行う労働者がいた

一方で、映画やギャンブルなどの受動的・消極的な余暇活動を行う者も多かった。

このように、ホイジンガは、遊びが損なわれ、文化の画一化が起きた社会に生きていた。

こうした状況が、ホイジンガに遊びと文化への関心を高めさせたと考えられる。

第二の課題については、政治・経済、文化・教育、社会生活一般に渡る、近代社会と近代

文明に対するホイジンガの見解から遊戯文化論の背景を探った。

ホイジンガによれば、政治は、遊びの要素が薄れ、面白味のない生真面白な活動になっ

た。大衆が議会政治に参加したことで、それまでみられた品位あるスポーツ感覚の討論が

なくなった。政党は己の利益を獲得するため、議会においてムキになる生真面白な打算的

議論に終始するようになった。

経済は、利益追求を目的に効率性を重視したため、労働をはじめ、生活の様々な場から

遊びやゆとりが失われた。すると人聞は、与えられた労働、与えられた娯楽のなかで生活

し、自ら考え判断する力、創造する意欲を喪失した。

文化は、画一化や低迷化が起きた。それは、経済性を重視した近代建築、商業宣伝に利

用された芸術、キリスト教の倫理や道徳の及ばない文学、政治に利用された哲学などに見

ることができる。文化の創造過程における努力や修練、遊びは失われ、精神的な要因が軽

んじられるようになった。

普通教育は、中途半端な知識を身につけた、受け身で均質化した人間を輩出した。その

原因は、思考力や創造力の育成よりも、知識の量を増やすことに重点をおいた学校教育に

あった。教育は、有用性を重視するあまり真面白になり、遊びの要素が減退した。

社会生活は、近代文明がもたらした映画やラジオが安易な娯楽として人気を得たが、他

方で、人聞から思考力や判断力を奪い、受け身の人聞を増やした。販売部数を増やすため

センセーショナルな記事を書く新聞は、利益を追求する近代社会の真の姿であった。また、

人々の宗教離れや性交渉の自由化が進み、道徳や規範の衰敗が起きた。

ホイジンガは、近代社会が、物の豊かさや利便性を追求したため、近代文明に依存する

度合いが大きくなり、人間の社会生活が機械化したと捉えた。これが、人々から遊びを奪

い、物事に積極的に取り組む態度を失わせ、文化的な活動に対する意欲を失わせたと考え

たのである。

ところで、ホイジンガの遊戯文化論の特質は、美しく生きたい夢や崇高な理想、が、遊び

を通して表現されたとき、豊かな文化が創られることにあった。またホイジンガは、遊び

と文化の密接な関係、を、様々な文化領域で論証した。ホイジンガにとって、遊びは、夢や

理想、を表現する方法であり、文化の形成に欠かせなかった。その遊びが、近代社会におい

て、経済的・物質的豊かさを求めるあまり、蔑ろにされているとホイジンガは認識した。

文化を愛するホイジンガにとって、当時のオランダはかなり深刻であった。近代文明に重

みをおく社会に向けて、遊びと文化の重要性を説かずにはいられなかった。これが遊戯文

化論となって、世に出たと考えられる。

住 j盆
ホイジンガの遊戯文化論は、オランダ社会の近代化において、遊びを喪失し、文化を危

機に陥れた、経済的価値・物質的価値を追求する近代社会・近代文明に対する批判的認識

が背景にあった。
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匡三回

2000'" 2004年“ワールド・レジャー・ジャ一ナノレ"における

投稿研究論文の動向

O栗原邦秋(余暇問題研究所) 高橋伸(国際基督教大学) 高橋和敏(余暇問題研究所)

キーワード:研究動向、 WorldLeisure Journal、WorldLeisure Association、WLRA

Iはじめに

本研究は、先行研究の吟味とその利便性向上への寄与、そして、レジャー・レクリエー

ション分野における研究動向の掌握を狙いとした研究の一環である。 1995年(第 25回大

会)、 2001年(第 31回大会)および 2004年(34回大会)にて「全米レクリエーション・公園

協会 (NR P A)年次大会レジャー研究シンポジウム抄録にみる研究動向」を発表したが、

その範囲を広げたものである。

E研究目的

本研究の目的は、 r2000年""2004年に発行された“WorldLeisure Journal" に掲載さ

れた投稿研究論文を整理・分析し、その動向探索を試みること」とした。各国の研究者た

ちの着眼点や方法・手法から今後の研究への示唆を得ようとした。ただし、各研究の内容

に対する評価には及んでいない。

E研究方法

1.2000年""2004年に発行された“WorldLeisure J ournal"の入手。

2.掲載された 119題の投稿研究論文から整理・分析に必要とする項目を抽出しカ}ド化。

3.研究の領域分類は、全体を概観した上で適宜と思われる区分を施した。

4.分析の項目は、①研究領域・対象の傾向、②数量的研究と質的研究の傾向、③研究方

法(統計手法を含む)、④研究発表者の所属、⑤その他特記事項とした。

IVWorld Leisure Associationと“WorldLeisure Journal" について

1952年、世界規模でレジャー・レクリエーションの振興に寄与することを目的に World

Leisure and Recreation Association (WLRA) として創立。

2000年、各方面からの批判も出たが協会の名称から“Recreation" を削除した。また、

創立以来長年カナダに置いた事務局を米国アイオワ州北アイオワ大学ワエノレネス/レクリ

エーションセンター内に移す。

レジャー・レクリエ}ションに関わるおよそあらゆる分野からの会員を歓迎し、踊年で世

界大会(WorldCongress)を開催、調査研究・スカラシップ・カウンセリング・訓練プログ

ラムの提供、高度専門教育機関(WICE)の運営により促進を図る。世界各国から選ばれた理

事会 (Boardof Directors) を最高意思決定機関として、会長、事務局長、副会長により

運営がなされる。国連およびユネスコとの連携を図っている。

"World Leisure J ournal"は、機関紙として年間 4部発行される。従来は“WorldLeisure 

& Recreation" として発行され、 2000年の Vo1.42，No.2より投稿研究論文に査読を加え、

現行の研究機関誌としての体裁をより整えている。
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V “World Leisure Journal" Vo142 ， No1~Vo146 ， No4 における投稿研究論文の動向

口研究のテ}マ・対象はバラエティーに富む。その中で、高齢者・青少年・社会的弱者

(マイノリティー)を対象としながらレクリエーションの視座から健康・幸福の維持

増進や社会性の向上および救済方策を導こうとする試みが目立った。

口自国の社会情勢・問題を取り上げ、その実態紹介や問題解決を模索する研究が多い中、

とくに欧州における近隣諸国・地域に及ぶ研究が混じる。(イギリス人研究者が関与す

る研究に多い傾向)

口研究方法では、調査・実験による研究は 70題 (58.8%)、既存の資料・文献から情報

を収集した上で考察しながら理論体系を導く形態は 49題 (41.2%) であった。

口調査により研究を進めたものでは、数量的研究が 35題 (50%)、質的研究は 29題

(41.4% )、その両手法を駆使した研究が 6題 (8.6%) となった。

口数量的研究では、質問紙を用い、比較的大規模な調査データを統計手法に基づいて解

析している。その内 21題 (60%)が ANOVAを代表とする多変量解析を駆使する。

口質的研究では、高齢者・青少年・障害者・社会的弱者を対象にする傾向があり、半構

造的 (semi-structured) 面接ないし深層面接手法Cin-depthinterview) によって得

た 質的データを内容分析 (content analysis) および恒常比較分析(constant 

comparison analysis) を施す研究方法が主体であった。

日発表研究者の延数は 240人となった。 2人による共同研究が 51題 (42.9%)と最も多

く、単独研究は 48題 (40.3%)、3人では 10題 (8.4%)、 4人以上が 10題 (8.4%) 

となり、 10人による研究も 1題あった。

口研究者の所属は大学が圧倒的で、民間機関 7題、行政機関 2題、個人の投稿が 2題。

所属機関の国・地域は 19に及んだ。米国の研究者が最多で 59人。英国 28人。オー

ストラリア 27人。カナダ 17人。韓国 6人。オランダ、ギリシャ、ニュ}ジ}ランド

の研究者がそれぞれ 4人あった。

ロアジア圏からでは、韓国の大学に所属する研究者と米国・オーストラリアの大学院に

所属する中国人留学生による投稿研究が目立ったが、我が国からの投稿は無かった。

VIまとめと今後の課題

各国の研究者たちによる熱心な取り組みの一端を知ることができた。とくに、高齢者、

障害者、青少年犯罪に代表される社会的な援助・救済を必要とするグループを対象として

質的アプローチにより、研究者がより密接な立場で問題解決に取り組む姿勢に共鳴したい。
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匡三回

吉野林業地域における文化的景観の保全

0問中 伸彦(独立行政法人森林総合研究所)

黒田 乃生(筑波大学大学院人間総合科学研究科)

キーワード:文化的景観、吉野林業、奈良県川上村

I はじめに

わが国の野外レジャー・レクリエーション活動において、直接の利用対象として、あるいは間接的な環境要

素として、国土の約 3分の 2を占める森林の果たす役割は大きい。このことについては、既存調査。で、わが

国のレジャー・レクリエ}ション活動で大きなウエイトを占めているのは「自然の風景を楽しむこと」である

と報告され、その自然の大部分を森林ないし森林を含む地域が占めていると指摘砂されている通りである。

また近年、里山の雑木林はもとより、人工林を対象に、市民による余暇時間の森林管理ボランティアが活発

になりつつある 3)。その結果、わが国では、人工林の保全に対する一般市民の関心や知識が以前に増して高ま

っている。

さらに、国際的な流れを見ると、 1992年の第 16回世界遺産委員会において、「人聞が生活を通じて関わり

あってきたあらゆる人文的・自然的要素の総体としての景観も遺産の概念に取り込むべきJという制度見直し

の見解が示され、その結果、フィリピン・コノレディレラの棚田を筆頭に、農林水産業に関わる伝統的景観が世

界遺産に登録され始めた。この動きに対応して、文化庁は文化財保護法の一部を改正し、 2005年 4月 1日か

ら、「人と自然の関わりの中で作り出されてきた文化的景観Jを、新たに「文化財j として保護の対象とする

ようになった。

以上の動向を鑑みると、伝統的林業地域の文化的景観を保全することが、野外レジャー・レクリェーション

地域の空間計画という側面から、以前に増して重視されるべき時代になってきたことがわかる。そのため、伝

統的林業地域が持つ文化的景観の価値を正しく認識し、適切に保全する方法を確立することが急がれている。

この様な必要性から、文化庁文化財部記念物課では、上述の文化財保護法の改正に先立ち、「農林水産業に

関連する文化的景観の保護に関する調査研究」を行なった4)。同調査では、農林水産業や伝統振興・芸術・習

俗などに関わる文化的景観 2，311件の一次調査対象地を審査し、表-1に示すとおり 502件を二次調査の対象

としてピックアップし、最終的に 180件を重要地域として選択した。森林景観に限定して着目すると、伝統

的林業地や海岸砂防林地帯などを中心に二次調査の対象に 27件、重要地域として 7件が選択されている(表

・2)。そして、これら 7件のうち、京都市・京北町の北山林業については詳細調査が行われている 5)。

ところで、全国各地に散在する伝統的林業地域は、地域ごとに林業のしくみが異なり、それゆえに地域の風

土に即した個性ある景観を生み出しているという事実がある。そのため、伝統的林業地域の文化的景観の保全

については、全国一律のマニュアル作成は困難で、地域ごとに地域の個性に合わせた適切な保全のノウハウを

蓄積することが重要になる。さらに言えば、同じ場所で営まれ続けた伝統林業といえども、数百年にわたる歴

史の中では、絶えず技術革新が行われていて、昔からまったく同じ作業が引き継がれているわけではない。そ

のため、文化的景観のために守るものは何か、革新するものは何かについても考察する必要がある。

本調査研究は、以上の状況を踏まえた上で行われた。つまり、上述の文化庁調査の成果を念頭に、わが国の

伝統的林業地域における文化的景観保全のための留意点・問題点について、地元の住民らがどのような考えを

持っているのかを中心とした調査をとりまとめたものである。
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表-1r農林水産業に関する文化的景観の保護に関する調査研究」において二次調査
の対象とした地域および重要地域の一覧表

11 

判長
H

一
幻
一
幻
一
相
一
幻
一

4
-
6
-
n一
刊
誌
抱
一
位
一

mI土地詞用に関するもめ
11:風土に関するもの
m伝統的産業及び生活を示す文化財と一体となり周辺に展開するもの
JV:I-mの複合景観
網掛け・太字{ま森林景観に関わる箇所

II 対象・目的・方法

本研究の対象地は、奈良県吉野郡川上村である。川上村は、上述の「農林水産業に関連する文化的景観の保

護に関する調査研究」の森林景観部門において、 2次調査対象の全27件のうち 2件(吉野杉の林業景観、下多

古の森)がエントリーされ、そのうち 1件(吉野杉の林業景観)が重要地域に選定された。つまり、川上村は、林

業という側面から文化的景観を考えた場合に、わが国で最も重要な地域の一つであると判断できる。

調査の目的は、その川上村を対象に、吉野林業の現状認識および、吉野林業を文化的景観として保全するた

めの留意点・問題点を、地元住民の考えの中から明らかにすることにある。

方法としては、まず文献等の調査を行い、その上でフィーノレド調査による聞き取りを行った。具体的には、

吉野林業や川上村に関する既存の調査文献を整理し、 2005年 7月に川上村現地における予備的情報収集を行

った上で、 2005年 8月 30日から 9月 2日にかけてフィールド調査に入った。調査対象は、村内の役場、教

育委員会、森林組合、山守集落、吉野材販売促進協同組合で、インタピュ}形式の聞き取りを行った。

III 吉野林業の特徴的)

文献等の調査からまとめた吉野林業の概要・特徴を、以下に記述する。

吉野林業地域とは、広義には奈良県吉野郡全域を指す。ただし、吉野林業の成立の経緯を考慮すると、狭義

には奈良県の中央部を東西に流れる吉野川の上流域にあたる今回の調査対象地の川上村を筆頭に、東吉野村、

黒滝村の 3村を指すことが一般的である。
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吉野林業の特徴としては、①歴史の長さ、②育林方法のユニークさ、③山守制度など林業経営システムの特

殊性の 3点が挙げられる。

吉野地方の植林は、約 500年前、室町時代の記録に遡ることが可能である。一般に吉野の樹木が大量に出

回るようになったのは、戦国時代に豊臣秀吉が吉野地方を領有し、大坂城や伏見城をはじめ城郭建築に木材が

利用された頃である。その後、吉野地域は徳川幕府の直領となり、住民の生活は林業に支えられるようになっ

た。以降、明治の近代化以後も、吉野地域はわが国の代表的林業地であり続けている。

吉野林業の育林方法の特徴は、密植・多間伐・長伐期にある。つまり、①1haあたり 8，000・10，000本程度

の極端な密植を行うこと、②弱度の間伐を数多く繰り返すこと、③80・100年程度という長伐期を採用し、立

地条件の良いところでは 200年を超える人工林が珍しくないことにある。この様な林業が発達した理由は、

江戸期に酒:樽などの生産を目的とし、年輪幅が狭く (lcmに8年輪以上)、均一な材の生産を尊重したためで

ある。また、この様につくられた吉野の木材は住宅用材としても価値が高く、通直で節がなく、淡紅色の吉野

杉独特の色味が評価され、市場で高値で取引されている。

また、林業経営システムについて、吉野林業には大きな 3つの特徴がある。それらは、 a.借地林業制度、 b.

村外森林所有者による経営、 c.山守制度である。この吉野独特の林業経営システムは 17世紀の終わり(元禄

年間)に始まった。当時は木材生産による利益が低く、地元村民が生活を維持するために、村外の商・農業資

本に依存し、村外森林所有者に山林の経営者になってもらうというシステムが生み出された。つまり、村民は

自らを守るため、土地の所有権と使用収益権を分離して、借地林業制度を生みだした。

さらに、借地林業制度の発達と村外所有者への山林所有の移行に伴い、地元住民は山守制度という管理組織

をつくり、自らが山守もしくは山守に雇用される山林労働者におさまった。山守制度とは、森林の委託管理制

度であり、村外在住の所有者が、地元の山林近辺の集落に住む住民の中から信用のある者を選んで、保護管理

を委託するというものである。山守は、所有者に代わって人夫を集め、これを指揮管理して森林管理を遂行し、

管理報酬として日給・月給等でなく、立木の皆伐時に、 3"-'5%が山守料としてうけとる。さらに山守の慣例

として、立木が優先的に購入でき、木材流通にも従事して利益を得ることができる。つまり、山守の職務は、

山林の保護管理から植栽、間伐等の労務者や資材の調達、労務者の指揮管理まで及び、山林所有者の伐採決定

に対しでも山守の発言権は大きい。

IV 結果と考察

フィーノレド調査による聞き取りで得られた論点は、下記の通り 3つにまとめることができた。

(1)育林体系の保全

吉野林業の育林体系については、いずれの調査対象者への聞き取りでも、今後とも密植・多間伐・長伐期と

いう、 3つの特徴を残すべきという見解で共通していた。

ただし、現在、森林の伐採後に未植栽・未成林の場所が見られるなど、育林体系維持の懸念材料が散見され

るとの指摘が役場よりあげられた。この原因には林業不況と野生動物(シカなど)による食害が挙げられている

ため、山村振興策および野生生物の適正な管理施策が、吉野林業の文化的景観の保全のために必要になると判

断できた。

また、育林体系の特徴を保全するためには林業の効率化や低コスト化が必要で、そのために林道・作業道の

密度を増加させる必要があるとの指摘が森林組合からあげられた。さらに、密植・多間伐・長伐期という全国

標準から見れば規格外の林業に対しでも、国の補助金制度を受けやすくするなど、文化的景観保全のためサポ

}トシステムを望む意見が役場など、かちあげられた。

(2)林業経営システムの保全

林業経営システムの中でも、借地林業制度がすでに一部に見られる程度に縮小化していることは、文献等の
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調査の段階から明らかで、あった。

また、山守制度は、今後大幅に見直される可能性があるという指摘が、役場、森林組合、山守集落、吉野材

販売促進協同組合からあげられた。川上村では、近年の林業不況のもと、数 haから数百 ha規模の中小規模

の山林所有者にとって、山守に委託する林業経営システムを維持し続けること自体が困難化しつつある。そし

て、中小所有者が大規模所有者に山林を売却する動きも進んでいる。また、この動きに伴い、山守への委託契

約の解除などが発生し、山守の業務量の規模縮小が進んでいる。さらに、中小所有者が森林管理を森林組合に

委託するケースも増加傾向にあり、一方大規模所有者は自前の管理要員を確保することも少なくない。そのた

め、余剰となった山守の新たな就業の場が必要で、例えば吉野材販売促進協同組合などを立ち上げ、木材に付

加価値をつけて村外に販売する動きが見られるようになった。以上、林業経営システムについては、山守制度

の転換などを通じて産業構造の変革を行いながら、林業景観を保全することが重要であると考えられた。

(3)川上村全体を見据えた林業景観に対する考え方

川上村は林業地帯という役割に加えて、吉野川流域の水源林地帯という役割も尊重すべきという意見が役場

や山守の意見にみられた。従来、川上村は人工林で高名であるが、吉野川源流の大台ヶ原山を核とする台高山

脈の原生林地帯を村内に有している紛。そのため、川上村内の森林の約 3割は天然林である。吉野地域の林業

景観の保全では、人工林はもとよりこれら天然林を含めた統合的な景観管理が、今後重要になると考えられた。

さらに、川上村では下多古の森や水源林などの重要な森林を村有林として購入したほか、村有林で森林認証

(SGEC)を取得するなど、持続可能な森林管理に向けた積極的な姿勢が見られた。この様な、環境と調和し

た森林経営の推進を私有林にも拡大することが、今後の文化的景観の保全のためには肝要であると考えられた。

V 結論

以上、川上村の聞き取り調査から、吉野林業地域における文化的景観の保全を推進するためには、育林体界

の保全は従来通り進める必要があるが、山守制度などの林業経営システムについては、軌道修正を行い、シス

テムを変更させながら地域の林業景観を守っていく必要があるという認識にあることが結論づけられた。

加えて、水源林としての吉野の意義など、林業以外の森の役割にも留意した森林管理を行うことが共通認識

として村内にあることが確認された。さらに村が率先して公有林の買い取りや、森林認証を取得し、 500年の

歴史を持つ林業地帯の持続可能性に対する信用をさらに高める考えにあることが確認できた。
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巨三回

国民休暇村における眺望景観の形成とその特徴

カ日治 隆(日本アメニティ研野m
1.研究の背景と目的

国民榊毘村(平成 13年(2001)に「榊献す」と改札以下「榊霞柏とする。)は、国立・固定公園の集団施設地区計画

に基づいて宿泊施設を中心lこ園地、野営場、スキー場などを劉詰し、国民の風景観賞、付議、野外レクリエーションに

資する公園利用の拠点である。榊民村は昭和36年(1961)から国および都商覗並びに(財)榊閥、協会が整備し、管

理運営は(財)榊院本協会が行なっている。現在、全国に 36カ所あり、平成15年度の榊民村における利用者数は 447

万 7千人に及んでいる。付胡毘村信長団施設地区)に関する研究としては、榊毘村の計画に関する研究1)、集団施設地区

の立地タイプの研究2)、集団施設地区の景観に関する研究03)、榊毘村におけるインターフ。リテーションに関する研究4)、

榊献すの空間構造に関する研究5)などがあるが、榊毘村のE賠顎観に関する研究はなかった。本研究は、全榊民村

を対象とし、その眺望景観の形成とその特徴及て月見長場について考察することを目的とした。

研究の方法は、術開ナの地形図、計画図の収集と整理、現地調査による視点場からの視覚沿析を行うことによ

り榊毘村の艇歪景観の形成要因を明らかにするとともに、視長場づくりの技術句手法などについて検討した。

2.休暇村の眺望景観

(1)分析方法

分析には主に五万分のーの河野図、二万五千分の一地形図及び榊毘村計画図(五千分の一)も補完的に参照した。

定量分析としては、各併司段村における視点の位置を定め、視有Jから視対象の可視性を判断した上で主要な視対象を抽

出し、視距離、比高、視角(仰角、僻角)の計測を行い、視覚分析を行った。

①視点と主観見対象の選出

視点の位置(視点場)は、宿舎が全般的に榊関ナのほぼ中心部に位置していることから宿舎の玄関地先とした。視対

象は、筆者が各榊毘村の視点に立ち、そこから可視できる山岳、島l興、構造物、水面などの中から1または2の視対象

を選び、これを主要視対象とした。主要視対象は、山岳など陸域におけるもの 21ヶ所、島l興、海面など海域におけるも

の32ヵ所、合計53ヵ所お望出した。

②分析項目

a.視距離は、視，献ミら可視で、きる視対象まで、の水平距離を視距離とし、地形図によりその距離を計測した。

b.視角(側卯角)

視角(鮒叩角)の計測は、①山岳・島暁・構造物の場合は視点と山岳、島暁の山頂部(構造物はその中央部)との

標高差、創毎(湖)面の場合は視点と手前の海(湖)岸線との標高差を計測し視距離で除して視角を算出した。なお、

視覚分析にあたって傭角および仰角の判断標準を次の通りとした。

街角は、主に水面(海および湖面)の眺望を主題とするため、 1ぴ以上の場合は断崖感を感じさせるものとし、

f 以下の場合を広大な開放感を感じさせるものとした。

仰角は、特に 50以下の場合は容易に山岳など山容全体が見え、スカイラインが視覚的に卓越した重要性をも

っという知貝からrとした。盟

(2)髄顎観の鞘教

視対象は表-1に示した通り 53カ所である。このうち街角の視調象は 26ヵ所で、4ヵ所の島l興を除きすべて海(湖)

面である。仰角の視対象は27ヵ所で、構造物の2ヵ所以外はすべて山岳である。

①僻角

街角による視長場からの視対象の見え方は、図-1に示しお直りである。一脚告に海(湖)面を視対象とする備轍景
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表ー1 立地標高と視対象の視角及び景観保護状況

視点の標高 視角 景観保護状況

立地標高 休暇村 (宿舎位置) 主要視対意 (備角.-) 特別保謹 特別地揖

区分(m) (m) (仰角. ) 情負 仰角 地区 {第1，2覆}

乗鞍高原 1，595，0 乗鞍岳 14，9 • 。日光湯z 1.483，6湖 0，15 • 1 
1，∞0- 鹿沢高原 1，376，2 新鹿沢逼皐 -3，9 • (2.l 

茶臼山高原 1，240，0 事日山 16，7 ② 
那須 1，217，3 朝日岳 14.4 。
吾妻山 999，0 吾董山 19，6 1 

大山鏡ヶ成 915，0 烏ヶ山 13，2 。
磐檎高原 826，1 磐樋山 6，8 。

1000 妙高(五量彰) 785，8 妙高山 17，3 。
国沢湖高原 785，0 乳頭山 9.4 

500 岩手綱張温泉 772，8 高倉山 8，5 
富士 679.1 富士山 10，9 。O 
南阿蘇 643，0 高岳 8.9 。
議山高原 535.2 上議山 7，3 1.)(2) 
帝釈峡 489.5 聞神山 2.1 
讃岐五色台 374.9 ¢海 1.5 • ②讃戸大橋 -2，2 • 羽黒 312，0 p 356 3.6 • 包)

500 支務湖 286，3 ①湖 3，6 • ②車直岳 5，9 • ① 
100 雲仙 260，0 ①海 5，3 • (霞訪湖沼20 Ii:雲仙岳 5，3 • ① 

佐渡 120.0 〈主海 22，9 • ②鰐峰 2.1 • d溜
紀州加太 106.0 ¢題 12.1 • ②序ノ島 0，1 • ② 
近江八幡 85.3 ①;aII 0，09 • ② 

〔宮ヶ浜) ②沖ノ島 3，1 • ① 
桂中宮古 73.6 ①海 14.0 • 100 ②日出島 0，6 • 。
漏p肉車予 70，0 ①溜 13，3 • 50 ②石鑓山 4，5 • ① 
竹野海岸 66.7 ①海 12.7 • ②猶崎 2，7 • 。南淡路 59.0 ①嵩 11.3 • ①鳴門大橋 -0.1 • ② 
南紀勝浦 51.8淘 14，8 • 越前一国 30，0 軍事 -3.4 • 気仙沼大島 25.0 ①海 14，2 • ②小前見島 0.6 • .Jl2 
志賀島 11.0 ①海 3.1 • ②玄海島 2，2 • 皇E
能畳千里浜 10.2調 1，5 • -50 大久野島 6.6 1嵩 1.9 • ②小久野島 4.0 • ② 
南伊豆 6，0 G:海 3.4 • ②芥財天岬 2，6 • ① 
伊良湖 3.0 ①調 0.4 • ②宮山原始 3.3 • ② 
指宿 3.0 ①書 1.7・

②知林ヶ島 1.9 • ② 
館山 2.3 ①海 1.3・

②大房岬 0.6 • ② 

L 53 261 27 

1)榊毘村の立地と髄張観の形成

は、視界がひらけパノラミックな景観が倒僅できる。

街角が10
0

以上の場合は宿舎前面の急斜面お直し

て海面を倒僅することができ、南淡路など8カ所の休

暇村がこれに該当する。備角が最も大きい佐渡

(22.9
0 

)は半島の先端部に立地しているため断崖

景観と広大な海洋捌僅できる。街角が f 以下の

榊闘すは大久野島など11ヵ所あり、倒轍景は小さい

が海との一体感を感じさせる眺望景観となっている。

また、主要視却象が島嘆の陸中海岸、佐渡、讃岐五

色台などの場合は、街角は 2。前後で海域におけ

る点景的な鵬設観を形成している。

②仰角

仰角による視点場から視対象の見え方は図-2

に示した通りで抗。街角を主体とする髄頭観は

開放的であるのに対し、仰角を主体とする景観は

限定的、閉鎖的である。仰角fJ以下の視対象をも

つや同展村は瀬戸内東予など 13カ所である。これら

視対象に対する視線はスカイラインから空にかけ

て集まり、山腹への意識が弱くなることで、まとまり

のある景観を捉えることができる。仰角ゲ "'1ぴ

の視対象をもっ休暇村は雲仙など8ヵ所、 10
0

以

上は富士など 6カ所である。最大の仰角は吾妻山

の 19.6
0

で、山を目前に仰ぎ見るR旭顎観となっ

ている。以上、付d毘村には街角および仰角の視対

象がほぼ同数あり、これらの視対象を主体とする

眺望景観は休暇村の利用者に広大で1防車な空間

の享受と緊張感ある山岳風景の観賞に貴重な場を

提供していることが明らかになった。

3.眺望景観の形成に関する考察

榊毘キナにおける鵬顎観の形成要因を、榊隈村

の立地面呈や視点場の造成手法から考察を行った

結果は次のとおりである。

併胡関村吉建設される以前の集団施設地区は、温泉集落地や国有林野などを含む土地を集団施設地区として整備し

た。そのため、公園専用の施設用地はなく、しカも施設整備予算は少額で、施設は質量ともに貧弱であった。しかし、昭

和 30年代の急激な自然公園利用の増大によって施設の抜材包な改善を図る必要に迫られた。その対応として、国(厚

生省)は昭和35年(1960)に新らたなタイプの集団施地区として「国民榊毘村jの建設を構想し九従来の集団施設地区

に欠けていた公園専用地の確保、低廉な宿泊施設の設置、地域の自然環境を活かした野外レクリエーション施設を備

えた「理想的な集団管占地区jを全国の国立・国定公園の中から選定しようとしたのである。この構想に対し、関係地方
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公共団体は未開発地域の開発のため休

暇村の土地提供や基盤整備に積極的に

協力し、その結果、材胡段村は海浜期防も山

岳部へと多様な自然環境地に整備される

ことになった。その立主也伏況は図-3に示

した通りである。

標高別に休暇村の設置カ所をみると、

①標高 500m以上の山地に立地した併胡毘

村は蒜山高原など 14ヵ所、②標高 100m

から 500mの正脚色で、は細十i加太など7カ

所、③標高 100m以下の海浜地域には陸

中宮古など 15ヵ所である。①に該当する

休暇村は仰角の視対象を主体とする仰観

景を、③に該当する休暇村は術角の視対

象を主体とする傭敵景を形成していること

が認められる。

一方、付d毘村の地形は羽黒および日光

湯元は谷底部にあるが、その他の休暇村

は山地、丘陵地の山頂面または緩斜面に

あり、この地彬的条件が榊献すのすぐれた

似国頭観を形成する基盤的要素であるとと

が認められる。

また、視対象の景観句な制面をみるた

めに、視対象が国立・固定公園の保護規

制計画上いかなる保護対象として位置づ

けられているかを調査した。その結果は

表-1に示した通りである。山地、島l興

など36の視対象のうち国立・固定公園の

すぐれた風致景観として糊IJ-f:樽地区に

指定されている視弐橡は、乗鞍高原の乗

鞍岳、那須の朝日岳、磐梯高原の磐梯山

など9カ所の榊毘村でみられる。糊リ地

域に指定されているものは湯苅胡(日光

湯元)、吾妻山(吾妻山)、ム蒜山 C蒜山

高原)など22ヵ所である。

このように視調象の86%が国立・国定

公園の保護すべき「すぐれた風致景観地」

であり、この実態は榊毘村の質の高い眺

望性を実証するものである。



(2)視点場づくりの考え方

榊樹すにおける中心施

設は宿舎である。したが

って、宿舎は休暇村内の

利用の動線、形態を制御

するうえで最も適切な場

所に設けられる。設置ヵ所

は休暇村周辺の自然風

景を充分に観賞ができる

位置に選定されている。

宿舎の位置決定にあたっ

ては、①宿舎のロビーや

客室から山岳、海面など

主要な視対象が常瑚1僅

μふ峡叫与ι-w-四日~ 111111 rr--rrr刊 できるよう宿舎の轍槻

円認前続~詩令 山l 下竹nt↑It↑M1甘1 対象に直角に交差するこ
~ι-"-""~勺了L-L-ベ~∞ 白面積 ha lm -…加。 と、②宿舎と視対象との通

図-3 休暇村の標高及び区境面積 景親を確保するため宿舎

周辺を芝生または疎林の園地として良好な防僅空間とすること、など視点場の整備に配慮していることが明らかにfょっ

た。また、宿舎は、「日の出J、「日の入り」など、動的な風景観賞の視点場として利用されている。陸中宮古、南車部新甫な

ど太平洋側の伺司闘すは「日の出」観賞を楽しめるロビーや食堂の配置、陸中宮古では元旦の日の出遥拝のために宿舎

の屋上を榊隈本開t用者はもとより近隣の人々 の視点場として開放している。一方、「日の入りJについては能登千里浜、

志賀島など日柄餅則の榊毘村では、宿舎の前面を芝生イ七、掠林化し夕日を充分観賞できるよう環境整備カ将司つれてい

る。このように榊献すは地域の特色ある自然風最を観賞する視点場として整備されていると指摘することができる。
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4.まとめ

本研究では、全榊献すを対象に、倒僅景観の形成とその特徴を明らかにすることを目的とした。調査の結果、①視

点揚(宿舎)から眺望できる主要な視対象は 53カ所あり、その街角の視対象と仰角の視対象はほぼ同数である。したが

って、榊匪村の髄顎観は、広大で樹齢水面景観と緊張感ある山岳景観で構成されていることが鞘教であること。

②)すぐれた脳雪景観の要因は、跡橡の大部分は国立・国定公園の特別地域または特別来護地図こ指定されている

ことにあることを明らかにした。また、視点場(宿舎)の設定にあたっては視対象とのピスタの確保に配慮し、その京蹄に

よって常時すぐれた風景観賞が行われていることを指摘した。
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P-1 楽しむって何?セラビューティックレクリエー

ユノョシ'

マーレー寛子(平安女子学院大学)

茅野宏明(武庫川女子大学)

岸田圭代(高槻荘)

田島 栄文(甲子園短期大学)

P-2 輿望館学童キャンブに集う学生ボランティア

への研修の効果

五十嵐美奈(社会福祉法人輿望館)

野原健治(社会福祉法人輿望館)

高橋 伸(国際基督教大学)

P-3 三鷹市「緑のボランティア講座」活動報告

佐野 光昭(三鷹市緑と公園課)

漬野周泰(東京農業大学)

西村直人(東京農業大学)

麻生 恵(東京農業大学)

P-4 環境学習のための富良野研修ツアー報告

;賓野周泰(東京農業大学)

二階堂由紀(東京農業大学)

牧 昌代(東京農業大学)

栗田 和弥(東京農業大学)

P-5 尾瀬ヶ原を事例としたレクリエーション空間

と利用者属性からみた利用計画のあり方につ

いて-ROS(レクリエーション利用区分プロ

グラム)の概念を用いてー

津田 智匡(東京農業大学)

金子良知夫(東京農業大学)

下嶋 聖(東京農業大学)

麻生 恵(東京農業大学)

P-6 富士箱根伊豆国立公園箱根地域における展望

施設の実態と評価

園部真依子(千葉大学)

古 谷 勝 買IJ (千葉大学)

油井正昭(桐蔭横浜大学)

P-7 二次草原における環境保全ボランティアの参

加意識において一阿蘇野焼き支援ボランティ

アを対象として一

牧 安奈(東京農業大学)

麻生 恵(東京農業大学)

栗田 和弥(東京農業大学)

ワム
円
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P-8 市民参加・ l¥IPOによる自然環境の保全管理の

課題に関する調査研究

栗田 和弥(東京農業大学)

P-9 利根川上流域における「武尊100漫歩トレイル」

の市民による整備・運営計画について

岸 昌孝(非営利特定活動法人

利根川上下流連携支援センター)

栗田 和弥(東京農業大学)

P-10山形県金山町における周辺環境や住民の属性

の違いと景観認識に関する調査研究

山下賢太郎(東京農業大学)

朝日 隆太(東京農業大学)

麻生 恵(東京農業大学)

P-11自然公園の利用計画から見た乗鞍山麓五色ケ

原の利用システムについて

川口 香(東京農業大学)

下嶋 聖(東京農業大学)

麻生 恵(東京農業大学)

P-12サガルマータ(エベレス卜)登山がベースキャ

ンプに及ぽす環境影響についてのシミュレー

ションの試み

下嶋 聖(東京農業大学)

島田 沢彦(東京農業大学)

佐貫安希子(東京農業大学)

入江満美(東京農業大学)

麻生 恵(東京農業大学)

P-13町田市きつねくぽ緑地における市民参加型管

理運営活動と参加者の意識

薄井美江(東京農業大学)

山内 良豊(きつねくぽ緑地愛護会)

麻生 恵(東京農業大学)

ト14小笠原国立公園における適正な利用ルールの

導入に向けた現状と課題

井上麻美(東京農業大学)

下嶋 聖(東京農業大学)

一木 重夫(小笠原ホエールウォッチング協会)

麻生 恵(東京農業大学)



ポスター発表概要

P-l 

楽しむってf可?セラビューティックレクリエーション

マーレー寛子(平安女子大学学院大学) 茅野 宏明(武庫川女子大学)

岸田 圭代(高槻荘) 田島栄文(甲子園短期大学)

セラビューティックレクリエーションという言葉が、福祉現場に入ってきて久しし1。

しかし本当に意味を理解し、活用されているかというと疑問が残る。今回、このポス

タ一発表の場を借り、全米セラビューティックレクリエーション学会が出したセラビュー

ティックレクリエーションに関する説明のパンフレットを学会の許可を得て、 TR研

究会のメンバーが翻訳し、日本の現場にできる限り即し、理解しやすいものに作成し

てみたものを発表させていただく O より多くの人たちがセラビューティックレクリエー

ションを理解し、現場での活用が広がっていく一つのステップとなることを目的とす

る。

P-2 

興望館学童キャンプに集う学生ボランティアへの研修の効果

五十嵐 美奈(社会福祉法人興望館)

高橋伸(国際基督教大学)

野原健治(社会福祉法人興望館)

興望館は地域に根ざした福祉を展開する「セツルメント」として、児童厚生施設、

保育園、児童養護施設を運営している。青少年健全育成事業である夏期学童キャンプ

には約百人の小学生と三十人の学生ボランティアが参加し、「遊びの三間」が奪われ

たと言われている子ども達にとって、生活を共にしながら社会性や人間性、何よりも

「楽しむ」ことの喜びを育む大切な場となっている。子ども達の生活背景が複雑にな

る一方、学生自身も生活・社会体験が不足しており、遊びゃゲームを通して楽しむこ

との意味を実感できていない場合が多い。この為、キャンプ研修は講義型からワーク

ショップやレクリエーションを取り入れたプログラムに移行し、 4年前には継続的な

研修・ボランティア実践の母体として青年会が形成された。このような継続性のある

ボランティア活動と研修の実践は学生たちの自己実現を促し、それぞれの自尊心の向

上に貢献しうることが学生たちの感想からうかがえる。
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P-3 

三鷹市「緑のボランティア講座」活動報告

佐野光昭(三鷹市緑と公園課) 漬野周泰(東京農業大学)

西村直人(東京農業大学) 麻生恵(東京農業大学)

自治体が緑地の維持管理に費やす労力と費用は、省力、省コストの傾向が強くなっ

てきている。緑地の利用促進や機能の充足を促すと、その負担は増加する。このよう

な状況の中で自治体はボランティアを導入した管理により公共財産としての緑地の価

値を高めようとする動きが起きている。三鷹市も市内の緑地管理を市民との協働によ

り実施するために、その組織づくりを行っている。三鷹市緑と公園課が主幹となり平

成16年に第 1回の緑のボランテイア講座を開催した。プログラムは10月から12月の問、

午前中講義、午後実技という内容で 6回開催した。初回はコマツナの種蒔きを行い植

物を取り扱う意識を鮮明化させた。徐々に 1本の樹木の男定から樹林管理としての林

床の刈払い、間伐に至るまで内容を専門特化し第 6回の講座で終了した。受講者には

三鷹市長と講座主任との連名による修了書が授与された。

P-4 

環境学習のための富良野研修ツアー報告

漬野周泰(東京農業大学) 二階堂由紀(東京農業大学) 牧 昌代(東京農業

大学) 栗田 和弥(東京農業大学)

全国の小中学校や高等学校などで総合学習あるいは、週休二日制の導入に伴い学校

外での様々な体験・自然、学習の活動が行われている。北海道富良野市では、全国に先駆け

て林野庁の森林管理署と教育機関との問で協定が締結され、「遊々の森」を開放している。

発表者らは芦別岳の登山口である「遊々の森」を含む場所での宿泊所に滞在し、富良野の

里山と東京大学北海道演習林において、環境教育のプログラムを実践した。東大演習林は、

森林の生態系を維持するため、林分施業法が行われ健全な森林が持続されている。現地を

訪れ、現実に触れることは、文献情報を具体化させることにつながった。北海道の植生、

地域特有の樹種、植物分布を把握し理解することに大きく貢献した。環境を理解する

ことは、実物を体験することが重要であり、環境学習の場として森の仕組みを体験す

ることは、物質循環の根底を知ることとなったのでここに報告する。
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P-5 

尾瀬ヶ原を事例としたレクリエーション空間と利用者属性からみた利用計画のあり方

について-ROS(レクリエーション利用区分プログラム)の概念を用いて一

津田智匡(東京農業大学) 金子良知夫(東京農業大学)

下嶋聖(東京農業大学) 麻生恵(東京農業大学)

自然公園の利用者は個人の目的にあったレクリエーション空間を求め来訪する。本

研究の対象地である尾瀬ヶ原は日本有数の山岳観光地であり多様な利用がなされてい

る。山岳地域がもっ本来の自然の静寂さを求める利用者にとって、混雑感、利便性、

施設整備状況などから自然体験の質の低下が生じ問題となっており、尾瀬ヶ原利用者

は実際どのようなレクリエーション空間を求めているか把握する必要がある。

そこで本研究はROS (レクリエーション利用区分プログラム)の概念を用いて利

用者の望むレクリエーション体験をいくつかに分類し、分類されたレクリエーション

体験ごとに利用者属性を明らかにする。調査結果より利用者の望むレクリエーション

空間と利用者属性との関係から、利用計画について考察する。

P-6 

富士箱根伊豆国立公園箱根地域における展望施設の実態と評価

園部真依子(千葉大学) 古谷勝目IJ(千葉大学) 油井正昭(桐蔭横浜大学)

景観利用は自然公園の利用目的の醍醐味である。現在、自然公園のあり方に対する

見直しの動きが活発になっており、景観利用を積極的に促す展望施設の整備について

取り扱うことは重要といえる。そこで、本研究では展望施設の場の持つ特性を維持し

改善するための基礎情報を整理することを目的とした。対象地には展望施設を多く有

する富士箱根伊立国立公園の箱根地域を選定し、展望施設の立地状況、景観構造、維

持管理状況の現状を明らかにして、その課題を整理した。

展望施設の景観の構造としては、情敵景と仰敵景があり、怖敵も仰敵も楽しめるコ

ンケイブ地形が多く見られた。維持管理状況としては、樹木や雑草の伸長によって本

来の視界が確保できていない、視軸線が失われている、展望施設までのアプローチ環

境が悪化している等の課題が見られた。今後の対策として、視対象等の景観構造を考
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慮に入れた維持管理計画の必要性が明らかになった。

P-7 

二次草原における環境保全ボランティアの参加意識において一阿蘇野焼き支援ボラン

ティアを対象として

牧安奈(東京農業大学) 麻生恵、(東京農業大学) 栗田和弥(東京農業大学)

本研究が対象とする二次草原を保全するためには、人の手による維持管理が必要で

ある。しかし近年、産業構造の変化や地域社会の変容により、二次草原を支えてきた

畜産業などの人の営みが衰退し、草原面積の減少や生物多様性の低下などの問題が顕

在化してきている。日本最大の草原面積をもっ阿蘇くじゅう国立公園では、地域住民

や行政、専門家、ボランティアなどの多様な主体が関わって草原の保全に取り組んで

いる。その中のひとつの役割を担っている、ボランティアによる草原維持管理活動は、

現在の二次草原の維持管理になくてはならないほどにその必要性を高めており、この

活動を持続していくためにもボランティアの人々の意識を明らかにする必要があると

考える。そこで本研究では、阿蘇地方の草原維持活動に参加するボランティアを対象

とし、二次草原における環境保全ボランティアの意識について明らかにすることを目

的とした意識調査を行った。 (393文字)

P-8 

市民参加・ NPOによる自然環境の保全管理の課題に関する調査研究

栗田和弥(東京農業大学)

市民参加やNPOによる自然環境の保全管理が、その活動の必要性と共に実効性が

社会的に認められるようになり、今後も担い手としての役割が重要視されるといえよ

う。しかし、自然環境そのものに対する効果や活動の継続性の確保な未知の点も多い。

そこで本論は、活動対象としての自然環境(フィールド)と、市民参加やNPO等の

活動主体に着目し、それぞれの課題を明らかにすることを目的とした。まず、文献調

査(日本造園学会誌・環境情報科学論文集など)に掲載された論文に基づいてレビ‘ュー
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を実施し、それぞれの研究で取り上げられた対象地の自然環境と、そこでの研究結果

として明らかになった市民参加やNPOの課題を抽出した。つづいて、自然環境およ

びそれらの課題を整理し、解決すべき点について、延いては今後課題となりうる点に

ついて体系的に示し明らかにした。

p-g 

利根川上流域における「武尊100漫歩トレイ jレ」の市民による整備・運営計画について

岸 昌孝(非営利特定活動法人利根川上下流連携支援センター)

栗田和弥(東京農業大学)

わが国の多くを占める二次的自然環境の適切な保全管理の必要性が問われている。

また同時に、余暇時間の増加や余暇活動の多様性に伴って市民の自然体験への噌好や

健康志向、環境学習への関心の高まりなどによる登山やウォーキングはますます注目

されると考えられる。そこで「保全管理」と「歩き」を組み合わせた新しいしくみに

よる自然環境の賢明な活用をする実践のーっとして、群馬県利根川上流域に位置する

武尊山(ほたかやま)の中腹を一周する形で100kmの歩道を整備・運営する「武尊l∞
漫歩トレイ/レ」計画がある。本稿はその事例を紹介し、多様なステークスホルダーと

実施する主体(整備・運営に関わる市民(地域住民・活動参加者)、行政(林野庁・

市町村等)、 NPO(利根川上下流連携支援センター)、その他支援者(民間企業等))

の連携について報告する。

P-l0 

山形県金山町における周辺環境や住民の属性の違いと景観認識に関する調査研究

山下賢太郎(東京農業大学) 朝日 隆太(東京農業大学)

麻生恵(東京農業大学)

近年、農村景観やその構成要素に対する関心の高まりとともに、それを活用したま

ちづくりが全国各地で見られるようになってきており、そのためには住民の景観認識

を把握する必要がある。本研究では、研究室の活動として、全国でも先駆けて景観政
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策を中心にまちづくりを進めている山形県金山町を対象とし、景観認識に関わる調査

を実施した。金山町が制定した景観条例によると、町内を中心地で、ある景観形成区域

と、その周辺部の景観形成区域外とに分けている。調査方法として、町内をまちづく

りへの取り組みや周辺環境に違いが見られる4区域(景観形成区域を含むのはその中

のl区域)に分類し、住民の町内全般にわたる景観認識や景観政策の柱である金山式

住宅について、ヒアリング調査を行った。その結果、全4区域において、景観形成区

域外の指摘が景観形成区域を上回っており、金山町住民の景観認識は、景観形成区域

外の風景や場所のほうが高いことが分かった。

P-ll 

自然公園の利用計画から見た乗鞍山麓五色ヶ原の利用システムについて

川口 香(東京農業大学) 下嶋聖(東京農業大学) 麻生恵(東京農業大学)

自然公園は自然の保護と利用の促進を目的としている。しかし、過剰利用による自

然、への負荷や自然体験の質の低下が問題となっており、様々な場所で適正な利用につ

いて検討がなされている。海外の自然公園等で多く実施されているガイド付きのツアー

や案内を行う形式が近年、注目されている。岐車県・高山市に位置する乗鞍山麓五色

ケ原では、地域の自然を保護し、適正な利用を図ることを目的として、 2004年より入

場者に対して独自のルールを決め、それに基づく利用を提供している。内容は、入場

制限、ガイドの同行、入場料の徴収、ガイドブック配布等である。本研究では、五色

ケ原独自利用システムの事例を紹介するとともに、ガイド(森の案内人)を対象とし、

案内を行う際の適正なグループの人数や利用システムに関する案内人の意識調査を行

い、結果報告を行う。今後、他の自然公園等で、利用について計画や管理・運営を検

討する際のー資料となることを目的とする。

no 
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P-12 

サガルマータ(エベレスト)登山がベースキャンプに及ぼす環境影響についてのシミュ

レーションの試み

下嶋聖(東京農業大学) 島田沢彦(東京農業大学)

佐貫安希子(東京農業大学) 入江満美(東京農業大学)

麻生恵(東京農業大学)

エベレスト・ベースキャンプはエベレスト登山活動の利用拠点である。近年ヒマラ

ヤ登山の大衆化を背景に登山者が集中するようになり、環境悪化が懸念されている。

エベレストにおける環境問題の解決策として地域の環境保全と経済発展の両立を視点

にした「持続可能な環境保全管理支援システム」を構築することが必要である。具体

的には、①エベレスト登山者及び周辺地域の観光客の利用実態のGISデータ化、②環

境モニタリングを行い、登山活動や観光開発によって変化したヤクの利用実態と自然

環境および社会環境への環境負荷の定量化、③適切な利用計画策定のため、 GISを活

用した環境破壊のメカニズムを把握するプログラムの作成である。一連のシステムを

構築するための試みとして、本研究ではGISを活用しベースキャンプにおける環境破

壊が生じるメカニズムを把握し、過去50年間に排出された有機物の量についてのシミュ

レーションを行った。

P-13 

町田市きつねくぼ緑地における市民参加型管理運営活動と参加者の意識

薄井美江(東京農業大学) 山内 良豊(きつねくぼ緑地愛護会)

麻生恵(東京農業大学)

町田市鶴川地区に位置する「きつねくぼ緑地J(l.lha)は、町田市内で 3番目の市

民参加型緑地として1996年にオープンした。住宅地の中にありながら周囲には多摩丘

陵の雑木林が残され、また中央部の広場では地域に密着した様々な活動が展開されて

いる。特に、緑地の管理運営組織として「きつねくぼ緑地愛護会」が組織され、行政

(町田市公園緑地課)との良好なパートナーシッフ。の形成、地域の様々な市民グ、ルー

プの利用促進、地元学校の総合学習への協力、ボランティア研修生の受け入れ、多摩

Q
d
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丘陵固有の植物を増殖させる活動、地域住民向けのイベントの開催など、多彩な活動

を愛護会は行ってきた。本報告では、こうした市民参加型緑地の運営のノウハウを紹

介するとともに、愛護会会員を対象に実施した活動の継続意識に関する調査結果につ

いて報告する。

P-14 

小笠原国立公園における適正な利用ルールの導入に向けた現状と課題

井上麻美(東京農業大学) 下嶋聖(東京農業大学)

一木重夫(小笠原ホエールウォッチング協会) 麻生恵(東京農業大学)

小笠原諸島は、国内のみならず世界的にみても希少かっ固有な自然環境を有してい

ることで知られている。しかし現在、観光客によるオーバーユースなどが起因のとな

り様々な面で自然環境に悪影響を及ぼしている。そのような背景から、平成14年、東

京都は自然の保護と適正な利用を図る独自の要綱を策定し、自然環境保全促進地域と

して小笠原諸島の南島と母島石門一帯を指定した。またそれに伴い東京都と小笠原村

は自然環境保全促進地域の適正な利用のルールを設定した。利用ルールの導入には、

地域関係者の協力と、それに対する観光客の理解が必要である。本研究では、小笠原

において地域関係者へのヒアリング調査と、観光客に対し適正な利用のルールについ

てアンケート調査を行い、自然地域における利用ルール導入に際する課題を明らかに

し、解決策を探ることを目的としている。
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日本レジャー・

レクリエーション学会会則

〈第 1章総則〉

第1条本会を日本レジャー・レクリエーシ

ョン学会(英語名:Japan Society of Leisure 

and Recreation Studies )という。

第2条本会の目的は、レジャー・レクリエ

ーションに関する調査研究を促進し、レジ

ャー・レクリエーションの普及・発展に寄

与する。

第3条本会の事務局は、埼玉県新座市北野

1-2-26 立教大学武蔵野新座キャンパスコ

ミュニティ福祉学部松尾研究室内に置く。

〈第2章事業〉

第4条本会は第2条の目的を達するため、

次の事業を行う。

1. 学会大会の開催

2. 研究会・講演会等の開催

3. 機関誌の発行ならびにその他の情報

活動

4. 研究の助成

5. 内外の諸国体との連絡と情報の交換

6. 会員相互の親睦

7. その他本会の目的に資する事業

第5条学会大会は、毎年 1回以上開催し、

研究成果を発表する。

〈第3章会員〉

第6条本会は正会員の他、賛助会員、講読

会員、および名誉会員を置くことができる。

1.正会員は第2条の目的に賛同し、正会

員の推薦および、理事会の承認を得て、
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規定の入会金および会費を納入した者と

する。

2.賛助会員は、本会の事業に財政的援助

をなした者で理事会の承認を得た者とする。

3.講読会員は、本会の機関誌を講読する

機関・団体とする。

4.名誉会員は、本会に特別に貢献のあっ

た者で、理事会の推薦を得て総会で承認

された者とする。

第7条会員は、本会の編集刊行する機関誌

(紙)等の配付を受け本会の営む事業に参

加することができる。

第8条会員にして会費の納入を怠った者お

よび会の名誉を棄損した者は、理事会の議

を経て会員としての資格を停止されること

がある。

第9条会員は原則として、いずれかの支部

に所属するものとする。

〈第4章役員〉

第10条本会を運営するために、役員選出規

則により正会員の中から次の役員を選ぶ。

理事25名以上30名以内(内会長 1名、副会

長若干名、および理事長 l名)、監事2名

第11条会長は、本会を代表し、会務を総括

する。

2.副会長は、会長を補佐し、会長に事故

がある時、または会長が欠けたときは、会

長が予め指名した順序により職務を代行す

る。

3.理事長は、理事会を総括し、理事は会

務を執行する。

4.監事は、会計および会務の執行状況に

ついて監査する。



第12条役員の任期は 2年とする。但し、再

任を妨げない。役員の選出についての規則

は別に定める。

第13条本会に名誉会長および顧問を置くこ

とができる。

2.顧問は、本会の会長または副会長であっ

た者および本会に功労のあった者のうち

から理事会の推薦により会長が委嘱する。

〈第5章会議〉

第14条本会の会議は、総会および理事会と

する。

第15条総会は、毎年1回開催し本会の運営

に関する重要事項を審議決定する。

総会は、会長が招集し、当日の出席正会員

をもって構成する。

議事(会則改正を除く)は、出席者の過半

数をもって決定される。

第16条理事会が必要と認めた場合、もしく

は正会員の1/3以上の開催請求があった場

合、臨時総会を開くことができる。

第17条理事会は理事長が招集し、監事若干

名および事務局員を選出し、会務を処理する。

理事会は、運営の円滑化をはかるため、常

任理事会を置くことができる。

く第6章 支部および専門分科会〉

第18条本会の事業を推進するために、支部

ならびに専門分科会を置くことができる。

支部ならびに専門分科会についての規則は

別に定める。

〈第7章会計〉

第四条本会の経費は、会費、寄付金および
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その他の収入をもって支弁する。

第20条会員の会費は次の通りとする。

1.入会金 2，000円

2.正会員年度額 8，000円

3.賛助会員 11 20，000円以上

4.講読会員 11 8，000円

第21条本会の会計年度は毎年4月に始まり、

翌年3月に終る。

付 員IJ

1.本会の会則は、総会において出席正会員

の%以上を得た議決により変更することが

できる。

本会則は、昭和必年3月21日よりー吾日改訂する。

本会則は、昭和51年5月1日より一部改訂する。

本会則は、昭平田昨5月11日より一部改訂する。

本会則は、昭和田年11月8日より一昔日改訂する。

本会則は、昭和町年6月12日よりー音日改訂する。

本会則は、昭和団年10月初日より一昔日改訂する。

本会則は、昭和59年6月9日より一部改訂する。

本会則は、昭和6主手10月17日より一部改訂する。

本会則は、平成3年11月10日より一部改訂する。

本会則は、平成5年10月17日より一部改訂する。

本会J{IJ'i，平成8年11月24日より一部改訂する。

本会則は、平成1昨 11月お日より一部改訂する。



日本レジャー・レクリエーション学会
理事会の運営に関する規定

昭和57年6月12日制定

昭和58年10月30日改訂

平成7年12月10日改訂

平成11年4月26日改訂

1.会則第17条の規定により、理事会の運営は、会則に定められているほか、この規定に基づい

て行うものとする。

2.理事会は、原則として年に 1回以上開催するものとし、理事長がその議長となる 0

:~L 理事会の招集に当たっては、書面によって付議事項を明示しなければならない。

4.理事会は、理事の過半数の出席により成立し、議決は出席者の 2分の l以上の賛成を必要と

する。

ただし、表決に当たっては、予め書面(署名捺印)を以って当該議事に対する意向を表示し

た者を、出席者とみなす。

5.常任理事会の構成および業務は次のとおりとする。

(1) 常任理事会構成員は若干名とする。

(2) 常任理事会は、理事会の決定の方針にもとづき、日常業務の執行にあたる。

(3) 常任理事会の議事録(概要)はできるだけすみやかに各理事に送付するものとする0

1 理事会は、業務を遂行するために次のような専門委員会を置く

(1)総務、 (2)研究企画、 (3)編集、 (4)広報渉外、 (5)財務

また専門委員会の委員は、理事会の承認を得て必要により会員の中から委嘱することができ

る。ただし当該専門委員の理事会への出席はできない。

7.理事会には、専門的に研究、調査および審議を必要とするような場合には、特別委員会には、

理事以外の適任者を委嘱することができるがその人選は理事会の承認を必要とする。

8.その他理事会の運営に必要な事項は、理事会で決定することができるものとする。

日本レジャー・レクリエーション学会
専門分科会設置に関する規定

昭和57年6月12日制定

平成7年12月10日改訂

1.会則第18条規定により、本会会員が専門分科会を設置しようとする場合は、この規定に基づ、

いて行うものとする。

2.専門分科会の設置は、原則として研究分野を同じくする本学会正会員20名以上の要請があっ

た場合とする O
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3.専門分科会の設置を求めようとする正会員は下記により本学会会長に申請するものとする。

1.設立経過および主旨 2.名称

3. 発起人代表者 4.発起人名簿

5.連絡事務所 6. その他

4.専門分科会は次の事項について各年度ごとに本部に報告する。

1.活動状況の概要 2.その他必要と認められる事項
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(極旨)

日本レジャー・レクリエーション学会役員選出細則設置の趣旨

“宇会の活性化"と“学会の継続性"とのバランスから、次の項目について配慮した:

1 )用事役員の半舷上陸という観点から、理事総数の半数にあたる15名を正会員による直接選挙(l順位標記

の5名述記による無記名投票)とした

2 )改選前理事10名を、現行理事会での互選とした

3 )学会運営の強化を計るために、理事長推薦理事 5名以内を設けた

4 )会長、副会長、監事は、選挙後初めての理事会で選出することとした

5 )会長、副会長は理事以外からの選出ができることとした

6) JI君事長は、新役員に選出された理事(2 5名)により、選挙後初めての理事会で互選により選出するこ

ととした

7 )被選挙権及び理事就任については、辞退を認めた

8 )役員の欠員に対し、補充選挙は行わないこととした

(会長については本則に従い、理事については補充選挙は行わない)

9 )選挙管:f!Il委員会を設置し、その委員会(5名)の推薦を理事会とした

10)会則の改正(第10条)を必要することとなった

11)学会の活性化の側面的効果として、選挙権(人)及び被選挙権(人)の確認事項により、正会員に手続

きの明確化をはかった(会費等手続き期日の指定)

H本レジャー・レクリエーション学会役員選出細則

第l条 この制HIJは、会則第12条に規定する役員の選出に関し、必要な事項を定める。

(選出の時期)

第2条 すべて役員の選出は、その任期jの前年のうちに行わなければならない。

(選lHの極日IJと人数)

tfi3条 この細則により選出される役員の種別と人数は、会則第10条の規定により次の通りとする。

(t)会 長 l名

(21 副会長 若干名

(31 f41 '# 25名以上30名以内

(.tr 監事 2名

(資栴の制限)

第4条 選挙権、被選挙権は、選挙実施前年の12月31日までに正会員としての資格を有し選挙実施年の 6月30日現

夜、勺該年度:の会費を納めている正会員とする。ただし 6月30日以降に正会員の資格を失った者を除く。

2 被選本権の時退は認めるが、あらかじめ選挙管理委員会に文書で選挙公示後10日以内に届け出るものと

するω
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(選出の形態)

第5条 会長、副会長、監事、現行理事から選出される理事(以下「改選前理事」という。) 及び理事長推薦理事を

除く役員は、正会員の直接選挙により選出する。

(選II'rの心UJ

立'i6条役員の選出石法は、次の通りとする。

(1) 会長、副会長、監事は、初めての理事会において選出する。

(2) 理事のうち、新理事15名を正会員による順位標記の 5名連記で、郵送による直接無記名投票とし、改選

前理事10名を現行理事会での互選とし、新理事長による推薦理事5名以内を新理事長の任命によって

選出する。

2 会長、副会長は、理事以外からの選出ができる。ただし理事以外から選出された会長、副会長は、就任と同

JI与に速やかに会則第10条の規定により理事となる。

3 改選前聞事は、新理事の選挙の前に選出し公表する。改選前理事に選出されない現行理事も細則第 4条の

*J~í1.:を満たす限り新理事としての被選挙権を有する。

4 fl刑事長は、新役員に選出された用事 (25名)による初めての理事会での互選による。

(投票の自効性)

Z;17条投票のうち次のものは、無効とする。

(J) 規定用紙以外のもの

(2) 定数を越えて記入したものは、その区分全部

(3) 氏名以外の文字または記号を記入したものは全部

(711選の決!t)

第8条 j童)i-'による新理事 05名)の決定は、有効投票の最多得票者から15名とする。ただし同点、者がある場合は、

順位傑記による総得点の高得点者とし、なお同点の場合は順次高順位ζ との得票数の多い者とする。

問事就(千時に辞退者があるときは、次点、者を繰り上げる。次点、者に同点、者があるときも同じ得点、の算定に

よる。順位ごとの得票数によっても同点のときは選挙管理委員会で推薦決定する。

2 順位標記による得点の算定は、高順位l位を 5点とし順次下位を減数し 5位を l点として積算する。

(昨i込の届Ifl)

第9条 選本により選出された新理事が、その就任を辞退しようとする時は、通知が到着した日から 5日以内に正

、11な開[8を示して選挙管理委員長に届け出なければならない。

(補充jき本)

第109長 任期j途'11において役員に欠員が生じても、補充選挙は行わない。

(選号主管珂委員会)

第11条 役員(会長、副会長、監事、改選前理事、理事長推薦理事を除く)の選挙を実施するため、選挙管理委員会

(以下「委員会Jという。)を置く。

2 委員会は、 5名をもって構成する。

3 委員の選出は、理事会の推薦による。
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4 委員の任期は、役員選挙年度の 5月1日から翌々年の 4月30日までの 2年間とする。

5 委員会に委員長を置く O 委員長は、委員の中から互選する。委員長は、この細則にしたがって選挙を執行す

る責任と権限を持つものとする。

6 委員会は、投票の期日、方法等を選挙の 1ヵ月以前に、公示しなければならない。

7 委員会は、順位区分 cl位-5位)を明らかにした氏名記入用投票用紙を作成する。

8 委員会は、被選挙人名簿及び投票用紙を、選挙の14日以前に正会員届け出住所に送付しなければならない0

9 委員会は、得票数が決定したとき得票数順に上位30位までの一覧表を作成し確認印を押し、その結果を公示

するとともに、理事会に報告する。

(細則のI出発)

第12条 この制員IJの改廃は、理事会の過半数の賛成を得て総会の議決による。

2 この細則の変更は、会員IJの変更に準ずるものとする。

付則

l この制則は、平成10年度の役員改選から適用する。

2 この制則は、平成8年11月24日から随行し、従来の役員選出内規及び申し合わせ事項は廃止する。

日本レジャー・レクリエーション学会

現行理事会から選出される理事の選出に関する申し合わせ

(也旨)

~11 条 本学会の役員選出細則第 6条第 1J員第 2号の規定により現行理事会から選出される理事(以下

「改選前開事」という。)の選出にあたり、この申し合わせを定める。

(選出の時!TJ)

第2条 改選前理事の選出は、役員改選前年度の最初に開催される理事会以前とする。

(選H¥の形態)

第3条 改選前聞事の選出の形態は、現行聞事による直接選挙とする。

(選出の方法)

第4条 改選前理事の選出の方法は、現行理事による順位標記の10名連記で、郵送による直接無記名投票による。

(投票の自効性)

第5e長投票のうち次のものは、無効とする。

(1) 規定FH紙以外のもの

( 2 ) 定数を越えて記入したものは、その区分全部

( 3 ) 氏名以外の文字または記号を記入したものは全部

(当選の決定)

第6条 改選前理事の当選の決定は、改選前理事選出理事会(役員改選前年度の最初に開催される理事会)において
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郵使投票を開票し決定する。

2 改選前理事 00名)の決定は、有効投票の最多得票者から10名とする。ただし同点者がある場合は、順位標

記による総得点の最高得点者とし、なお同点の場合は順次高順位ごとの得票数の多い者とする。

即事就任時に辞退者があるときは、次点者を繰り上げる。次点者に同点者があるときも同じ得点の算定に

よる。順位ごとの得票数によっても同点のときは、役員改選前年度の最初に開催される理事会において、

出席者の投票により決定する。

3 11m位標記による得点の算定は、高順位 l位を10点とし順次下位を減数し10位を 1点、として積算する。

(選学fU型)
第7条 選母宅管理事務は、事務局が行う。

付 HIJ

(施行!日!日)

1.この申し合わせは、平成10年度の役員改選から適用する。

2. この申し合わせは、平成9年5月26日から施行する。

3.第2条の規定に関わらず、平成10年度の役員改選に伴う改選前理事の選出の時期は、役員改選前年度の最初に

開催される理事会以前でなくてもよいものとする。

H本レジャー・レクリエーション学会

新役員に選出された理事 (25名)による理事長の選出に関する申し合わせ

(趣旨)

第 l条 本学会の役員選出細則第6条第4項の規定により選出される理事長の選出にあたり、この申し合わせを定め

る。

(選出の1I!ÿ!~j)

第2条 E用事長の選出は、現行会長により招集される役員改選後の最初に開催される理事会(以下「新理事会」とい

う。)において互選する。

2 f刑事長が選出されるまでは、新理事会の議長は現行会長が暫定議長となる。

(選:1¥のJJilJ

第3条 理事長の選出の方法は、現行会長及び会長、副会長、監事の選出に関する申し合わせ第2条により構成され

ている候補者選定委員会の意見を聴収し審議・決定する。

付 則l

(施行期JH)

1.このIjlし合わせは、平成10年度の役員改選から適用するO

2. この申し合わせは、平成9年5月26日から施行する。
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会長、副会長、監事の選出に関する申し合わせ

(趣旨)

第 l条 本学会の役員選出細則第6条第 1項第 l号の規定により選出される会長、副会長、監事の選出にあたり、

この申し合わせを定める。

(候補者の選定)

第2条 会長、副会長、監事の候補者の選定は、役員改選後の最初に開催される理事会(以下「新理事会」という。)

以前に、現行の会長、副会長、理事長、及び常任理事会で選任された常任理事若干名を含む7名により候補

省選定委員会(以下「委員会」という。)を構成し、それぞれ複数の候補者を選定する。

2 委員会は現行会長が招集し、委員長は初回の委員会において互選とし、委員長が議長となり以後の委員会を

必要に応じ招集する。

(候補者の推薦)

第3条 会長、副会長、監事の候補者の推薦は、委員会が新理事会に推薦する。

(選出の形態)

第4条 会長、副会長、監事の選出の形態は、委員会の報告に基づき新理事会により審議・決定する。

(選出の)jilJ

第5条 会長、副会長、監事の選出の方法は、最初の新理事会において新理事による単記の直接無記名投票による。

2 新賄事が最初jの新理事会に欠席する場合は、前項の投票は郵便による投票ができる。

(当選の決定)

第6条 会長、副会長、監事の当選の決定は、それぞれ有効投票の最多得票者からとする。ただし同点の場合は、委

員会の推薦により決定する。

付HlJ

(施行JVJH)

しこのけ1し合わせは、平成10年度の役員改選から適用する。

2. このIt1し合わせは、平成9年5月261::lから施行する。
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日本レジャー・レクリエーション学会
役員選出方法及びプロセス(図説)

〔注〕図説rtlの①~⑤の数字は、新役員の選出される順序を示す。

員

理 事

(25名以上30名以内)

役新

役日の極日IJ

1 5名 1 0名 3-5名

正会員によ 現行理事に 新理事長に

る直接選挙 よる互選 よる推薦理

事の任命

字① ② ④ 

新 A、
:r;: 

理事25名による推薦

事理
選:1¥月休及び

選lI'，}jil;

--E . . . --_...--.........-

③ 

新理事長

理事25名による互選

事

[会長、副会長、監事選出投票用紙 [c】]

学会会則第10条及び第12条、役員

選出細則第6条第 l項第1号、会長、
副会長、監事の選出に関する申し合

わせ第 5条第 1項及び第 2項、の各

規定による会長(1名)、副会長

(若干名)、監事(2名)の選出投票

用紙【 C】 (無記名単記)

〈各役員選挙投票用紙〉

[新理事選出投票用紙【b]J

学会会員IJ第10条及び第12条、役員

選出細長IJ第6条第 1項第 2号、の各
規定による正会員による新理事15名
の選出投票用紙【b】 (順位標記の

5名速記)

[改選前理事選出投票用紙【a】]
学会会HiJ!:lHO条及び第12条、役員

選:1¥細則!:l'i6条第 l工員第 2号、現行
問事から選山される聞事の選出に閲

する 111し合わせ第 4条、の各規定に
よる「改選前理.事J10名の選出投票
川紙【 a】 (順位標記の10名速記)

会長
1. 

副会長

4. 

2. 

3. 

監事
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「レジャー・レクリ工ーション研究J投稿規定

昭和46年 3月21日制定

昭和57年6月12日改訂

昭和58年7月1日改訂

平成元年 2月2日改訂

平成8年 4月1日改訂

平成15年 2月8日改訂

1. 投稿資格

本誌に寄稿できる原稿の筆頭著者は、本学会々員に限る。但し、編集委員会が認めた場合は、

この限りでなL、。

2.原稿種類と審査

(1) 原稿に用いる言語は原則として、和文もしくは英文とする。但し、編集委員会が認めた場

合は、この限りでない。

(2) 原稿の種類は、レジャー・レクリエーションを対象とした研究領域における総説、原著、

研究資料、実践研究、評論、その他とし、他誌に未投稿、未発表のものに限る。なお、上

記のうち総説、原著、研究資料、実践研究は、編集委員会が依頼する複数の査読者による

審査を経た学術論文である。

(3) 原稿の定義は以下の通りである。

1)総説とは、レジャー・レクリエーションを対象とした研究領域に関わる特定のテーマを、

文献レビューなと、に基づ、いて大局的かっ客観的に総括したもの。

2 )原著とは、客観性、論理性、普遍性を備えた学術的価値の高い内容を持つオリジナルな

研究成果をまとめたもの。

3 )研究資料とは、学術的な資料性が高い研究成果などで、客観性・論理性・普遍性などに

検討の余地が残されているものの、速報性等があり公表する価値が認められるもの。

4 )実技研究とは、実践的な事例調査をまとめた研究成果などで、客観性・論理性・普遍性

などに検討の余地が残されているものの、速報性等があり公表する価値が認められるも

のO

5 )評論とは、ある特定の事項に関する評価、善悪、優劣などを批評し論じたもの。

6)その他の原稿とは、書評や紹介記事、用語解説、シンポジウム・講演会の記録などで、

編集委員会が掲載を認めたものO

(4) 原稿の長さは、原則として、総説、原著については刷り上がり12ページ以内、研究資料、

実践研究、評論については同6ページ以内とするc1ページは2，016字に相当)。ただし、

やむを得ない場合には規定ページ数の1.5倍まで認める。その他の原稿については、編集

委員会で認められたページ数とする。

(5) 原稿の採否および、掲載時期については、編集委員会が最終的な決定を行う。なお、学術論

文の採否については、査読者による審査結果に基づく。

(6) 大会発表論文集への投稿規定は別に定める。
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3.原稿の提出

(1) 原稿の提出にあたっては以下に従うこと。

1 )投稿原稿は、別に定められた原稿作成要領に従い、原文の鮮明なコピー 3部を提出する。

原文は、郵送事故などに備えて投稿者が保管する。

2 )投稿原稿は、各部ごとに、標題、抄録(総説、原著、研究資料、実践研究の場合)、本

文(註・文献を含む)、図(写真を含む)、表の111買にまとめ、ダブルクリッフ。等で、留めて

提出すること。

3 )原稿の郵送は簡易書留や宅配便など、配達記録が証明できる方法で行う。本学会ならび

に編集委員会は、郵送事故には責任を持たない。

1 )提出先は、日本レジャー・レクリエーション学会事務局とする。

5 )原稿および図表は原則として返却しなL、
6 )投稿の際には、本誌掲載の「レジャー・レクリエーション研究投稿票J，こ必要事項を

記入し、投稿原稿と合わせて 1部提出する。なお、投稿票にコピーを用いても構わない。

4.費用

(1) 審査料・掲載料は原則として無料とするが、次の場合には投稿者にその実費を負担しても

らうことがある。

1)カラー印刷など特殊な印刷を要したり、分量が規定を超過する場合なと、。

2 )別刷を必要とする場合。別刷りは50部までは無料とするが、それ以上必要な場合には50

部単位で購入できる。

5. その他

(1) 原稿の作成に当たっては、別に定める原稿作成要領に従う O

(21 その他、当規定の問い合わせは、学会事務局宛に行う O
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「レジャー・レクリ工ーション研究」原稿作成要領

(平成15年 2月8日制定)

1.原稿の作成

(1) 原稿は、原則としてワードフ。ロセッサーなどを使用し、下記にしたがって作成すること。

1 )用紙はA4半IJを縦長に使用し、横書きで作成すること。

2 )書式は、和文の場合には 1頁に800字詰め (25字X32行)、欧文の場合にはダブルスペー

ス (30行)とする。また、それぞれ左40mm、右80mm、上下30mm程度の余白を残すこと。

3 )欧文、数字、小数点、および斜線c!)は半角文字を使用すること。

4)句読点は、マル (0)およびテン(、)を使用すること。

(2) 原稿の採用決定後に、フロッピーディスク等に保存された文章ファイルの樹共を要請する。

(3) 手書で原稿を作成する場合には、 400字詰原稿用紙 (20字x20行)を用いること。

2.原稿の体裁

(1) 投稿原稿は、①標題、②抄録、③本文(註・文献を含む)、④図、⑤表の順番で体裁を整

えるO

1)標題ページには、①原稿の種類、および②タイトル(和文・英文の両方)を記入する。

このページに著者名や所属などは一切記入しない。

2 )抄録ページには、総説・原著論文・研究資料・実践研究では、英文投稿・和文投稿にか

かわらず、英文抄録 (250語程度)と和文抄録 (500字以内)添える。これらは、刷り上

がり時に本文と一緒に印刷される。評論およびその他の原稿については抄録は必要ない。

3 )本文ページには、本文・註・文献などを記入する。なお、本文の作成にあたっては以下

の点に留意すること。

①本文の中央下にページ番号を記入する

②本文の左側に、可能な限り、 5行おきに行番号を記入する。

③母国語ではない言語による投稿では、投稿前にネイティヴによる文章校聞を受ける。

④和文原稿では必要以上の専門外来語の使用を控える。用いる場合は、片仮名書きとす

る。

⑤見出し記号を用いる際は、大見出しから順に、1.、 2. …、(1)、 (2)…、1)、 2)…、

①、②…とする。

⑥学術用語は、学術会議制定の用語に準じ、度量衡単位は8I単位 (m、cm、mm、旬、 g、

mgなど)とする。

⑦本文中の文献表記は、引用箇所の後に、 3)、 2)4) 8)、5-7)のように、該当する文献番

号を上付きにする。註をつける場合も同様にする。

⑧本文欄外に図表の挿入箇所を朱筆により明示する。

⑨謝辞、および付記(研究費交付等)は本文の末尾におく。

⑩註は、本文の末尾と文献の聞に、註1)、註2)・・・というように番号順に一括し

て記載する。
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⑪文献は、筆頭著者の姓のアルファベット順に並べるか、ないしは引用順に、1)、 2)、

3 )…と通し番号を付ける。

⑫文献の記載方法は以下を参考にする。

〈学術誌・雑誌の場合〉

著者名、論文名、雑誌名 巻号:ページ数(始頁一終頁)、西麿年号 のJJ[員

[例 1J西野仁・知念嘉史、 ESM (経験標本抽出法)を用いた日常生活におけるレジャ一

行動研究の試み、レジャー・レクリエーション研究38:1 -15、1998

[例 2JEeva Karjalainen and Liisa Tyrvainen， Visualization in forest land-

scape preference research: a Finnish perspective， Landscape and Urban 

Planning 59(1): 13-28， 2002 

〈単著などの場合〉

著者名、書名、発行社、発行地:ページ数(始頁終頁)、西暦年号 制|国

[例 3Jヨゼフ・ビーバー(稲垣良典訳)、余暇と祝祭、講談社、東京:120pp、1988

[例 4J Simon Bell， Element of visual design in the landscape， E & FN Spon， 

London， 11-30， 1993 

〈共著書などの場合〉

著書名、論文名、(編集者名、「書名」、発行社、発行地)、ページ数(始頁一終頁)、西

暦年号の111員

[例 5J下村彰男:リゾート景観の保全と創造、(日本造園学会編、「ランドスケープの計

画J、技報堂出版、東京)、 217-227、1998

[例 6J Richard Broadhurst and Paddy Harrop， Forest tourism: Putting policy 

into practice in the Forestry Commission， CIn Xavier Font and John Tribe 

Eds.， Forest tourism and recreation， CABI publishing， New York)，183-199，1999 

4)図・表の作成にあたっては以下の点に留意すること。

①図・表は、それぞれ l点につき 1枚の用紙を使用する。

②表は、表 1、Table2のように通し番号を付け、題名を表の上部に記載する。

③図は、図 3、Fig.4のように通し番号を付け、題名を図の下部に記載する。

④図表の作成にあたっては、刷り上がり時の巾 (2段にまたがる場合は横幅最大14cm、

l段の場合は6.5cm)、および縮尺を考慮し、明瞭に作成する。

⑤写真を掲載する者は、原稿の採用決定後にEL版以上の紙焼き写真を提出する。

⑥採用決定後、オリジナルの図表を提出する際には、裏面に、図表の番号、上下の印、

および筆頭著者名を鉛筆で薄く書き込んでおく。

⑦特殊なオリジナル図表は、トレーシングペーパーをかけるなどして、できるだけ汚損

対策を施す。
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(投稿票 1/2) 

レジャー・レクリエーション研究 投稿票 受付年月日

受付番号

E結党正答

T 

TEL. 

g 結 FAX 

E-mail 

三会善子 if~

j='i ck {/ ji)j ~ I 

(~X麦lè tJ J

総説、原著、研究資料、実践研究、評論、

その他(具体的に:

初稿 2 稿 3 稿 京 ItJIItの
有・無

標題 枚 枚 枚 フ0::;どーダグ

庶務の !xJj 抄録 枚 全文 枚

本文 枚 枚 枚
Jウラ -~/l府 有・無

図 枚 枚 全文

表 枚 枚 枚
%1/府晃彦E妥? 音日

I);t ~~~の動き 初稿 2 稿 3 稿 初校印刷

[ 苫占→制集委 員会 l 著者送付

J 結I~ 民委 tl 会→容育者 著者校正

案内行ー制集委員会 2校印刷

'1'IJ 比二 2校校正

|編集委 ~l 会→著者 3校印刷

円

b11
 

4
E
i
 



(投稿票 2/2) 

ぷ'0x Jf fjjf 

f尉グ付/プ有TJ

原宿度第痔の

:rz'/ ク

グズ 1-

確認したら口にチェックしてくださL、。

標題ページ 口原稿の種類は記入しであるか

口タイトル(和・英)は記入しであるか

口著者名・所属は未記入であるか

本文ページ 日本文の体裁は原稿作成要領に即しているか

口註の体裁は原稿作成要領に即しているか

口文献の体裁は原稿作成要領に即しているか

口ページ番号(本文中央下)を記入したか

口行番号を記入したか(本文左)

口母国語でない場合、文章校閲を受けたか

口見出し記号は原稿作成要領に即しているか

口図表挿入筒所の表示をしたか

図 表口図表 1点につき 1枚の用紙が使用されているか

口闘のタイトルは適切か

口表のタイトルは適切か

イタグァク麦'teClJtfs:ガは投稿者が記入すること。

ηー
噌

E
i

'
I
 



「レジャー・レクリ工-ション研究Jへの投稿について

研究論文の審査、修正作業には最短でも 2ヶ月程度の時間を要する点を考慮して、投稿してく

ださ L、。
投稿は、常時受け付けております。会員の皆様の積極的な投稿をお願いいたします。

-投稿論文送付先

干354-8510 埼玉県入間郡三芳町藤久保1150-1
淑徳大学 国際コミュニケーション学部

西田俊夫研究室内

日本レジャー・レクリエーション学会編集委員会
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学会大会号編集企画

油井正昭(学会会長) 片相義晴(学会常任理事)
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